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は
じ
め
に
～
那
賀
町
の
概
要
～

　
那
賀
町
は
、
約
六
九
五
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
と
広
大
な
面
積
を
有
し
て
い
ま
す
が
、

九
十
五
％
が
森
林
の
町
で
す
。
平
成
十
七

年
三
月
五
カ
町
村
が
合
併
し
た
た
め
、
行

政
手
続
き
に
不
便
が
な
い
よ
う
に
分
庁
・

支
所
を
配
置
し
て
い
ま
す
。

　
町
内
に
は
、
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て

人
形
浄
瑠
璃
な
ど
を
上
演
す
る
農
村
舞
台

が
数
多
く
残
り
、
青
年
団
で
結
成
さ
れ
た

丹
生
谷
清
流
座
や
那
賀
高
校
人
形
部
が
公

演
に
華
を
添
え
て
い
ま
す
。

   

最
上
流
に
は
四
国
の
名
峰
剣
山
が
あ
り
、

そ
の
頂
上
か
ら
南
面
は
無
数
の
滝
や
珍
し

い
植
物
が
多
数
植
生
し
た
、
す
ば
ら
し
い

自
然
景
観
に
恵
ま
れ
、
登
山
客
が
多
く
訪

れ
て
い
ま
す
。

　
本
庁
舎
の
あ
る
最
下
流
に
は
、
大
塚
製

薬
㈱
及
び
大
塚
テ
ク
ノ
㈱
の
工
場
が
あ
り

従
業
員
約
三
八
〇
人
が
雇
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
隣
接
す
る
阿
南
市
ま
で
高
規
格
道
路

が
完
成
間
近
で
あ
り
、
二
社
の
企
業
に
於

い
て
も
そ
れ
に
併
せ
て
規
模
拡
大
策
を
検

討
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ

り
ま
す
。

林
業
の
町
と
し
て

　
九
十
五
％
の
森
林
と
林
業
で
栄
え
た
町

も
、
近
年
の
木
材
価
格
の
低
迷
に
よ
り
林

業
従
事
者
が
激
減
し
て
い
る
状
況
に
あ
り

ま
す
が
、
再
生
に
向
け
て
目
標
数
値
に
素

材
生
産
量
二
○
万
㎥
、
林
業
従
事
者
二
五

○
人
を
林
業
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
掲
げ
て

推
進
し
て
お
り
ま
す
。

　
そ
う
し
た
中
で
、
林
業
の
再
生
に
於
い

て
は
、
林
業
関
連
産
業
の
核
と
な
る
林
業

ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
を
開
所
し
、
町
の
林

業
振
興
課
、
森
林
組
合
、
森
づ
く
り
推
進

機
構
、
森
林
協
会
の
事
務
所
を
置
き
、
情

報
の
一
元
化
に
よ
る
効
率
的
且
つ
安
定
的

な
森
林
経
営
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
木
材
流
通

コ
ス
ト
削
減
を
含
め
た
広
域
的
な
視
野
か

ら
経
営
改
善
を
図
り
、
林
業
従
事
者
の
確

保
と
雇
用
の
場
の
拡
大
を
図
っ
て
い
ま
す
。

林
業
従
事
者
の
確
保
に
向
け
て
は
、
ビ
ジ

ネ
ス
セ
ン
タ
ー
に
林
業
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

を
開
講
し
、
林
業
技
術
・
資
格
の
取
得
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
町
内
唯
一

の
高
校
で
あ
る
那
賀
高
校
に
森
林
ク
リ
エ

イ
ト
科
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
林
業

関
係
に
従
事
し
て
い
た
だ
く
為
に
、
行
政

と
し
て
も
学
校
運
営
に
積
極
的
に
参
画
し
、

施
設
整
備
は
勿
論
、
教
育
環
境
の
整
備
に

も
最
善
を
尽
く
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
本
年
度
第
一
期
生
が
卒
業
し
、

森
林
組
合
ほ
か
各
事
業
体
及
び
役
場
へ
七

名
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
今
後
、
森
林
環
境
譲
与
税
が
創
設
さ
れ
、

森
林
経
営
管
理
法
に
よ
る
新
た
な
森
林
の

保
全
管
理
シ
ス
テ
ム
が
施
行
さ
れ
る
中
で
、

そ
の
仕
組
み
や
制
度
を
森
林
所
有
者
に
周

知
し
、
将
来
の
経
営
意
向
調
査
な
ど
、
各

市
町
村
で
行
う
こ
と
と
な
っ
た
共
通
の
事

務
を
合
理
的
に
行
う
と
共
に
、
森
林
・
林

業
に
関
す
る
外
部
有
識
者
等
か
ら
技
術
的

安
全
・
安
心
と

　
　
林
業
の
町
の
再
生
を
目
指
し
て

坂
　
口
　
博
　
文

安
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て
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支
援
が
得
ら
れ
る
よ
う
合
同
で
取
り
組
む

た
め
に
、
徳
島
県
南
部
地
域
（
阿
南
市
・

那
賀
町
・
美
波
町
・
牟
岐
町
・
海
陽
町
）

に
於
い

て
「
と

く
し
ま

南
部
地

域
森
林

管
理
シ

ス
テ
ム

推
進
協

議
会
」

を
設
立

し
、
那

賀
町
林

業
ビ
ジ

ネ
ス
セ

ン
タ
ー

内
に
事

務
所
を

置
き
、

森
林
の

整
備
を

一
層
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

 

多
彩
な
ブ
ラ
ン
ド
作
物
の
継
承

　
農
業
に
於
い
て
は
、
標
高
五
○
メ
ー
ト

ル
か
ら
五
五
○
メ
ー
ト
ル
の
間
に
農
地
が

あ
り
、
小
規
模
農
業
な
が
ら
適
地
適
作
を

活
か
し
、
収
益
性
の
高
い
作
物
を
生
産
し

て
い
ま
す
。
特
に
木
頭
ユ
ズ
、
切
り
花
、

ス
ダ
チ
が

上
位
を
占

め
海
外
展

開
も
行
っ

て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、

種
苗
や
施

設
に
支
援

を
し
て
き

ま
し
た
が
、

後
継
者
不

足
に
よ
り

市
場
の
要

望
に
応
え

き
れ
な
い

状
況
が
出

来
て
い
る
作
物
が
あ
る
為
、
若
者
育
成
や

移
住
者
を
含
め
た
グ
ル
ー
プ
の
支
援
に
力

点
を
置
い
て
い
ま
す
。

 

人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化

　
那
賀
町
の
人
口
は
令
和
元
年
八
月
末
現

在
八
二
六
〇
人
、
高
齢
化
率
四
八
・
一
％

と
少
子
高
齢
化
が
一
段
と
進
ん
で
い
る
中

で
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
は
一
九
三
〇
世

帯
、
内
一
人
暮
ら
し
は
一
一
一
三
世
帯
、

支
援
・
介
護
の
必
要
な
人
が
約
九
四
○
人

い
ま
す
。
こ
の
方
々
は
施
設
介
護
に
併
せ

て
安
否
情
報
を
い
ち
早
く
把
握
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
保
健
師
・
民
生
委
員
は

勿
論
、「
那
賀
町
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

協
定
」
に
よ
り
、
商
工
会
や
郵
便
局
の
配

達
員
さ
ん
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
生
活
情

報
を
把
握
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
人
口
減
少
の
抑
制
策
と
し
て
の
定
住
・

移
住
人
口
の
確
保
に
住
宅
の
整
備
は
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
家
賃
で
償
還
可
能

な
戸
建
住
宅
九
戸
を
建
設
し
て
き
ま
し
た

が
、
平
成
三
十
年
度
に
新
た
に
宅
地
造
成

を
進
め
、
順
次
家
賃
で
償
還
可
能
な
戸
建

住
宅
等
約
五
十
五
戸
・
集
合
住
宅
二
棟
の

建
設
を
進
め
ま
す
。
子
育
て
環
境
に
於
い

て
も
保
育
料
の
減
額
、
医
療
費
十
八
歳
ま

で
無
料
等
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
今

後
、
高
校
生
の
寮
費
軽
減
、
企
業
社
員
の

家
賃
軽
減
及
び
社
員
住
宅
の
補
助
等
に
は
、

住
所
移
転
を
条
件
に
検
討
し
、
定
住
化
を

図
り
ま
す
。

　
そ
し
て
安
定
し
て
働
き
続
け
る
雇
用
の

場
を
基
本
に
若
い
世
代
が
定
住
し
、
結
婚

＝
結
婚
祝
い
金
・
出
産
＝
出
産
祝
い
金

（
人
数
に
よ
り
最
大
一
二
○
万
円
の
加
算

金
）
、
子
育
て
＝
所
得
制
限
無
し
で
保

育
料
・
給
食

費
無
料
及
び

子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
・

フ
ァ
ミ
リ
ー

サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
に
よ

る
支
援
、
教

育
＝
小
学
校

か
ら
高
等
学

校
・
大
学

ま
で
学
用

品
や
奨
学

金
の
支
援

を
行
い
、

希
望
が
持

て
る
町
、

新
し
い
人

の
流
れ
を

つ
く
り
時

代
に
合
っ

た
ま
ち
づ

く
り
を
進

め
る
こ
と

に
よ
り
人

口
減
少
の

抑

制

を

図
っ
て
い

ま
す
。医

療
介
護
と
包
括
ケ
ア

　
那
賀
町
に
は
一
病
院
と
四
診
療
所
（
上

那
賀
病
院
・
日
野
谷
診
療
所
・
木
頭
診
療

所
・
北
川
診
療
所
・
木
沢
診
療
所
）
及
び

二
つ
の
民
間
医
院
と
二
つ
の
歯
科
医
院
が

あ
り
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
水
ノ
花

荘
」
外
介
護
施
設
が
五
施
設
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
介
護
付
き
高
齢
者
住
宅
が
二
施
設

あ
り
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ふ
る
さ
と
那
賀

町
を
目
指
し
て
高
度
医
療
機
器
の
整
備
と

医
療
・
包
括
ケ
ア
体
制
の
充
実
を
図
っ
て

巻頭言　安全・安心と林業の町の再生を目指して

林業ビジネスセンターとテクノスクール実習場

那賀町のブランド農産物

町産木材を活用した定住住宅
（家賃で償還し持ち家となる）新規集合住宅及び戸建住宅建設用地
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き
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
医
師
・
看
護
師
不
足
に

よ
り
、
日
野
谷
診
療
所
で
の
入
院
・
介

護
・
保
健
の
包
括
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
の
う
ち

入
院
・
救
急
を
上
那
賀
病
院
に
集
約
す
る

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
共
に
、医
療
・

介
護
の
保
険
料
が
高
騰
し
、
町
費
（
一
般

財
源
）
の
投
入
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
予
防
に
力
を
置

い
た
取
り
組
み
に
重
点
を
置
き
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

を
活
用
し
た
地
域
包
括
シ
ス
テ
ム
の
構
築

に
向
け
地
域
住
民
の
ご
協
力
も
得
な
が

ら
、
地
域
で
で
き
る
こ
と
を
も
踏
ま
え
て

お
互
い
に
助
け
合
い
、
支
え
あ
い
な
が
ら

安
心
し
て
老
後
の
支
援
が
受
け
ら
れ
る
体

制
づ
く
り
と
し
て
、「
ご
近
所
サ
ポ
ー
タ
ー

制
度
」
を
設
置
す
る
と
共
に
、
医
療
機
関

と
の
連
携
を
は
か
る
た
め
介
護
・
医
療
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
ま
す
。
医

師
や
保
健
師
に
配
備
し
た
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
で
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
・
障
害
者

や
患
者
の
健
康
情
報
を
共
有
し
、
素
早
い

予
防
行
動
や
治
療
に
繋
い
で
い
く
こ
と
に

よ
り
、
医
療
・
介
護
費
用
の
抑
制
に
も
つ

な
げ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、「
那
賀
町

見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
や
災
害
時
に
も

効
果
が
大
き
い
県
内
の
医
療
機
関
と
患
者

の
情
報
も
共
有
で
き
る
「
阿
波
あ
い
ネ
ッ

ト
」
に
も
参
加
を
呼
び
か
け
、
在
宅
医
療

の
充
実
や
災
害
時
の
支
援
に
も
繋
げ
て
い

け
る
体
制
の
構
築
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

医
師
・
看
護
師
確
保
に
つ
い
て
は
、
課
題

も
多
い
で
す
が
、
徳
島
県
は
地
域
枠
の
医

師
を
県
立
病
院
に
派
遣
し
、
各
へ
き
地
拠

点
病
院
等
を
支
援
す
る
こ
と
で
医
師
確
保

の
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
し
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
隣
接
の
阿
南
市
と
も
協

定
を
し
て
い
る
定
住
自
立
圏
に
よ
る
、
病

院
・
医
師
の
連
携
強
化
を
推
進
し
て
い
く

こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
医
療
を
守
り
、
介

護
・
医
療
、
そ
し
て
生
活
支
援
も
住
み
慣

れ
た
ふ
る
さ
と
那
賀
町
で
安
心
し
て
受
け

ら
れ
る
よ
う
、
充
実
し
た
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
構
築
に
最
善
を
尽
く
し
て
い
き
ま

す
。

　

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

　
那
賀
町
を
東
西
に
流
れ
る
那
賀
川
は
急

流
で
あ
り
、
洪
水
被
害
の
多
い
河
川
で
す
。

那
賀
川
河
川
整
備
計
画
に
よ
り
、
世
界
初

の
工
法
に
よ
る
洪
水
調
節
を
す
る
た
め
の

ゲ
ー
ト
を
二
つ
新
設
し
洪
水
調
節
機
能
を

向
上
さ
せ
、
下
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
緊

急
事
業
の
堤
防
工
事
の
完
成
に
併
せ
て
上

流
の
小
見
野
々
ダ
ム
の
改
造
事
業
も
河
川

整
備
計
画
に
盛
り
込
ん
で
い
た
だ
き
、
一

層
の
洪
水
調
節
機
能
強
化
を
図
っ
て
い
た

だ
け
る
こ
と
と
な
り
、
安
全
な
町
へ
向
け

て
進
ん
で
い
る
こ
と
に
感
謝
を
し
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
災
害
時
の
情
報
通
信
網
の
整
備

に
お
い
て
も
、
携
帯
電
話
の
不
通
地
域
は

ほ
ぼ
解
消
さ
れ
、
更
に
高
速
通
信
に
向
け

て
光
ケ
ー
ブ
ル
敷
設
を
整
備
し
て
お
り
、

令
和
二
年
度
中
に
全
町
完
成
予
定
で
、
そ

の
後
、
５
Ｇ
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
５
の
対
応
を

目
指
し
ま
す
。

　
生
活
環
境
に
お
い
て
も
、
学
校
・
公
共

施
設
の
耐
震
化
が
残
っ
て
い
る
の
が
上
那

賀
支
所
と
給
食
セ
ン
タ
ー
、
那
賀
町
総
合

体
育
館
の
み
と
な
り
、
既
に
着
工
し
て
い

る
上
那
賀
支
所
に
続
い
て
順
次
進
め
て
い

き
ま
す
。
し
尿
・
ご
み
焼
却
処
分
場
に
お

い
て
は
、
し
尿
関
係
の
処
分
場
は
完
成
し

て
い
ま
す
が
、
ご
み
焼
却
処
分
場
は
、
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
と
し
て
令
和
二
年
三
月

完
成
に
向
け
て
順
調
に
工
事
が
進
ん
で
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

 

ド
ロ
ー
ン
が
飛
ぶ
町

  

四
国
の
名
峰
剣
山
の
麓
、
自
然
が
残
る

那
賀
川
の
源
流
か
ら
、
工
業
団
地
の
あ
る

最
下
流
部
ま
で
、「
ド
ロ
ー
ン
が
飛
ぶ
町
」

と
し
て
、
那
賀
町
は
徳
島
県
の
特
区
を
受

け
て
い
ま
す
。
現
在
、
ド
ロ
ー
ン
操
縦
技

術
や
資
格
取
得
の
講
習
会
を
実
施
し
、
す

ば
ら
し
い
景
観
を
空
撮
し
全
国
に
発
信
し

て
い
く
と
共
に
、
ド
ロ
ー
ン
マ
ッ
プ
に
よ

る
飛
行
ス
ポ
ッ
ト
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
ド
ロ
ー
ン
レ
ー
ス
の
開
催
、
災

害
状
況
調
査
・
遭
難
者
確
認
及
び
救
援
物

資
の
搬
送
、
搭
載
す
る
ス
ペ
ク
ト
ル
カ
メ

ラ
に
よ
る
農
産
物
の
生
育
状
況
や
森
林
木

材
材
積
調
査
な
ど
、
産
業
振
興
に
も
活
用

し
て
い
ま
す
。

　
多
く
の
方

に
、
那
賀
町

が
「
住
む
人

来

る

人

に
　

魅

力

い

っ

ぱ
い
の
町
」、

本
当
に
「
那

賀
は
　
な
か

な
か
　
い
い
　

い
な
か
」
を

実
感
し
て
い

た
だ
き
た
い

と
思
っ
て
い

ま
す
。

クリーンセンター完成予想図

ドローンによる救助物資の搬送
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天
皇
陛
下
の
御
即
位
に
よ
り
、
新
た
に
令
和
の
時
代

を
迎
え
た
令
和
元
年
十
一
月
皇
居
に
建
て
ら
れ
た
大
嘗

宮
に
お
い
て
大
嘗
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
嘗
祭
は
稲
作
農
業
を
中
心
と
し
た
わ
が
国
の
社
会

に
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
収
穫
儀
礼
に
根
ざ
し
た

も
の
で
あ
り
、
天
皇
が
即
位
の
後
、
初
め
て
大
嘗
宮

に
お
い
て
、
新
穀
を
皇
祖
及
び
天て
ん

神じ
ん

地ち

祇ぎ

に
お
供
え
に

な
っ
て
、
自
ら
も
お
召
し
上
が
り
に
な
り
、
国
家
、
国

民
の
た
め
に
安
寧
と
五
穀
豊
穣
な
ど
を
祈
念
さ
れ
る
儀

式
で
す
。

　
こ
の
大
嘗
祭
に
お
い
て
、
諸
国
か
ら
献
上
さ
れ
る
供

物
や
御み

贄に
え

な
ど
に
は
定
め
事
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
阿

波
忌
部
が
調
製
す
る
「
麁
服
（
あ
ら
た
え

：

麻
で
織
っ

た
布
）」
は
別
格
の
取
扱
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
朝
廷
よ
り
派
遣
さ
れ
た
勅
使
（
麁
あ
ら
た
え
の服
御み

ぞ
つ
か
い

衣
使
）
の
も

と
京
の
都
に
入
り
、
神
祇
官
に
麁
服
の
み
直
接
預
か
り

置
か
れ
、
大
嘗
祭
の
当
日
ま
で
丁
重
に
保
管
さ
れ
ま
す
。

　
そ
し
て
当
日
、
朱
雀
門
で
繒
服
（
に
ぎ
た
え

：

麁
服

に
対
に
置
か
れ
る
絹
織
物
）
や
他
の
供
物
・
御
贄
と
合

流
し
、
御み
か
ら
か
ん
ど

殿
人
が
直
接
大
嘗
宮
内
の
神し

ん

座ざ

ま
で
麁
服
を

運
び
奉
り
ま
し
た
。

阿
波
忌
部
氏
の
大
嘗
祭
の
役
割

　
大
同
二
年
（
八
〇
七
年
）
齋い

ん
べ
の
ひ
ろ
な
り

部
広
成
が
平
城
天
皇
に

選
り
だ
し
た
古
語
拾
遺
に
「
宗
家
忌
部
氏
の
長
で
あ
る

天
お
め
の
と
み
の
み
こ
と

富
命
に
命
じ
て
、
阿
波
忌
部
氏
の
祖
、
天あ

め
の
ひ日

鷲
わ
し
の
み
こ
と命

の
孫
た
ち
を
率
い
て
、
地
味
の
良
い
と
こ
ろ
を
求
め
て

阿
波
の
国
に
遣
し
穀か
じ

・
麻
の
種
を
植
え
さ
せ
た
。
其
の

裔
、
今
彼
の
国
に
在
り
て
、
大お
お
に
え贄

の
年
に
当
た
り
、
木

綿
、
麁
服
及
び
種
々
の
物
を
貢
ぐ
。
郡
名
麻
殖
と
す
る

縁
之
也
」
と
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
年
）「
阿
波
の
国

麻
殖
郡
の
人
外
従
五
位
下
忌い
ん
べ
む
ら
じ
か
た

部
連
方
麻ま

ろ呂
、
従
五
位
上

忌
部
連
須す

美み

等
十
一
人
に
姓
・
宿
称
を
賜
う
。
大
初
位

下
忌
部
越こ
し

麻ま

呂ろ

等
十
四
人
に
姓
・
連
を
賜
う
」
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　「
姓
」
は
族
長
に
与
え
ら
れ
る
階
級
で
在
り
、
宿
称

は
高
位
か
ら
三
番
目
に
当
た
り
、
連
は
氏
長
者
の
有
力

な
も
の
に
与
え
ら
れ
、
こ
の
時
代
の
阿
波
国
麻
殖
郡
に

二
十
五
の
有
力
な
氏
族
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　
こ
の
頃
に
は
、
こ
れ
ら
の
族
長
の
評
定
に
よ
っ
て
麁

服
調
進
者
（
御
殿
人
）
を
決
め
て
い
ま
し
た
が
、
鎌
倉
時

代
に
は
木
屋
平
三み
つ
き
や
ま

木
山
の
三
木
家
等
に
定
着
し
ま
し
た
。

　
そ
の
様
子
を
伝
え
る
古
文
書
が
あ
っ
て
、
次
の
よ
う

に
大
嘗
祭
に
奉
仕
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

（
一
）　
三
木
宗
時
　
文
応
元
年
十
一
月
（
一
二
六
〇
）

亀
山
天
皇
大
嘗
会
に
奉
仕
す
る

（
二
）　
三
木
安
村
　
永
仁
六
年
十
一
月
（
一
二
九
九
）

後
伏
見
天
皇
の
大
嘗
会
に
奉
仕
す
る

（
三
）　
三
木
長
村
　
延
慶
二
年
六
月
（
一
三
〇
九
）
花

園
天
皇
大
嘗
会
に
奉
仕
す
る

（
四
）　
三
木
長
村
　
文
保
二
年
十
一
月
（
一
三
一
九
）

後
醍
醐
天
皇
大
嘗
会
に
奉
仕
す
る

（
五
）　
三
木
氏
村
　
正
慶
元
年
十
一
月
（
一
三
三
二
）

光
厳
天
皇
大
嘗
会
に
奉
仕
す
る

（
六
）　
三
木
重
村
　
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
光
明
天

皇
大
嘗
会
に
奉
仕
す
る

　
麁
服
調
進
は
、
光
明
天
皇
の
大
嘗
会
を
最
後
に
中
断

し
ま
し
た
。
戦
国
時
代
に
入
る
と
数
々
の
朝
儀
は
断
絶

し
て
し
ま
い
、
大
嘗
祭
が
再
興
し
た
の
は
江
戸
時
代
第

二
十
三
代
東
山
天
皇
の
一
六
八
七
年
の
こ
と
で
す
。

　
江
戸
時
代
の
麁
服
は
神
祇
官
の
主
導
に
よ
り
作
成
さ

れ
ま
し
た
が
、
献
上
物
に
は
「
阿
波
忌
部
代
」
と
記
さ

れ
て
お
り
、
以
降
明
治
ま
で
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　
大
正
天
皇
即
位
の
際
、
当
時
の
三
木
家
当
主
宗
治
郎

氏
が
こ
れ
ら
の
記
述
し
た
古
文
書
を
も
と
に
運
動
し
、

阿
波
忌
部
氏
か
ら
の
供
納
を
五
七
七
年
ぶ
り
に
復
活
さ

せ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
大
正
、
昭
和
、
平
成
の
大
嘗
祭
に
は
、

木
屋
平
で
糸
を
紡
ぎ
、
山
川
町
山
崎
忌
部
神
社
織
殿
で

織
っ
て
供
納
し
ま
し
た
。

（
一
）　
三
木
宗
治
郎
　
大
正
四
年
十
一
月（
一
九
一
五
）

大
正
天
皇
大
嘗
祭
に
奉
仕
す
る

大だ
い 

嘗
じ
ょ
う 

祭さ
い 

と 

麁あ
ら
た
え服

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
ら
た
え
副
理
事
長　

藤
　
本
　
高
　
次

特集１●　大嘗祭と麁服

1特集
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（
二
）　
三
木
宗
治
郎
　
昭
和
三
年
十
一
月（
一
九
二
八
）

昭
和
天
皇
大
嘗
祭
に
奉
仕
す
る

（
三
）　
三
木
信
夫
　
平
成
二
年
十
一
月
（
一
九
九
〇
）

平
成
天
皇
大
嘗
祭
に
奉
仕
す
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
あ
ら
た
え
の
取
組

　
平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
、
現
在
の
上
皇
陛
下
の
御

譲
位
を
受
け
て
全
国
に
類
を
見
な
い
、
地
域
の
歴
史
、

文
化
、
伝
統
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
、
次
世
代
に
つ
な

げ
て
い
く
必
要
か
ら
地
域
有
志
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
あ
ら
た

え
を
設
立
し
ま
し
た
。

　
設
立
総
会
で
は
多
く
の
問
題
を
指
摘
す
る
意
見
が
出

ま
し
た
。

　
ま
ず
、
大
嘗
祭
は
皇
室
の
伝
統
祭
祀
で
事
業
実
施
に

伴
う
経
費
は
す
べ
て
寄
付
金
で
賄
う
と
い
う
こ
と
は
政

教
分
離
の
原
則
か
ら
自
明
の
こ
と
で
し
た
が
、
原
料
と

な
る
麻
の
栽
培
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
厳
重
な

管
理
体
制
に
多
額

の
費
用
を
要
す
る

こ
と
。

　
次
に
、
か
つ
て

六
、
五
〇
〇
人
い

た
木
屋
平
地
域
の

人
口
は
、
一
割
に

満
た
な
い
、
六
〇

〇
人
程
度
に
な
っ

て
お
り
、
そ
の
住

民
の
多
く
は
六
〇

歳
を
越
え
る
高
齢

者
で
あ
る
こ
と
な

ど
難
題
が
山
積
し

て
い
ま
し
た
。

　
各
地
に
お
い
て
住
民
の
理
解
と
協
力
を
求
め
る
説
明

会
を
行
っ
た
結
果
、
大
多
数
の
地
域
住
民
か
ら
賛
同
が

得
ら
れ
、
天
皇
一
世
一
代
の
儀
式
、
大
嘗
祭
に
取
り
組

む
地
域
の
体
制
が
整
い
ま
し
た
。

作
業
開
始

○
矢や

来ら
い

用よ
う

の
竹
の
調
達

　
平
成
三
十
年
八
月
二
十
五
日(

土)

、
三
十
度
を
超

え
る
猛
暑
の
中
、

美
馬
市
穴
吹
町

吉
野
川
河
川
敷

で
矢
来
用
竹
の

取
り
入
れ
作
業

を
行
い
ま
し
た
。

竹
に
は
、
伐
採

す
る
の
に
適
し

た
時
期
が
あ
り
、

八
月
の
お
盆
が

過
ぎ
て
下
旬
頃

に
切
る
と
虫
が

付
き
に
く
く
、

腐
り
に
く
い
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
矢
来
を
長
く
保
つ
必
要
か
ら
、
こ
の
時
期
の
作
業
と

な
り
ま
し
た
。

○
麻
栽
培
畑
の
整
備

　
平
成
三
十
年
十
月
十
八
日(

木)

、
麻
栽
培
地
の
畑

の
整
備
作
業
に
か
か
り
ま
し
た
。

　
バ
ッ
ク
ホ
ー
に
よ
る
株
の
掘
り
起
こ
し
や
ト
ラ
ク

タ
ー
で
耕
運

を
行
い
、
石

の
除
去
な
ど

は
手
作
業
で

根

気

よ

く

行
っ
た
結
果
、

理
想
的
な
畑

に
仕
上
が
り

ま
し
た
。

　
こ
の
後
も

雑
草
の
抜
き

取
り
や
耕
運

な
ど
畑
の
状

況
を
見
守
り

な
が
ら
必
要
に
応
じ
た
作
業
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。

○
地
鎮
祭

　
平
成
三
十

年
十
月
三
十

一
日(

水)

、

麻
の
豊
作
と

畑
の
安
全
を

願
っ
て
地
鎮

祭
を
行
い
ま

し
た
。

　
式
典
に
は
、

関
係
者
ら
約

五
〇
人
が
参

列
し
、
麻
あ
さ
ば
た
け畑

を
お
祓
い
し

た
後
、
厳
か

に
玉
串
奉
奠
な
ど
の
儀
式
を
執
り
行
い
ま
し
た
。
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○
畑
の
土
壌
調
査

　
平
成
三
十

年
十
一
月
二

十
日(

火)

、

栃
木
県
鹿
沼

市
麻
栽
培
農

家
五
人
が
来

訪
し
、
栽
培

地
の
土
壌
調

査
の
指
導
を

受
け
ま
し
た
。

○
竹
矢
来
・
金
網
柵
の
設
置

　
平
成
三
十
一
年
二
月
三
日(

日)

、
成
長
し
た
麻
の

葉
は
麻
薬
の

材
料
と
も
な

る
こ
と
か
ら

管
理
は
厳
し

い
指
導
を
受

け
、
畑
を
柵

で
二
重
に
囲

い
、
更
に
防

犯
カ
メ
ラ
や

赤
外
線
セ
ン

サ
ー
も
適
切

な
位
置
に
配

置
し
盗
難
防

止
に
備
え
ま

し
た
。

○
播は

種し
ゅ

式

　
平
成
三
十

一

年

四

月

九
日(

火)

、

午
前
十
時
三

十
分
か
ら
整

備
さ
れ
た
畑

に
斎
場
を
設

け
、
麻
の
種

を
ま
く
儀
式

の
播
種
式
を

行
い
ま
し
た
。

　
式
典
に
は

関
係
者
ら
約

百
人
が
参
列

し
、
大お
お
ぬ
さ幣

で

麻
畑
を
お
祓
い
し
、
厳
か
に
大お
お
と
こ地

の
神
々
に
農
作
業
の

安
全
と
成
長
を
お
祈
り
し
ま
し
た
。

　
こ
の
日
か
ら
、
約
百
日
に
及
ぶ
二
十
四
時
間
体
制
の

畑
の
管
理
が
始
ま
り
ま
し
た
。

○
麻
の
成
長
過
程

　
播
種
か
ら
二
十
九
日
後
、
約
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
成
長
し
順
調
に
育
っ
て
い
ま
す
。
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○
抜ば

つ

麻ま

・
初

は
つ
じ
ょ
う
し
き

蒸
式
　

　
令
和
元
年

七
月
十
五
日

（
月
）、
役
員

三
人
が
、
高

さ

二
、

五

メ

ー

ト

ル

程
に
育
っ
た

大
麻
を
丁
寧

に
一
人
三
本

ず
つ
引
き
抜

き
、
祭
壇
で

お
祓
い
し
た

後
、
近
く
に

備
え
た
蒸
し

桶
で
麻
を
湯

通
し
す
る
「
初
蒸
式
」
の
儀
式
を
行
い
ま
し
た
。

　
式
典
後
、
六
ア
ー
ル
の
す
べ
て
の
麻
を
収
穫
し
、
湯

通
し
に
よ
る
殺
菌
を
経
て
、
乾
燥
地
へ
搬
送
し
ま
し
た
。

○
皮
剥

　
皮
剥
作
業
は

湯
通
し
を
し
て
、

一
週
間
か
ら
十

日
間
程
乾
燥
さ

せ
、
麻
の
表
皮

を
取
り
除
く
た

め
水
に
ひ
た
し

て
、
寝
床
入
れ

を
し
ま
す
。

　
寝
床
入
れ
と

は
コ
モ
を
掛
け

て
熱
が
逃
げ
な
い
よ
う
に
し
て
発
酵
さ
せ
る
作
業
で
す
。

　
寝
床
入
れ
を
し
て
二
日
目
ご
ろ
、
ほ
ど
よ
く
発
酵
し

て
粘
り
け
が
生
じ
て
き
た
麻
の
皮
剥
を
行
い
ま
す
。

○
麻
挽
き

　
皮
剥
し
た
も
の
を
一
本
ず
つ
麻
挽
き
台
に
乗
せ
、
麻

か
き（
ヘ
ラ
）で
表
皮
を
削
り
取
る
作
業
が
麻
挽
き
で
す
。

　
こ
の
作
業
を
経
て
三
、
四
日
陰
干
し
す
る
と
精
麻
に

な
り
ま
す
。

　
更
に
米
ぬ
か
に
晒
し
て
、
柔
ら
か
く
な
っ
た
麻
の
繊

維
を
細
か
く
裂
い
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
と
麻
糸
に

な
り
ま
す
。

○
初は
つ
ぼ
う
し
き

紡
式

　
令
和
元
年
八
月

七
日
（
水
）、
午

前
十
時
か
ら
関
係

者
ら
約
七
十
人
が

参
列
し
、
麻
畑
近

く
の
三
ツ
木
神
社

で
神
事
を
執
り
行

い
ま
し
た
。

　
初
紡
で
は
麻
の

繊
維
を
細
か
く
裂

い
て
、
よ
り
合
わ

せ
な
が
ら
長
く
つ

特集１●　大嘗祭と麁服
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な
い
で
い
く
「
麻お

う

み績
」
や
糸
車
に
掛
け
て
糸
を
よ
っ
て

い
く
「
よ
り
か
け
」
の
作
業
が
五
人
の
巫
女
に
よ
っ
て

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

○
紡ぼ
う

糸し

出
発
式

　
令
和
元
年
九
月

二
日
（
月
）、
午

前
八
時
三
十
分
か

ら
麻
糸
完
成
の
出

発
式
を
斎
行
し
ま

し
た
。

　
桐
箱
に
収
め
た

紡
糸
を
神
前
に
奉

安
し
て
、
祝
詞
を

奏
上
し
、
厳
か
に

玉
串
を
捧
げ
て
山

川
町
へ
の
出
発
を

奉
告
し
ま
し
た
。

　
木
屋
平
を
出
発

し
た
紡
糸
は
午
前

十
一
時
、
山
川
町

山
崎
忌
部
神
社
に

到
着
し
、
唐か
ら
ひ
つ櫃

か

ら
取
り
出
さ
れ
た

桐
箱
入
り
の
紡
糸

と
目
録
を
阿
波
忌

部
麁
服
調
進
協
議

会
会
長
に
引
き
継

ぎ
ま
し
た
。

○
織
初
式

　
令
和
元
年
九
月

十
日
（
火
）、
山

川
町
山
崎
忌
部
神

社
で
織
初
式
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　
午
前
十
時
か
ら

の
式
典
に
は
阿
波

忌
部
麁
服
調
進
協

議
会
と
木
屋
平
の

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
あ
ら

た
え
の
関
係
者
ら

約
二
五
〇
人
が
参

列
し
、
巫
女
装
束
に
身
を
包
ん
だ
女
性
七
人
が
機
織
り

機
に
麻
糸
を
か
け
て
麻
織
の
完
成
を
祈
願
し
ま
し
た
。

○
出
発
式
と
皇
居
供
納

　
令
和
元
年
十
月
二
十
七
日
（
日
）、
午
前
十
時
か
ら

住
民
ら
四
〇
〇
人
が
見
守
る
中
、
川
井
グ
ラ
ウ
ン
ド
に

設
け
た
斎
場
で
麁

服
出
発
式
を
斎
行

し
ま
し
た
。

　
桐
箱
に
収
め
ら

れ
た
麁
服
を
神
前

に
奉
安
し
て
祝
詞

を
奏
上
し
、
厳
か

に
玉
串
を
捧
げ
、

山
川
町
山
崎
忌
部

神
社
に
出
発
し
ま

し
た
。

　
午
後
二
時
山
崎

忌
部
神
社
に
到
着

し
、
皇
居
へ
の
無
事
供
納
を
祈
願
し
て
出
発
式
を
斎
行

し
ま
し
た
。

　
徳
島
を
出
発
し

た
麁
服
は
十
月
二

十
九
日
午
後
一
時

三
〇
分
皇
居
新
嘉

殿
に
納
め
ら
れ
ま

し
た
。

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
あ

ら
た
え
設
立
か
ら

約
二
年
四
ヶ
月
、

私
達
の
大
き
な
事

業
は
無
事
完
遂
す

る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
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は
じ
め
に

　
守
護
町
勝
瑞
遺
跡
と
は
、
板
野
郡
藍
住
町
勝
瑞
に
あ

る
国
史
跡
勝
瑞
城
館
跡
を
中
心
と
す
る
遺
跡
の
名
称
で

す
。
勝
瑞
に
は
、
室
町
時
代
の
阿
波
守
護
細
川
氏
が
守

護
所
を
置
き
、
こ
の
地
を
本
拠
と
し
て
畿
内
の
管
領
家

を
支
え
ま
し
た
。

　
守
護
と
は
、
室
町
幕
府
の
職
名
で
、
守
護
は

諸
国
の
警
備
や
治
安
維
持
に
あ
た
り
ま
し
た
。

ま
た
、
守
護
所
と
は
守
護
の
居
住
す
る
館
が
所

在
す
る
場
所
で
、
現
在
の
県
庁
と
県
警
本
部
を

併
せ
た
よ
う
な
役
目
を
果
た
し
ま
し
た
。
守
護

所
は
そ
の
国
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
地

と
し
て
発
展
し
ま
す
。
そ
し
て
、
守
護
所
を
中

心
と
し
て
発
展
し
た
町
を
「
守
護
町
」
と
呼
び
、

勝
瑞
に
置
か
れ
た
細
川
氏
の
守
護
所
を
中
心
と

し
て
発
展
し
た
町
の
遺
跡
を
「
守
護
町
勝
瑞
遺

跡
」
と
名
付
け
ま
し
た
。

　
守
護
町
勝
瑞
は
、
阿
波
の
政
治
・
経
済
・
文

化
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
ま
す
。
阿
波
守
護
細

川
氏
の
三
代
目
と
な
る
細
川
頼
之
は
将
軍
義
満

に
請
わ
れ
て
幕
府
の
管
領
と
い
う
職
に
就
き
ま
す
。
管

領
と
は
、
将
軍
を
補
佐
し
政
務
全
般
を
司
る
重
職
で
す
。

以
後
、
細
川
氏
が
こ
の
職
を
代
々
受
け
継
ぐ
こ
と
と
な

り
ま
す
が
、
阿
波
の
武
将
が
畿
内
を
中
心
と
し
て
活
躍

す
る
基
盤
が
こ
こ
に
出
来
上
が
っ
た
の
で
す
。

　
戦
国
時
代
に
は
細
川
氏
の
阿
波
支
配
の
一
翼
を
担
い
、

畿
内
の
管
領
細
川
家
を
も
支
え
た
三
好
氏
が
実
質
阿
波

の
実
権
を
握
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
三
好
氏
も
ま
た
勝

瑞
を
本
拠
と
し
、
畿
内
へ
進
出
し
た
三
好
長
慶
は
一
時

天
下
を
握
り
、
阿
波
で
は
弟
の
実
休
が
勝
瑞
の
主
と
な

り
ま
す
が
、
兄
を
助
け
度
々
畿
内
へ
出
兵
し
ま
す
。

　
日
本
の
中
心
で
活
躍
し
た
細
川
氏
、
三
好
氏
が
本
拠

と
し
た
勝
瑞
に
は
、
当
時
日
本
の
中
心
地
で
あ
っ
た
京

都
と
直
結
し
た
文
化
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
守
護
町
勝
瑞
遺
跡
で
は
、
平
成
六
年
か
ら
発
掘
調
査

が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
平
成
十
三
年
に
は
勝
瑞
城
館
跡

が
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
以
後
も
継
続
し
た
発

掘
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
細
川
氏
や
三
好
氏
の
栄
華

が
垣
間
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
本
稿
で
は
、
今
ま
で
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
り
つ
つ

あ
る
室
町
時
代
の
勝
瑞
に
つ
い
て
、
細
川
氏
や
三
好
氏

は
い
つ
頃
か
ら
勝
瑞
に
住
ん
で
い
る
の
か
、
三
好
氏
の

本
拠
地
で
、
今
は
一
部
細
川
氏
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
勝
瑞
城
館
は
ど
の
よ
う
な
城
館
だ
っ
た

の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
周
辺
に
は
ど
の
よ
う
な
町
が
広

が
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
三
点
に
つ
い
て
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

阿
波
が
最
も
輝
い
た
時
代
を
現
出
す
る
遺
跡

　
　
～
守
護
町
勝
瑞
遺
跡
～

藍
住
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
課
長
補
佐　

重
　
見
　
高
　
博

特集２●　阿波が最も輝いた時代を現出する遺跡～守護町勝瑞遺跡～
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一
　
細
川
氏
・
三
好
氏
と
勝
瑞

（
一
）
細
川
氏
と
勝
瑞
守
護
所
の
成
立

　
細
川
氏
は
、
足
利
氏
の
支
流
で
、
鎌
倉
時
代
に
三
河

国
額
田
郡
細
川
郷
（
現
在
の
愛
知
県
岡
崎
市
細
川
町
周

辺
）
に
土
着
し
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。

　
建
武
の
新
政
に
反
旗
を
翻
し
た
足
利
尊
氏
は
、
新
田

義
貞
・
楠
木
正
成
ら
に
敗
れ
、
九
州
に
下
り
ま
す
。
そ

の
途
中
、
配
下
の
有
力
武
将
を
中
国
・
四
国
地
方
に
配

置
し
ま
す
が
、
四
国
に
は
細
川
顕
氏
・
和
氏
が
派
遣
さ

れ
、
秋
月
（
現
在
の
阿
波
市
土
成
町
秋
月
周
辺
）
に
入

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
室
町
幕
府
が
開
か
れ
る
と
秋

月
が
阿
波
の
初
期
守
護
所
と
な
り
、
細
川
氏
は
寺
院
を

建
立
す
る
な
ど
整
備
に
努
め
ま
し
た
が
、
後
に
勝
瑞
に

守
護
所
が
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
勝
瑞
に
守
護
所
が
移
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
今
ま

で
多
く
の
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
次

の
と
お
り
で
す
。

　
ま
ず
、
古
く
は
享
保
年
間
成
立
の
『
南
海
通
記
』
に

細
川
頼
春
が
勝
瑞
に
安
居
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
文
化
年
間
成
立
の
『
阿
波
志
』
で
も
延
元
二
年
（
一

三
三
七
）
に
頼
春
が
居
城
し
た
と
し
ま
す
。
し
か
し
、

寛
政
頃
に
成
立
し
た
『
阿
府
志
』
に
は
詮
春
の
時
に
初

め
て
勝
瑞
に
居
住
し
た
と
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
段

階
で
す
で
に
諸
説
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
後
、
昭
和
三
十
八
年
刊
行
の
『
徳
島
県
史
』
で

は
応
安
年
間
と
し
、昭
和
四
十
年
刊
行
の
『
藍
住
町
史
』

で
は
延
元
四
年
（
一
三
三
九
）、或
い
は
貞
治
二
年
（
一

三
六
三
）
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
段
階
ま
で
は
南
北
朝
期
に
守
護
所
勝
瑞
が
成
立

し
た
と
す
る
説
が
有
力
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
根

拠
は
不
明
で
、
本
田
昇
氏
は
こ
れ
ら
を
否
定
し
、『
土

成
町
史
』
で
一
宮
松
次
氏
が
、応
永
六
年
（
一
三
九
九
）

が
細
川
頼
春
の
菩
提
寺
で
あ
る
光
勝
院
が
萩
原
に
移
転

し
た
時
期
の
下
限
と
し
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
こ
れ
を

守
護
所
移
転
の
下
限
と
す
る
新
た
な
説
を
提
示
し
ま
し

た
。

　
し
か
し
、
こ
の
説
に
つ
い
て
も
根
拠
は
薄
く
、
そ
の

後
は
、
勝
瑞
地
名
の
初
見
が
「
天
穏
語
録
」
で
延
徳
三

年
（
一
四
九
一
）
で
あ
る
こ
と
や
、
守
護
在
京
制
か
ら

在
国
へ
の
転
換
を
画
期
と
考
え
、
十
五
世
紀
後
半
～
末

と
す
る
説
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
近
年
、
福
家
清
司
氏
は
「
秋
月
荘
八
幡
宮

鐘
銘
」
の
初
鋳
銘
と
改
鋳
銘
の
差
異
を
根
拠
と
し
て
応

永
二
年
（
一
三
九
五
）
か
ら
永
享
七
年
（
一
四
三
五
）

ま
で
の
間
に
勝
瑞
守
護
所
が
成
立
し
た
可
能
性
を
指
摘

し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、『
仏
通
禅
寺
住
持
記
』
に
「
勝

瑞
津
」
が
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
史
料
の
年
代

が
十
五
世
紀
前
半
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
が
「
勝
瑞
」
と
い
う
地
名
の
初
見
で
あ
る
と
し
、

こ
の
時
期
に
守
護
所
勝
瑞
の
成
立
時
期
が
絞
ら
れ
る
と

し
ま
し
た
。

　
そ
れ
で
は
、
発
掘
調
査
成
果
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
見

え
る
の
で
し
ょ
う
。

　
発
掘
調
査
で
は
、
中
国
か
ら
の
輸
入
磁
器
や
備
前
焼

や
瀬
戸
美
濃
焼
な
ど
の
国
産
陶
器
が
多
く
出
土
し
ま
す
。

そ
れ
ら
の
様
相
を
見
る
と
、
十
五
世
紀
前
葉
に
ま
と

ま
っ
た
陶
磁
器
の
セ
ッ
ト
が
確
認
さ
れ
は
じ
め
、
十
五

世
紀
後
葉
か
ら
十
六
世
紀
前
葉
に
は
遺
物
量
が
最
も
多

く
な
り
、
こ

れ
ら
の
時
期

に
勝
瑞
の
社

会
に
画
期
が

あ
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

　
全
国
の
守

護
所
の
事
例

を
見
て
み
る

と
、
守
護
が

京
都
に
住
む

こ
と
が
基
本

で
あ
っ
た
十

四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
中
頃
ま
で
は
地
方
に
守
護
所
と

認
め
ら
れ
る
遺
跡
や
都
市
的
な
空
間
は
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
十
五
世
紀
後
半
に
勃
発
し
た
応

仁
の
乱
以
降
に
は
荒
れ
た
京
都
を
後
に
し
て
ほ
と
ん
ど

の
守
護
は
任
国
に
下
り
ま
す
。
そ
の
時
期
を
境
に
各
地

で
守
護
所
や
周
辺
の
都
市
的
な
場
の
遺
跡
が
見
つ
か
る

よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
守
護
が
在

京
し
て
い
た
時
期
に
は
さ
ほ
ど
守
護
所
を
整
備
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

勝
瑞
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
福
家
氏

の
提
唱
す
る
十
五
世
紀
前
半
に
守
護
所
が
勝
瑞
に
移
転

し
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
は
多
く
の
住
民
が
移

入
し
た
り
、
寺
院
や
市
場
が
整
備
さ
れ
た
り
す
る
な
ど

の
大
規
模
な
整
備
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
細
川
氏
が
京
都
か
ら
阿
波
に
下
っ
て
く
る
時

期
こ
そ
が
他
の
守
護
所
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
大
規
模

な
整
備
が
進
め
ら
れ
る
き
っ
か
け
だ
っ
た
の
で
は
な
い
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で
し
ょ
う
か
。
勝
瑞
に
お
け
る
細
川
氏
の
在
国
は
文
亀

二
年
（
一
五
〇
二
）
に
細
川
成
之
が
阿
波
に
下
っ
た
後

で
あ
り
、
こ
の
時
期
が
勝
瑞
発
展
の
一
大
画
期
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
以
上
の
こ
と
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
十
五
世
紀
前
葉

で
永
享
七
年
（
一
四
三
五
）
ま
で
の
間
が
守
護
所
勝
瑞

成
立
の
時
期
で
あ
り
、
十
六
世
紀
前
葉
の
文
亀
二
年
頃

が
守
護
所
勝
瑞
発
展
の
時
期
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
二
）
三
好
氏
と
勝
瑞

　
三
好
氏
は
、
鎌
倉
時
代
の
阿
波
守
護
で
あ
っ
た
小
笠

原
氏
の
後
裔
と
伝
え
ら
れ
る
氏
族
で
、
三
好
郡
内
に
居

住
し
た
小
笠
原
氏
が
そ
の
土
地
の
名
前
を
名
乗
っ
た
の

が
始
ま
り
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
三
好
氏
の
名
が
初

め
て
史
料
上
に
見
え
る
の
は
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）

二
月
二
十
四
日
付
「
細
川
成
之
奉
行
人
飯
尾
真
覚
奉
書

写
」（『
阿
波
国
徴
古
雑
抄
』
所
収
、『
細
川
三
好
両
家

消
息
』）
で
、
阿
波
三
郡
守
護
代
と
し
て
三
好
式
部
少

輔
が
登
場
し
ま
す
。

　
そ
の
後
、
史
料
に
実
名
が
見
え
る
の
は
三
好
之
長
で
、

之
長
は
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
に
管
領
細
川
政
元
の

養
子
と
な
っ
た
阿
波
守
護
家
出
身
の
澄
元
の
後
見
人
と

し
て
上
洛
し
、
畿
内
で
名
の
知
ら
れ
る
存
在
と
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
永
正
十
七
年
（
一
五
二
〇
）
五
月
十
一

日
、
澄
元
と
家
督
を
争
っ
た
細
川
高
国
に
敗
れ
て
百
万

遍
で
自
害
し
ま
し
た
。

　
之
長
の
死
後
は
孫
の
元
長
が
跡
を
継
ぎ
ま
す
。
元
長

は
之
長
と
と
も
に
畿
内
へ
出
陣
し
て
い
ま
し
た
が
、
阿

波
へ
い
っ
た
ん
帰
国
し
ま
し
た
。
元
長
は
、
美
馬
市
脇

町
岩
倉
に
あ
っ
た
宝
珠
寺
を
勝
瑞
に
移
転
さ
せ
、
祖
父

之
長
の
院
号
「
見
性
寺
殿
」
に
因
ん
で
見
性
寺
に
改
称

し
た
と
い
わ
れ
ま
す
（『
板
野
郡
誌
』）。
ま
た
、
大
永

七
年
（
一
五
二
七
）
に
管
領
細
川
晴
元
と
と
も
に
足
利

義
維
を
擁
し
て
堺
へ
渡
海
し
ま
す
が
、
こ
の
と
き
戦
勝

を
祈
念
し
て
勝
瑞
の
土
地
一
町
一
段
を
見
性
寺
に
寄
進

し
た
こ
と
が
見
性
寺
の
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、
永
正
年
間
の
お
そ
ら
く
一
五
二
〇
年

頃
に
は
三
好
氏
は
確
実
に
勝
瑞
に
居
住
し
て
い
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

　
そ
の
後
、

元
長
は
堺
へ

上
陸
し
細
川

高
国
や
足
利

義
晴
を
軍
事

的
に
圧
倒
し

ま
す
。
そ
し

て
、
つ
い
に

は
堺
を
拠
点
と
し
て
幕
府
政
治
を
左
右
す
る
ほ
ど
に
ま

で
力
を
つ
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
ま
で
支
え
て
い
た

細
川
晴
元
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
享
禄
五
年
（
一

五
三
二
）
六
月
に
顕
本
寺
で
自
害
に
追
い
込
ま
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　
元
長
の
跡
を
継
い
だ
長
男
の
長
慶
は
大
永
二
年
（
一

五
二
二
）
生
ま
れ
で
、
こ
の
と
き
一
〇
歳
。
永
正
年
間

に
三
好
氏
が
勝
瑞
に
居
住
し
始
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
長

慶
の
生
誕
は
勝
瑞
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
長
慶
は
畿
内
へ
と
進
出
し
、
阿
波
で
は
、
次
男
の
実

休
が
勝
瑞
を
拠
点
に
阿
波
と
讃
岐
・
淡
路
南
部
を
支
配

し
ま
し
た
。
こ
こ
に
三
好
家
は
畿
内
で
活
動
す
る
本
宗

家
と
、
阿
波
を
本
貫
地
と
す
る
阿
波
三
好
家
に
分
か
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
阿
波
三
好
家
は
、
以
後
、

実
休
―
長
治
―
存
保
と
継
承
さ
れ
る
の
で
す
。

二
　
勝
瑞
城
館
の
姿

　
勝
瑞
城
館
は
、
阿
波
三
好
家
の
本
拠
と
推
定
さ
れ
、

国
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
範
囲
や
構
造

の
詳
細
は
、
未
だ
明
ら
か
と
な
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
発
掘
調
査
の
成
果
等
か
ら
大
凡
の
部
分
は
推
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
ま
ず
範
囲
で
す
が
、「
か
わ
ら
け
」
の
分
布
状
況
に

よ
り
推
定
で
き
ま
す
。「
か
わ
ら
け
」
と
は
、
宴
会
や

儀
式
の
場
で

多
く
使
用
さ

れ
る
素
焼
き

の
土
器
皿
で
、

こ
れ
が
大
量

に
出
土
す
る

こ
と
は
盛
ん

に
饗
応
が
な

さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
し

て
お
り
、
そ

の
地
域
の
中

枢
の
館
で
あ

写真４　三好元長像（見性寺蔵）
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る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
勝
瑞
に
お
け
る
発
掘
調
査

で
は
、
図
１
に
示
し
た
範
囲
の
外
で
は
か
わ
ら
け
の
出

土
割
合
が
低
く
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
範
囲
に
勝
瑞
城

館
が
推
定
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
範
囲
内
に
は
、
縦
横
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
幅
十

メ
ー
ト
ル
を
超
す
大
規
模
な
濠
が
各
所
で
見
つ
か
っ
て

お
り
、
最
終
段
階
に
は
こ
れ
ら
の
濠
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

た
複
数
の
区
画
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
は
同
時
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
っ
て
整
備
さ
れ
た
も
の
な
の
で

す
。

　
ま
ず
、
十
六
世
紀
前
葉
に
は
区
画
Ⅰ
が
整
備
さ
れ
池

泉
庭
園
が
造
営
さ
れ
ま
す
。
大
規
模
な
池
を
持
つ
、
権

威
を
表
象
す
る
空
間
が
整
備
さ
れ
る
の
で
す
。
一
方
、

区
画
Ⅱ
で
は
こ
れ
に
先
行
し
て
薬
研
堀（
濠
二
〇
〇
一
・

二
〇
〇
二
）
や
小
規
模
な
区
画
溝
（
Ｓ
Ｄ
一
〇
〇
三
・

一
〇
一
四
・
一
〇
一
七
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
こ
の

時
期
に
は
ま

だ
大
き
な
濠

は
掘
ら
れ
て

お
ら
ず
、
区

画
Ⅰ
が
突
出

し
た
権
威
の

空
間
と
し
て

存
在
し
た
可

能
性
が
高
い

と
思
わ
れ
ま

す
。

　
次
に
、
十

六
世
紀
後
半

に
な
る
と
薬
研
堀
は
埋
没
し
、
溝
で
区
画
さ
れ
た
小
区

画
は
統
合
さ
れ
、
幅
十
メ
ー
ト
ル
以
上
、
深
さ
三
～

三
・
五
メ
ー
ト
ル
の
大
規
模
な
濠
で
区
画
さ
れ
た
曲
輪

が
形
成
さ
れ
ま
す
。
こ
の
大
規
模
な
濠
が
掘
ら
れ
る
も

の
の
、
土
塁

な
ど
の
防
御

施
設
は
築
か

れ
て
お
ら
ず
、

こ
の
こ
と
は
、

勝
瑞
城
館
の

大
き
な
特
徴

と
な
っ
て
い

ま
す
。
濠
は

恐
ら
く
治
水

の
た
め
に
掘

ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
、
濠
か
ら
出
土
し
た
卒
塔
婆
か
ら
、
永
禄

七
年
（
一
五
六
四
）
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
こ
の
大
規
模
な
濠
に
よ
っ
て
、
区
画
さ
れ

た
複
数
の
屋
敷
空
間
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期

に
は
複
数
の
同
等
の
権
威
が
存
在
し
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。
区
画
Ⅰ
の
池
泉
庭
園
は
一
六
世
紀
中
頃
に
は

廃
絶
し
、
そ
の
跡
に
は
か
わ
ら
け
の
焼
成
窯
が
築
か
れ

ま
す
。

　
そ
し
て
、
徐
々
に
城
館
は
整
備
・
拡
張
さ
れ
、
十
六

世
紀
の
第
三
四
半
期
に
は
区
画
Ⅱ-

①
に
枯
山
水
庭
園

が
造
営
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
最
終
段
階
の
一
五

八
〇
年
頃
に
は
勝
瑞
城
が
築
か
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

勝
瑞
城
は
、
南
側
の
屋
敷
地
群
と
は
異
な
り
、
大
き
な

土
塁
を
持
つ
防
御
意
識
の
高
い
区
画
で
、
こ
こ
に
阿
波

の
社
会
情
勢
の
大
き
な
変
化
が
見
て
取
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
勝
瑞
城
館
の
姿
の
変
遷
の
背
景
に
は
、
権

力
者
の
移
り
変
わ
り
や
社
会
情
勢
の
大
き
な
変
化
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
画
期
と
な
る
事
象
と
し
て
、

以
下
の
点
を
挙
げ
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
細
川
氏
あ
る
い
は
三
好
氏
の
勝
瑞
居
住
で
す
。

細
川
氏
に
つ
い
て
は
十
五
世
紀
前
葉
と
考
え
ら
れ
る
守

護
所
設
置
時
、
あ
る
い
は
細
川
成
之
が
阿
波
在
国
を
は

じ
め
る
文
亀
二
年
（
一
五
〇
一
）
で
す
。
ま
た
、
三
好

氏
は
元
長
の
頃
で
永
正
年
間
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

三
好
氏
は
、
前
に
述
べ
た
見
性
寺
の
移
転
に
際
し
、
岩

倉
の
馬
木
の
住
人
も
勝
瑞
に
移
転
さ
せ
た
と
も
い
わ
れ

て
お
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
三
好
氏
が
勝
瑞
を
拠
点
と
す

る
に
あ
た
り
、
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
区
画
Ⅰ
は
細
川
氏
あ
る
い
は
三
好
氏
の
勝
瑞

居
住
に
伴
っ
て
整
備
さ
れ
た
権
威
の
空
間
と
考
え
ら
れ

図１　勝瑞城館跡の推定最大範囲

写真６　勝瑞城館跡の池泉庭園写真７　勝瑞城跡の土塁
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る
の
で
す
。
注
目
す
べ
き
は
、
十
六
世
紀
中
頃
に
は
こ

の
区
画
の
権
威
は
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　
つ
づ
い
て
は
、
元
長
の
死
後
に
長
慶
の
本
宗
家
と
実

休
の
阿
波
三
好
家
に
分
か
れ
た
時
期
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

実
休
は
天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）
に
守
護
の
細
川

持
隆
を
殺
害
し
、
実
質
上
、
阿
波
の
実
権
を
握
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
発
掘
調
査
で
見
え
る
大
き
な
濠
と
、
そ

れ
に
囲
ま
れ
た
複
数
の
屋
敷
地
群
は
こ
れ
以
降
の
時
期

の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
景
観
に
は
三
好
氏
の
権
力
の
あ

り
方
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
～
十
年
頃
に
は

城
主
の
め
ま
ぐ
る
し
い
変
遷
が
見
ら
れ
ま
す
。
三
好
長

治
没
後
に
阿
波
三
好
家
を
再
建
し
た
十
河
存
保
で
し
た

が
、
織
田
信
長
や
羽
柴
秀
吉
と
通
じ
て
、
当
時
阿
波
に

侵
攻
し
て
い
た
長
宗
我
部
元
親
や
一
宮
成
助
を
引
き
込

ん
だ
篠
原
松
満
ら
と
対
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
時
讃

岐
へ
退
去
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、
一
宮

成
助
が
勝
瑞
に
入
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
後
、
信
長
と

本
願
寺
の
和
睦
に
反
対
し
て
本
願
寺
を
退
去
し
た
牢
人

や
紀
伊
・
淡
路
の
軍
勢
が
勝
瑞
を
奪
い
取
り
籠
城
し
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
秀
吉
は
、
黒
田
孝
高
や
生
駒
親
正
、

仙
石
秀
久
ら
を
阿
波
へ
派
遣
し
て
勝
瑞
を
攻
略
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
阿
波
へ
の
介
入
は
さ
ほ
ど
深
入
り
し
な

か
っ
た
た
め
、
最
終
的
に
は
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）

一
月
に
は
十
河
存
保
が
再
び
勝
瑞
を
奪
還
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
翌
年
の
天
正
十
年
に
は
土

佐
の
長
宗
我
部
氏
の
勝
瑞
侵
攻
も
あ
り
、
戦
国
時
代
を

通
じ
て
軍
勢
が
迫
る
よ
う
な
危
機
的
な
状
況
が
な
か
っ

た
勝
瑞
に
、
信
長
に
よ
る
広
範
な
地
域
を
巻
き
込
む
大

規
模
な
戦
争
が
迫
り
、
こ
の
時
期
に
一
気
に
勝
瑞
は
戦

乱
の
渦
中
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
期
が
ま

さ
に
勝
瑞
城
が
築
か
れ
た
時
期
な
の
で
す
。

　
勝
瑞
城
館
の
構
造
の
変
遷
に
は
こ
う
し
た
社
会
情
勢

の
変
化
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
さ
ら
に
詳
細

な
調
査
に
よ
っ
て
、
様
々
な
こ
と
が
解
明
さ
れ
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

三
　
中
世
都
市
「
勝
瑞
」
の
か
た
ち

　
細
川
氏
、
三
好
氏
が
築
い
た
勝
瑞
の
城
館
の
周
辺
に

は
武
家
屋
敷
や
寺
社
、
町
屋
な
ど
が
立
ち
並
ん
で
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
当
時
の
様
子
を
記
し
た
一
次
史
料

は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
近
世
に
編
纂
さ
れ

た
軍
記
物
な
ど
の
記
録
や
、
部
分
的
に
行
わ
れ
て
い
る

発
掘
調
査
成
果
か
ら
そ
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
特
徴
の
一
つ
と
し
て
多
く
の
寺
院
が
存
在

し
て
い
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
発
掘
調
査

の
結
果
、
平
成

二
十
六
年
に
国

史
跡
に
追
加
指

定
さ
れ
た
三
好

氏
の
祈
願
寺
で

あ
る
正
貴
寺
跡

を
は
じ
め
、
寺

院
と
考
え
ら
れ

る
遺
構
が
多
く

見
つ
か
っ
て
お

り
、
文
献
か
ら

も
勝
瑞
に
は
多

く
の
寺
院
が
立

ち
並
ん
で
い
た

こ
と
が
推
定
さ

れ
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
江

戸
時
代
に
成
立

し
た
編
纂
物
で

す
が
『
阿
州
三

好
記
大
状
前

書
』
や
『
阿
州

三
好
記
並
寺
立

屋
敷
割
次
第
』、『
昔
阿
波
物
語
』（
い
ず
れ
も
『
阿
波

国
徴
古
雑
抄
』
所
収
）、
さ
ら
に
文
化
年
間
成
立
の
藩

撰
地
誌
で
あ
る
『
阿
波
志
』
な
ど
に
よ
る
と
、
戦
国
時

代
の
勝
瑞
に
は
三
十
を
超
す
寺
院
の
名
が
見
ら
れ
る
の

で
す
。

　
次
に
、
町
屋
や
市
に
つ
い
て
で
す
が
、
発
掘
調
査
で

は
そ
れ
ら
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
前
出
の
文

献
、『
昔
阿
波
物
語
』
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

　「
勝
瑞
の
町
に
市
を
立
て
候
。
盗
人
も
市
立
ち
仕
候
。

在
郷
の
者
の
売
り
物
は
、
筵
を
敷
き
な
ら
べ
て
綿
、
紅

茶
、
か
う
苧
に
て
候
に
、
盗
人
共
は
廿
人
ば
か
り
、
我

ど
う
し
喧
嘩
士
候
様
に
刀
を
抜
い
て
振
り
回
し
候
え
ば
、

斬
ら
れ
じ
と
て
、
売
り
物
捨
て
て
逃
げ
退
き
候
を
な
で

さ
ら
え
て
盗
人
共
は
取
り
申
し
候
。
さ
い
さ
い
の
事
な

る
故
に
、
町
人
共
が
い
よ
い
よ
に
く
き
事
か
な
と
申
し

て
、
堅
木
の
棒
を
こ
し
ら
え
て
、
百
五
十
人
若
き
者
共

が
、
家
へ
隠
れ
て
待
ち
候
時
、
い
つ
も
の
如
く
、
盗
人

共
、
刀
を
抜
い
て
振
り
回
し
候
を
、
町
人
出
合
い
、
ぼ

写真８　正貴寺跡で検出された建物跡
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う
こ
き
に
仕
り
候
へ
ば
、
人
の
家
の
内
へ
逃
げ
入
る
者

も
あ
り
、
在
郷
へ
逃
げ
行
く
者
も
有
り
、
そ
の
内
大
将

の
日
下
又
之
進
を
町
屋
に
取
り
込
め
置
き
候
と
こ
ろ
に
、

盗
人
の
同
類
共
が
二
千
人
ば
か
り
、
勝
瑞
へ
取
り
か
け
、

お
び
た
だ
し
く
入
候
時
、
勝
瑞
よ
り
も
取
り
出
て
合
戦

に
及
び
、
互
い
に
手
負
い
出
来
申
し
候
、
そ
の
時
正
安

公
は
勝
瑞
に
御
座
候
い
つ
れ
ど
も
、
曲
事
と
も
仰
せ
ら

れ
ず
、
結
句
、
御
前
衆
に
も
盗
人
の
同
類
多
く
候
故
に
、

れ
ん
れ
ん
に
盗
人
が
強
く
な
り
候
は
、
人
の
も
の
を
取

り
候
て
惜
し
げ
も
な
く
進
上
申
す
故
な
り
、
町
人
は
一

夜
も
寝
ず
、
早
鐘
を
つ
か
ぬ
間
も
な
く
、
す
ぐ
な
る
事

を
こ
い
申
し
候
、
か
よ
う
の
盗
人
に
せ
び
ら
さ
れ
て
つ

ら
き
事
は
、
年
寄
り
外
は
存
ぜ
ず
候
、
天
正
十
年
に
三

好
山
城
御
下
り
候
時
、
日
下
又
之
進
、
成
敗
な
さ
れ
盗

人
静
ま
り
申
し
候
、」

　
そ
こ
に
は
、
勝
瑞
の
町
に
市
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
盗
人
が
横
行
し
て
い
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、

盗
人
の
横
行

に
耐
え
か
ね

た
町
人
た
ち

が
そ
れ
に
立

ち
向
か
っ
て

い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
盗

人
ど
も
の
逆

襲
に
遭
い
、

天
正
十
年
に

三
好
康
長
が

入
り
盗
人
の

大
将
の
日
下
又
之
進
が
成
敗
さ
れ
る
ま
で
盗
人
の
横
行

が
勝
瑞
の
市
で
は
続
き
、
夜
も
寝
ら
れ
な
か
っ
た
町
人

た
ち
の
様
子
が
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
軍
記
物
語
の
記
述
で
す
の
で
、
内
容
に
つ

い
て
は
物
語
で
あ
り
史
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

勝
瑞
は
中
世
阿
波
最
大
の
町
と
し
て
栄
え
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
、
町
屋
や
市
の
存
在
も
想
定
さ
れ
ま
す
。

　『
藍
住
町
史
』
に
は
、
西
町
と
呼
ば
れ
る
勝
瑞
館
跡

の
南
側
の
地
域
は
地
下
に
石
が
多
く
、
勝
瑞
の
全
盛
時

代
に
は
人
馬
が
多
く
往
来
し
た
と
こ
ろ
と
さ
れ
る
伝
承

が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
西
町
の
地
割
り
を
見

る
と
短
冊
形
の
地
割
り
が
見
ら
れ
、
勝
瑞
城
館
跡
付
近

で
は
唯
一
町
屋
の
存
在
や
市
が
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
と

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
西
町
の
面
積
は
狭
く
、
城

館
や
寺
院
が
分
布
す
る
と
想
定
さ
れ
る
面
積
と
対
照
的

で
す
。
旧
吉
野
川
を
挟
ん
だ
対
岸
の
鳴
門
市
大
麻
町
市

場
に
町
場
が
存
在
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
検
討
は
今
後
の
課
題
で
す
。

お
わ
り
に

　
勝
瑞
に
お
け
る
発
掘
調
査
が
始
ま
っ
て
以
来
二
十
五

年
が
経
過
し
ま
す
。
発
掘
調
査
が
進
む
に
つ
れ
、
当
時

の
様
子
が
徐
々
に
明
ら
か
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
最
近

で
は
、
考
古
学
だ
け
で
は
な
く
、
文
献
史
学
や
歴
史
地

理
学
の
分
野
等
か
ら
の
研
究
も
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
そ
れ
ら
の
成
果
も
踏
ま
え
て
、
主
に
勝
瑞
に
お

け
る
細
川
氏
や
三
好
氏
の
足
跡
や
、
勝
瑞
城
館
跡
の
姿
、

ま
た
勝
瑞
城
館
周
辺
に
広
が
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
守
護

町
勝
瑞
の
様
子
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
　

　
細
川
氏
や

三
好
氏
が
活

躍
し
て
い
た

時
代
は
、
阿

波
が
最
も
輝

い
て
い
た
時

代
と
い
っ
て

も
過
言
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
も
様
々

な
分
野
か
ら

の
調
査
を
進

め
る
こ
と
に

よ
り
、
さ
ら
に
勝
瑞
の
真
髄
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

　
同
時
に
、
そ
う
し
た
成
果
を
大
い
に
活
用
し
た
整
備

を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徳
島
県
を
代
表
す
る
歴
史

文
化
遺
産
と
し
て
、
住
民
の
皆
さ
ん
が
誇
る
こ
と
の
で

き
る
史
跡
へ
と
、
さ
ら
な
る
前
進
を
続
け
て
い
く
こ
と

が
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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地
方
自
治
雑
感

半
世
紀
続
く
ケ
ア
ン
ズ
市
と
の
姉
妹
都
市
交
流
と
今
後
に
つ
い
て

　
　
〜
美
波
町
・
ケ
ア
ン
ズ
市
姉
妹
都
市
締
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
十
周
年
記
念
海
外
派
遣
事
業
〜

　

美
波
町
政
策
推
進
課
事
務
主
任
　

川
　
西
　
永
　
悦

サ
ン
ゴ
礁
地
帯
「
グ
レ
ー
ト
・
バ
リ
ア
・
リ
ー
フ
」
が
あ
り
、

ま
た
世
界
最
古
の
熱
帯
雨
林
が
郊
外
に
形
成
し
て
い
る
な

ど
、
海
山
両
方
の
世
界
遺
産
を
保
有
す
る
フ
ァ
ー
・
ノ
ー

ス
・
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
の
観
光
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

姉
妹
都
市
の
経
緯

　
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
、

お
互
い
に
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
地

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
在
日
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館
の
協
力
を

得
て
、
ケ
ア
ン
ズ
市
と
日
和
佐

町
（
現
美
波
町
）
が
姉
妹
都
市

と
し
て
盟
約
書
を
交
わ
し
、
半

世
紀
に
渡
り
様
々
な
交
流
事
業

を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今

ま
で
の
主
な
交
流
事
業
と
し
ま

し
て
は
、
昭
和
五
十
五
年
一
月

に
喜
田
町
長
を
団
長
に
十
五
名

の
使
節
団
を
結
成
し
、
十
周
年

を
祝
う
た
め
の
使
節
団

派
遣
事
業
を
行
っ
た
ほ

か
、
昭
和
六
十
三
年
八

月
に
は
ケ
ア
ン
ズ
市
で

国
際
姉
妹
都
市
会
議
が

開
催
さ
れ
る
の
に
合
わ

せ
、
喜
田
町
長
を
団
長

に
十
九
名
の
第
二
回
使

節
団
が
ケ
ア
ン
ズ
市
を

訪
問
し
ま
し
た
。
平
成

三
年
七
月
に
は
、
旧
日

和
佐
町
一
行
二
十
名
が

ケ
ア
ン
ズ
市
で
開
催
さ
れ
たJA

P
A
N
 W

EEK

に
参
加
し
、

日
和
佐
太
鼓
の
演
奏
や
茶
道
の
実
演
を
行
い
、
ケ
ア
ン
ズ

市
の
方
々
に
喜
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
行
政
間
交
流
だ
け
で
は
な
く
、
平
成
四
年
十
二

月
に
は
ト
リ
ニ
テ
ィ
ベ
イ
・
ス
テ
イ
ト
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
と

当
時
の
県
立
日
和
佐
高
等
学
校
が
姉
妹
校
の
締
結
、
そ
し

て
平
成
十
年
一
月
に
は
ケ
ア
ン
ズ
・
ス
テ
イ
ト
ハ
イ
ス

ク
ー
ル
と
日
和
佐
中
学
校
が
姉
妹
校
締
結
す
る
な
ど
、
学

校
間
交
流
事
業
も
活
発
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
平
成
十
八
年
の
旧
町
合
併
、
県
立
高
等
学
校

の
統
廃
合
や
日
和
佐
町
国
際
交
流
協
会
の
自
然
消
滅
、
ま

た
当
時
ケ
ア
ン
ズ
市
で
は
一
国
一
姉
妹
都
市
と
定
め
ら
れ

て
い
た
た
め
、
ケ
ア
ン
ズ
市
が
栃
木
県
小
山
市
と
姉
妹
都

市
締
結
す
る
こ
と
か
ら
、
本
町
と
の
姉
妹
都
市
関
係
の
解

消
問
題
も
発
生
し
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
頃
よ
り
姉
妹
都

市
交
流
事
業
も
以
前
に
比
べ
減
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

は
じ
め
に

　
美
波
町
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
旧
由
岐
町

と
旧
日
和
佐
町
が
合
併
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
徳
島
県
南

東
部
に
位
置
す
る
町
で
、
室
戸
阿
南
海
岸
国
定
公
園
で
も

あ
る
大
浜
海
岸
で
は
、
産
卵
時
期
で
あ
る
五
月
か
ら
八
月

に
か
け
て
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
が
産
卵
に
訪
れ
、「
ウ
ミ
ガ
メ

の
町
」
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
内
に
は

四
国
八
十
八
カ
所
霊
場
の
二
十
三
番
札
所
薬
王
寺
が
あ
り
、

年
間
約
百
万
人
の
観
光
客
が
訪
れ
、
近
年
外
国
人
観
光
客

も
増
加
し
て
い
ま
す
。
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
進
出
数

も
十
九
社
と
多
く
、
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
の
進
む
小

さ
な
田
舎
町
で
あ
り
な
が
ら
、「
に
ぎ
や
か
な
過
疎
の
町
」

で
あ
り
ま
す
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ケ
ア
ン
ズ
市
の
紹
介

　
ケ
ア
ン
ズ
市
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
の
北
東
部
に

位
置
す
る
珊
瑚
海
に
面
す
る
港
湾
都
市
で
す
。
様
々
な
マ

リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
も
盛
ん
で
、
市
内
沖
合
に
は
世
界
最
大
の

2019.12 AWA no JICHI No.95　16



17　2019.12 AWA no JICHI No.95

現
　
状

　
事
業
の
減
少
と
と
も

に
低
調
に
な
っ
て
い
た

姉
妹
都
市
交
流
事
業
で

す
が
、
そ
の
よ
う
な
中

で
、
平
成
十
八
年
度
か

ら
は
、
ケ
ア
ン
ズ
市
よ

り
毎
年
十
二
月
か
ら
一

か
月
間
、
一
名
の
学
生

を
受
け
入
れ
、
町
内
一

般
家
庭
に
ホ
ー
ム
ス
テ

イ
を
し
な
が
ら
町
内
の

学
校
へ
通
学
す
る
豪
日

協
会
奨
学
生
事
業
を
行
う
ほ
か
、
平
成
二
十
七
年
度
よ
り

町
内
の
由
岐
中
学
校
、
日
和
佐
中
学
校
の
中
学
生
を
ケ
ア

ン
ズ
に
派
遣
す
る
短
期
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
事
業
「
グ
ロ
ー
バ

ル
人
材
育
成
事
業
」
を
開
始
し
、
以
後
、
毎
年
派
遣
を
行

い
、
今
年
八
月
に
は
第
五
回
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
の
事
業
は
、
以
前
旧
日
和
佐
高
等
学
校
と
姉
妹

校
を
締
結
し
て
い
た
ト
リ
ニ
テ
ィ
ベ
イ
・
ス
テ
イ
ト
ハ
イ

ス
ク
ー
ル
に
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
以

前
の
よ
う
に
大
人
数
の
使
節
団
に
よ
る
交
流
事
業
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
年
度
は
、
姉
妹
都
市
締
結
五

十
周
年
記
念
海
外
派
遣
事
業
と
し
て
八
月
に
過
去
最
大
規

模
と
な
る
、
二
十
九
名
の
使
節
団
を
結
成
し
、
ケ
ア
ン
ズ

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
参
加
し
ま
し
た
。

五
十
周
年
記
念
海
外
派
遣
事
業

　
ケ
ア
ン
ズ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
、
一
九
六
一
年
に
執
り

行
わ
れ
た
グ
リ
ー
ン
島
桟
橋
の
完
成
式
典
が
始
ま
り
で
あ

り
、
一
年
で
一
番
ケ
ア
ン
ズ
が
沸
く
地
域
密
着
型
の
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
で
す
。
十
日
間
の
開
催
に
な
っ
て
お
り
、
初

日
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
は
二
万
人
以
上
の
観
客
が
訪
れ
る

「
グ
ラ
ン
ド
パ
レ
ー
ド
」
を
皮
切
り
に
朝
か
ら
晩
ま
で
イ

ベ
ン
ト
が
続
き
ま
す
。

　
美
波
町
長
及
び
平
成
二
十
九
年
に
百
年
ぶ
り
に
復
活
し

た
地
元
浄
瑠
璃
団
体
「
赤
松
座
」
を
は
じ
め
と
し
た
美
波

町
使
節
団
は
、
八
月
二
十
四
日
（
土
）
に
約
八
十
組
の
団

体
が
参
加
し
た
「
グ
ラ
ン
ド
パ
レ
ー
ド
」
に
先
頭
で
参
加

し
、
赤
松
座
や
徳
島
文
理
大
学
人
形
浄
瑠
璃
部
に
よ
る
人

形
浄
瑠
璃
や
徳
島
の

夏
の
風
物
詩
で
あ
る

「
阿
波
踊
り
」
を
披

露
す
る
な
ど
し
、
ま

た
違
っ
た
交
流
事
業

と
し
て
、
成
功
を
お

さ
め
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
翌
二
十
五

日
（
日
）
に
は
、
エ

ス
プ
ラ
ネ
ー
ド
と
い

う
海
岸
沿
い
に
あ
る

メ
イ
ン
広
場
の
特
設

ス
テ
ー
ジ
に
て
人
形

浄
瑠
璃
の
公
演
を
三
回
行
い
、
多
く
の
地
元
住
民
や
観
光

客
に
観
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら

　
入
庁
か
ら
八
年
間
、
海
外
留
学
の
経
験
が
あ
る
こ
と
か

ら
担
当
し
て
ま
い
り
ま
し
た
国
際
交
流
及
び
姉
妹
都
市
交

流
事
業
で
す
が
、
人
口
約
六
、七
〇
〇
人
の
小
さ
な
町
が
、

半
世
紀
に
渡
り
姉
妹
都
市
と
し
て
海
外
の
都
市
と
交
流
を

継
続
し
て
き
た
歴
史

を
つ
な
ぐ
こ
と
は
大

変
困
難
で
し
た
。
し

か
し
、
大
き
な
節
目

で
あ
る
五
十
周
年
記

念
海
外
派
遣
事
業
を

成
功
に
収
め
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
で
、

今
後
の
私
の
仕
事
へ

の
自
信
に
も
つ
な
が

り
ま
し
た
。

美
波
町
は
、「
ワ
ー

ル
ド
マ
ス
タ
ー
ズ

ゲ
ー
ム
ズ
２
０
２
１

関
西
」
の
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
、
ア
ク
ア
ス
ロ
ン
の
競
技
開

催
地
に
な
っ
て
お
り
、
競
技
開
催
日
で
あ
る
二
〇
二
一

年
五
月
二
十
二
日
（
土
）、
二
十
三
日
（
日
）
を
中
心
に
、

日
本
人
だ
け
で
な
く
外
国
人
参
加
者
及
び
観
光
客
が
増
加

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
町
財
政
が
厳
し

く
な
る
中
、
こ
れ
ま

で
の
自
治
体
主
導
の

交
流
事
業
だ
け
で
な

く
、
お
接
待
文
化
が

残
る
美
波
町
と
し
て
、

住
民
参
加
型
の
外
国

人
に
や
さ
し
い
ま
ち

づ
く
り
を
、
姉
妹
都

市
ケ
ア
ン
ズ
市
の
ア

イ
デ
ア
や
ノ
ウ
ハ
ウ

も
参
考
に
し
な
が
ら

考
え
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
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神野地区全景

　
海
陽
町
で
は
平
成
二
十
九
年
五
月
に
徳
島
版

「
地
方
創
生
特
区
」
の
認
定
を
受
け
、
海
陽
町
が

進
め
る
「
海
陽
町
型
生
涯
活
躍
の
ま
ち
づ
く
り
」

推
進
特
区
事
業
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。
人
口
減

少
と
高
齢
化
が
進
む
中
、
地
域
の
誰
も
が
健
康
で

安
心
し
て
暮
ら
し
、
地
域
住
民
が
主
体
と
な
っ
て

生
涯
現
役
で
活
躍
で
き
る
「
生
涯
活
躍
の
ま
ち
づ

く
り
」
を
進
め
る
た
め
に
、
海
陽
町
神こ
う

野の

地
区
を

モ
デ
ル
地
区
と
し
て
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
海
陽
町
神
野
地
区
は
、
町
内
を
流
れ
る
海
部
川

の
中
流
域
に
位
置
す
る
中
山
間
地
域
で
、
人
口
は

約
一
二
〇
人
、
高
齢
化
率
四
三
・
八
％
の
小
集
落

で
す
。
人
口
は
少
な
い
も
の
の
地
域
の
行
事
や
活

動
・
会
合
は
盛
ん
で
、
各
種
行
事
へ
の
住
民
の
参

加
率
も
高
く「
地
域
の
こ
と
は
自
分
た
ち
の
手
で
」

と
い
う
意
識
が
高
い
地
域
で
す
。

　
そ
の
神
野
地
区
に
お
い
て
更
な
る
発
展
の
方
向

性
を
推
し
進
め
る
た
め
に
、
徳
島
大
学
に
ご
指
導

い
た
だ
き
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
の
検
討
会

議
や
若
者
会
議
、
ま
た
、「
持
続
可
能
な
地
域
社

会
総
合
研
究
所
」
に
よ
る
講
演
会
の
開
催
な
ど
か

ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
、
現
状
と
将
来
に
つ

い
て
地
域
で
考
え
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
向

性
を
検
討
す
る
取
組
み
を
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。

　
具
体
的
に
は
ま
ず
、
地
域
住
民
に
よ
る
こ
れ
ま

で
の
様
々
な
地
域
活
動
の
中
で
、
興
味
や
関
心
を

持
っ
た
も
の
を
基
本
と
し
て
部
会
を
作
り
、
部
会

ご
と
に
活
動
の
イ
メ
ー
ジ
の
具
体
化
を
検
討
す
る

た
め
「
海
陽
町
地
域
づ
く
り
活
動
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
検
討
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
徳
島
大
学
指
導
の

も
と
進
め
て
参
り
ま
し
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は

数
回
に
分
け
て
実
施
し
、
各
部
会
で
は
そ
れ
ぞ
れ

の
部
会
の
リ
ー
ダ
ー
が
課
題
を
見
い
出
し
、
取
り

組
む
活
動
の
確
認
を
行
い
「
地
域
住
民
が
や
れ
る

こ
と
」
ま
た
「
行
政
に
求
め
る
支
援
の
整
理
」
な

ど
を
集
約
致
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
地
道
な
状
況

把
握
の
た
め
の
掘
り
起
こ
し
を
進
め
る
こ
と
で
、

こ
れ
か
ら
の
取
組
み
が
明
確
な
も
の
と
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
の
方
向
性
を
よ

り
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
高
知
県
四
万

十
市
の
民
間
企
業
と
の
意
見
交
換
も
実
施
し
ま
し

た
。

　
こ
れ
ら
に
よ
り
、
空
き
家
の
活
用
（
カ
フ
ェ
や

憩
い
の
場
、
居
酒
屋
等
と
し
て
の
再
利
用
）、
移

動
手
段
（
地
域
の
内
外
に
買
い
物
に
行
く
た
め
の

交
通
手
段
の
確
保
）、
見
守
り
（
日
常
的
に
地
域

の
み
ん
な
で
交
流
で
き
る
場
の
創
設
）、
地
域
行

事
存
続･

若
者
移
住
（
住
宅
提
供
に
よ
る
担
い
手

の
増
）
な
ど
部
会
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
か
検
討
を

重
ね
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
平
成
二
十
九
年
度
に
旧
小
学
校
跡

地
の
旧
校
舎
を
「
地
域
活
性
化
交
流
施
設
」
と
し

て
改
修
を
行
い
、
事
業
発
信
の
ベ
ー
ス
を
整
備
致

し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
常
的
に
地
域
住
民

で
交
流
で
き
る
場
が
で
き
、
地
域
内
で
の
買
い
物

支
援
や
高
齢
者
の
見
守
り
も
含
め
た
生
活
支
援
と

し
て
の
「
配
食
サ
ー
ビ
ス
」
や
「
男
の
料
理
教
室
」

　
　
地
域
住
民
自
ら
が
主
役
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
環
境
づ
く
り

「
海
陽
町
型
生
涯
活
躍
の
ま
ち
づ
く
り
」
推
進
特
区
事
業

海
陽
町
ま
ち
・
み
ら
い
課
長

森
　
﨑
　
忠
　
憲

地域づくり活動スタートアップ検討ワークショップの様子
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が
実
施
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
配
食

サ
ー
ビ
ス
は
好
評
で
あ
り
、
地
域
住
民
か
ら
サ
ー

ビ
ス
を
継
続
的
に
進
め
て
欲
し
い
と
の
声
も
上

が
っ
て
お
り
、
独
居
老
人
の
安
否
確
認
は
も
と
よ

り
日
頃
か
ら
の
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
か
ら
好
循

環
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
心
の
健
康
だ

け
で
な
く
、
海
陽
町
立
海
南
病
院
の
薬
剤
師
と
管

理
栄
養
士
に
よ
る
「
健
康
教
室
」
を
「
地
域
活
性

化
交
流
施
設
」
に
て
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
参
加
者

の
関
心
が
高
く
他
の
地
区
の
住
民
か
ら
も
「
定
期

的
に
行
っ
て
い
る
集
会
の
メ
ニ
ュ
ー
の
中
に
組
み

込
ん
で
欲
し
い
」
と
の
要
望
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
移
住
者
の
受
入
促
進
を
図
る
た
め
、
神

野
地
区
の
老
朽
化
し
た
旧
教
員
住
宅
を
、
地
方
創

生
拠
点
整
備
交
付
金
事
業
で
「
神
野
移
住
体
験
施

設
」
と
し
て
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
、
平
成
三
十
年

四
月
よ
り
移
住
者
の
受
け
入
れ
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
一
年

間
で
五
組
の
ご
家
族
が
入
居
し
て

お
り
、
当
施
設
の
入
居
に
関
し
て
は

地
域
住
民
の
面
接
も
実
施
し
て
お

り
移
住
者
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

へ
の
関
わ
り
を
促
し
地
域
貢
献
に

も
繋
が
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
推
進

特
区
事
業
の
実
現
に
向
け
て
民
間

企
業
を
中
心
に
発
足
し
た
「
海
陽
移

住
促
進
会
議
」
に
お
け
る
移
住
者
の

雇
用
を
確
保
し
た
受
入
活
動
と
連

携
し
、
更
な
る
移
住
者
の
流
れ
を
推

進
し
て
参
り
ま
す
。

　
移
動
手
段
の
確
保
に
は
、
海
陽

町
全
域
で
七
十
五
歳
以
上
の
運
転

免
許
返
納
者
に
対
す
る
公
共
交
通

機
関
の
割
引
制
度
「
海
陽
町
行
き
！

活
き
！
高
齢
者
外
出
応
援
事
業
」
も
本
年
十
月
一

日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地

域
で
い
き
い
き
と
活
躍
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
実

現
す
る
た
め
に
、
タ
ク
シ
ー･

バ
ス･

鉄
道
の
利

用
料
金
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
で
、
交
通
手
段

の
確
保
に
向
け
取
組
ん
で
参
り
ま
す
。

　
今
後
の
事
業
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
進
め
て
き
た
配
食
サ
ー
ビ
ス
や
移
住
体
験
施
設

へ
の
移
住
者
の
受
け
入
れ
、
健
康
教
室
等
を
継
続

し
本
年
度
は
町
立
海
南
病
院
と
連
携
を
し
て
「
地

元
の
町
立
病
院
が
あ
る
こ
と
で
神
野
地
区
で
も
安

心
し
て
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う

医
師
と
の
環
境
づ
く
り
を
進
め
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
活
動
に
よ
り
神
野
地
区
で

は
行
政
の
手
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
住
民
が
一
品

ず
つ
持
ち
寄
る
地
域
居
酒
屋
を
定
期
的
に
開
設
す

る
な
ど
、
住
民
自
ら
が
独
自
で
楽
し
み
な
が
ら
寄

り
合
え
る
居
場
所
を
つ
く
り
、
現
代
社
会
に
お
い

て
希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
中
に
あ
っ
て
更
な
る
活
性
化
を
生
み
出

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
平
成
二
十
九
・
三
十
年
度
に
よ
っ
て
主
な
拠
点

整
備
な
ど
に
予
算
を
執
行
し
て
参
り
ま
し
た
が
、

令
和
元
年
度
に
つ
い
て
は
来
年
度
以
降
、
特
区
事

業
終
了
後
も
、
こ
れ
ま
で
の
地
域
住
民
に
よ
る
自

発
的
、
か
つ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
活
動
が
持
続
可
能

な
形
で
継
続
さ
れ
る
こ
と
で
地
域
を
担
い
、「
生

涯
活
躍
の
ま
ち
づ
く
り
」
の
実
現
に
向
け
「
住
民

主
体
で
自
立
で
き
る
体
制
づ
く
り
」
の
整
備
を
進

め
て
参
り
ま
す
。
ま
た
、
三
年
間
の
特
区
事
業
で

の
経
験
を
活
か
し
な
が
ら
、
こ
の
モ
デ
ル
で
学
ん

だ
こ
と
を
無
理
な
く
、
他
の
集
落
に
も
横
展
開
で

き
る
よ
う
に
、
今
後
と
も
住
民
の
意
見
を
聞
き
な

が
ら
内
容
改
善
に
取
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
徳
島
版
「
海
陽
町
型
生
涯
活
躍

の
ま
ち
づ
く
り
」
推
進
特
区
事
業
に
よ
っ
て
培
わ

れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
使
っ
て
、
地
域
の
誰
も
が
健
康

で
安
心
し
て
暮
ら
し
、
地
域
住
民
が
主
体
と
な
っ

て
生
涯
現
役
で
活
躍
で
き
る
「
生
涯
活
躍
の
ま
ち

づ
く
り
」
に
、
町
全
体
が
一
丸
と
な
っ
て
力
強
く

進
め
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

神野移住体験施設

健　康　教　室
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平
成
二
十
年
一
月
頃
だ
っ
た
と
記
憶
し
て

い
ま
す
。
現
在
は
石
井
町
を
退
職
さ
れ
て
い

る
県
市
町
村
課
研
修
生
と
し
て
も
大
先
輩
で

あ
る
課
長
補
佐
か
ら
呼
び
出
さ
れ
、
ど
ん
な

お
叱
り
を
受
け
る
の
か
と
緊
張
し
た
こ
と
を
。

そ
こ
で
平
成
二
十
年
度
で
の
県
市
町
村
課
出

向
を
打
診
さ
れ
、
当
時
僭
越
な
が
ら
、
自
ら

の
能
力
の
向
上
が
石
井
町
の
た
め
に
な
る
と

考
え
て
い
た
私
は
、
一
年
間
研
修
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
は

司
馬
遼
太
郎
の
代
表
作
、「
坂
の
上
の
雲
」

の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
な
と
当
時
を

振
り
返
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
坂
の
上
の
雲
」

と
い
う
表
題
は
、
封
建
の
世
か
ら
目
覚
め
た

ば
か
り
の
日
本
が
、
そ
こ
を
登
り
詰
め
て
さ

え
行
け
ば
、
や
が
て
は
手
が
届
く
と
思
い
焦

が
れ
た
欧
米
的
近
代
国
家
と
い
う
も
の
を
坂

の
上
に
た
な
び
く
一
筋
の
雲
に
例
え
た
明
治

日
本
の
切
な
さ
と
憧
憬
を
表
し
た
も
の
だ
そ

う
で
す
。

　
私
は
前
期
行
政
係
、
後
期
財
政
係
で
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
色
々
と
お
教
え
い

た
だ
い
た
県
職
員
の
皆
様
、
繁
忙
期
は
一
緒

に
苦
し
ん
だ
市
町
村
研
修
生
の
皆
様
、
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
研
修
か
ら

十
年
以
上
が
経
過
し
て
も
何
か
と
集
ま
る
こ

と
の
で
き
る
元
研
修
生
が
い
る
こ
と
は
、
う

れ
し
い
限
り
で
す
。

　
行
政
係
で
は
、
様
々
な
調
査
が
あ
り
ま
し

た
が
、
定
員
管
理
に
関
す
る
調
査
に
全
力
を

注
げ
ば
、
ど
う
に
か
前
期
を
こ
な
せ
る
と
考

え
て
い
た
と
こ
ろ
、
隔
年
で
実
施
さ
れ
る
た

め
ノ
ー
マ
ー
ク
だ
っ
た
共
同
処
理
実
施
状
況

調
査
と
同
時
進
行
に
な
っ
た
時
期
は
、
締
め

切
り
ま
で
に
ク
リ
ア
で
き
な
い
か
も
と
い
う

不
安
が
結
構
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
な
っ
た
こ

と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
行
政
係
で

の
脅
威
は
何
と
言
っ
て
も
市
町
村
か
ら
あ

が
っ
て
く
る
「
質
疑
」
で
し
た
が
・
・
・
。

　
財
政
係
で
は
、
主
に
地
方
債
や
公
営
企
業

に
関
す
る
事
務
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
れ
ら
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、

実
務
に
習
熟
し
て
い
る
市
町
村
の
担
当
者
の

方
に
ど
の
よ
う
な
切
り
口
で
聴
き
取
っ
て
い

け
ば
良
い
の
か
苦
慮
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
事
業
の
ポ
イ
ン
ト
を
分
か

り
や
す
く
教
え
て
い
た
だ
け
る
こ
と
も
あ
り
、

な
か
な
か
で
き
な
い
貴
重
な
経
験
で
し
た
。

　
研
修
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
は
、
県
職
員

の
方
々
が
市
町
村
の
立
場
を
考
え
な
が
ら
、

市
町
村
が
不
利
な
状
況
と
な
ら
な
い
よ
う
、

ま
た
、
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
な

る
べ
く
可
能
と
な
る
よ
う
に
と
の
配
慮
を
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
間
近
で
感
じ
る

こ
と
が
で
き
、
石
井
町
へ
帰
っ
て
か
ら
も
何

か
あ
れ
ば
安
心
し
て
相
談
し
よ
う
と
勝
手
な

が
ら
考
え
て
い
ま
し
た
。

　
研
修
を
終
え
、
石
井
町
に
戻
っ
て
か
ら
は

水
道
課
、
そ
し
て
二
度
目
の
総
務
課
に
在
席

し
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
総
務
課
で
は

情
報
政
策
を
担
当
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
の
導
入
や
自
治
体
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

の
強
靱
化
等
に
携
わ
り
ま
し
た
。
現
在
は
、

二
〇
四
〇
年
問
題
で
言
わ
れ
る
人
口
減
と
職

員
減
、
ま
た
、
多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
に

対
応
す
る
た
め
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二

日
に
徳
島
県
七
市
町
情
報
シ
ス
テ
ム
共
同
利

用
推
進
協
議
会
（
以
下
、協
議
会
）
を
設
立
し
、

シ
ス
テ
ム
に
係
る
経
費
の
削
減
や
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
維
持
、
業
務
標
準
化
の
推
進
、
災
害

発
生
時
等
に
お
け
る
業
務
継
続
性
の
向
上
を

検
討
し
て
い
ま
す
。

　
な
か
で
も
協
議
会
の
構
成
団
体
中
、
市
町

村
課
研
修
生
で
あ
っ
た
神
山
町
担
当
者
の
方
、

公
益
財
団
法
人
ｅ

−

と
く
し
ま
推
進
財
団
へ

出
向
さ
れ
て
い
た
那
賀
町
、
東
み
よ
し
町
担

当
者
の
方
（
研
修
時
期
は
多
少
違
い
ま
す
が
、

研
修
生
名
簿
で
は
見
た
こ
と
が
あ
る
方
達
）

と
一
緒
に
今
回
の
共
同
化
に
向
け
て
の
協
議

を
で
き
る
こ
と
は
、
な
ん
と
も
感
慨
深
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　
情
報
シ
ス
テ
ム
の
共
同
利
用
に
つ
い
て
は
、

平
成
三
十
年
五
月
か
ら
県
内
十
一
市
町
で
検

討
を
開
始
し
ま
し
た
。
地
方
公
共
団
体
情
報

　
　
石
井
町
総
務
課
課
長
補
佐

藤
　
本
　
洋
一
郎

坂
の
上
の
雲
の
よ
う
に
？
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シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
自
治
体
ク
ラ
ウ
ド
支
援

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
来
県
い
た
だ
き
、
協

議
会
設
立
ま
で
ご
支
援
い
た
だ
い
た
高
知
県

南
国
市
職
員
の
方
の
お
か
げ
で
、
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
事
業
者
に
頼
ら
ず
、
自
治
体
職
員
の

み
で
現
行
自
庁
設
置
型
シ
ス
テ
ム
に
係
る
費

用
調
査
や
業
務
シ
ス
テ
ム
の
共
同
利
用
に
向

け
た
ク
ラ
ウ
ド
化
に
関
す
る
情
報
提
供
依
頼

書（
Ｒ
Ｆ
Ｉ
）発
行
な
ど
が
実
施
で
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
収
集
し
た
情
報
を
も
と
に
、
シ
ス

テ
ム
更
新
後
十
年
間
の
自
庁
設
置
型
で
の
費

用
と
共
同
利
用
し
た
場
合
の
費
用
や
業
務
継

続
性
等
を
比
較
検
討
し
、
七
市
町
を
構
成
団

体
と
し
、
協
議
会
設
立
と
な
り
ま
し
た
。
設

立
ま
で
の
準
備
期
間
で
は
、
平
成
三
十
一
年

一
月
に
徳
島
県
職
員
会
館
に
お
い
て
、
七
市

町
シ
ス
テ
ム
共
同
化
フ
ェ
ア
（
講
演
会
・
シ

ス
テ
ム
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
）
を
開
催

す
る
な
ど
、
七
市
町
職
員
の
協
力
の
う
え
で

実
施
で
き
た
こ
と
が
色
々
と
あ
り
ま
し
た
。

共
同
化
フ
ェ
ア
の
際
に
は
、
県
地
域
振
興
課

の
方
に
も
講
演
等
ご
協
力
い
た
だ
き
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
こ
の
研
修
生
だ
よ
り
の
内
容
を
考
え
て
い

る
令
和
元
年
九
月
末
時
点
で
は
、
基
幹
系
業

務
シ
ス
テ
ム
の
共
同
利
用
に
向
け
た
ク
ラ
ウ

ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
に
係
る
プ
ロ
ポ
ー
ザ

ル
（
Ｒ
Ｆ
Ｐ
）
を
実
施
し
て
い
る
最
中
で
、

ベ
ン
ダ
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
、
そ

の
後
最
終
審
査
を
行
い
、
阿
波
の
自
治
に
掲

載
さ
れ
る
十
二
月
頃
に
は
引
受
先
ベ
ン
ダ
も

決
定
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

　
ベ
ン
ダ
決
定
後
は
、
業
務
標
準
化
の
た
め

の
運
用
方
針
及
び
業
務
継
続
性
向
上
に
向
け

た
災
害
時
応
援
協
定
締
結
の
た
め
の
協
議
等

す
べ
き
こ
と
は
山
積
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ま
で
力
を
合
わ
せ
て
問
題
に
対
処
し
て
き
た

他
団
体
の
情
報
政
策
担
当
職
員
を
信
頼
し
、

楽
し
み
な
が
ら
（
不
謹
慎
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
こ
の
一
年
超
の
間
、
他
団
体
の
み
な
さ

ん
と
様
々
な
局
面
を
切
り
抜
け
て
き
た
達
成

感
が
こ
の
表
現
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。）

粛
々
と
共
同
化
に
向
け
て
協
議
を
重
ね
て
い

き
ま
す
。

　
少
子
高
齢
化
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る

二
〇
四
〇
年
頃
に
は
、
若
者
を
吸
収
し
な
が

ら
老
い
て
い
く
東
京
圏
と
支
え
手
を
失
う
地

方
圏
、
標
準
的
な
人
生
設
計
の
消
滅
に
よ
る

雇
用
・
教
育
の
機
能
不
全
が
内
政
上
の
危
機

と
し
て
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
情
報

シ
ス
テ
ム
共
同
利
用
が
、
今
後
、
自
治
体
の

施
策
（
い
わ
ば
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
が
う

ま
く
機
能
す
る
よ
う
、
Ｏ
Ｓ
で
あ
る
自
治
体

行
政
の
書
き
換
え
を
行
う
き
っ
か
け
に
な
れ

ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
県
市
町
村
課
で
お

世
話
に
な
っ
た
一
年
間
の
お
か
げ
で
、
少
し

は
坂
の
上
に
近
づ
け
た
か
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
頂
上
に
は
遠
い
状

態
で
す
の
で
、
あ
き
ら
め
ず
自
己
研
鑽
に
努

め
、
地
域
の
た
め
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
。
私
に
研
修
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ

た
方
、
ご
指
導
・
ご
支
援
い
た
だ
い
た
全
て

の
方
に
感
謝
し
、
改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

神山町・那賀町・東みよし町・石井町の情報政策担当者

システムデモンストレーション
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合
併
直
後
の
派
遣

　
東
み
よ
し
町
は
、
平
成
十
八
年
三
月
一
日

に
三
好
町
と
三
加
茂
町
が
合
併
し
て
誕
生
し

ま
し
た
。
私
が
当
時
の
地
域
振
興
局
市
町
村

課
へ
研
修
生
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
こ

れ
か
ら
新
町
と
し
て
事
務
の
す
り
合
わ
せ
や

職
員
間
の
意
思
疎
通
を
図
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
そ
ん
な
合
併
直
後
で
慌
た
だ

し
い
平
成
十
八
年
四
月
の
こ
と
で
し
た
。

　
市
町
村
課
に
配
属
さ
れ
て
か
ら
も
、
後
任

の
方
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
度
々
あ
り
、「
古
巣

は
大
変
そ
う
だ
な
ぁ
。」
な
ん
て
思
っ
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
合
併
後
の
ゴ
タ
ゴ
タ
に
巻

き
込
ま
れ
な
か
っ
た
事
を
思
う
と
、
あ
る
意

味
ラ
ッ
キ
ー
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
ゴ
タ
ゴ
タ
し
て
い
た
の
は
合
併

市
町
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
、

徳
島
県
で
は
「
地
域
完
結
型
の
総
合
行
政
機

関
」
と
し
て
出
先
機
関
の
再
編
・
機
能
強
化

に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
総
合

県
民
局
に
市
町
村
支
援
担
当
が
設
置
さ
れ
、

市
町
村
課
が
所
管
す
る
業
務
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

等
も
各
圏
域
の
市
町
村
支
援
担
当
が
行
う
よ

う
に
変
わ
っ
た
た
め
、
平
成
十
八
年
度
は
そ

れ
ぞ
れ
の
市
町
村
支
援
担
当
と
合
同
で
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
実
施
す
る
な
ど
、
市
町
村
課
も
総

合
県
民
局
も
、
ど
の
様
に
業
務
を
連
携
し
て

い
く
の
か
模
索
し
て
い
た
時
期
だ
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。

研
修
の
成
果

　
今
で
も
市
町
村
課
の
研
修
生
は
前
期
と
後

期
で
配
属
が
変
わ
る
そ
う
で
す
が
、
私
は
前

期
に
財
政
担
当
へ
、
そ
し
て
後
期
に
分
権
推

進
室
企
画
振
興
担
当
へ
配
属
さ
れ
ま
し
た
。

　
前
期
に
配
属
さ
れ
た
財
政
担
当
は
、
そ
れ

ぞ
れ
が
受
け
持
つ
業
務
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
全

員
で
こ
な
し
て
い
く
体
制
で
し
た
。
自
分
の

受
け
持
っ
た
業
務
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
確

認
し
て
も
ら
い
た
い
と
こ
ろ
を
他
の
方
に
整

理
し
て
伝
え
、
他
の
方
の
業
務
の
ヒ
ア
リ
ン

グ
で
は
、
確
認
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ

ろ
を
勉
強
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
臨
む
。
普
通

交
付
税
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
か
ら
始
ま
り
、
公
営

企
業
決
算
統
計
、
決
算
統
計
・
公
共
施
設
状

況
調
査
、
特
別
交
付
税
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
時
期

が
終
わ
る
ま
で
、
ひ
た
す
ら
こ
れ
の
繰
り
返

し
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
用
語
す
ら
分

か
ら
な
い
、
何
の
知
識
も
な
い
状
況
で
配
属

さ
れ
た
私
に
、
懇
切
丁
寧
な
ご
指
導
を
く
だ

さ
っ
た
当
時
の
財
政
担
当
の
皆
さ
ん
に
は
、

今
で
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　
後
期
に
配
属
さ
れ
た
分
権
推
進
室
企
画
振

興
担
当
で
は
、
主
に
公
益
法
人
等
が
実
施
す

る
助
成
事
業
を
担
当
し
ま
し
た
。
私
は
こ
の

業
務
を
通
じ
て
、
市
町
村
や
地
域
づ
く
り
団

体
な
ど
が
行
う
、
身
近
な
地
域
資
源
や
地
域

特
性
を
活
か
し
た
取
り
組
み
を
知
り
、
東
み

よ
し
町
を
外
か
ら
見
る
き
っ
か
け
に
も
な
り

　
　
東
み
よ
し
町
税
務
課
主
査

川
　
原
　
哲
　
平

研
修
で
学
ん
だ

　
こ
と
を
活
か
す
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ま
し
た
。
そ
し
て
、
助
成
元
に
そ
れ
ぞ
れ
の

取
り
組
み
が
各
助
成
事
業
の
趣
旨
や
要
綱
に

沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
採
択
し

て
も
ら
う
た
め
に
は
ど
う
説
明
す
れ
ば
い
い

の
か
を
、
当
時
の
分
権
推
進
室
長
を
は
じ
め
、

企
画
振
興
担
当
の
皆
さ
ん
に
ご
指
導
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
前
期
・
後
期
を
通
し
て
経
験
し
た
業
務
の

進
め
方
は
、
今
の
私
の
基
盤
と
な
っ
て
い
て
、

研
修
を
終
え
て
十
余
年
経
っ
た
今
で
も
活
か

さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
そ
れ
ま
で
町
の
業

務
で
は
経
験
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
、
課
長
、

室
長
、
課
長
補
佐
へ
の
レ
ク
と
よ
ば
れ
る
概

況
説
明
は
、
私
の
業
務
の
進
め
方
を
大
き
く

変
え
ま
し
た
。
自
分
で
ま
と
め
た
調
査
表
や

資
料
に
つ
い
て
分
析
し
、
結
果
と
し
て
ど
う

い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
の
か
、
何
が
根
拠
と

な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
ど
う
説

明
す
れ
ば
理
解
し
て
も
ら
え
る
の
か
。
そ
の

た
め
に
必
要
な
調
べ
る
・
考
え
る
と
い
う
習

慣
も
こ
こ
で
身
に
つ
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

温
か
い
同
期
に
恵
ま
れ
て

　
平
成
十
八
年
度
は
、
私
以
外
に
六
人
の

方
々
が
研
修
生
と
し
て
市
町
村
課
に
在
籍
し

て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
総
務
省
か
ら
の
出

向
で
市
町
村
課
に
在
籍
し
て
い
た
方
を
含
め

た
七
人
は
、
個
性
豊
か
で
と
て
も
温
か
い
方

ば
か
り
で
、
多
忙
な
研
修
期
間
中
の
私
の
心

の
支
え
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
私
は
、
研
修
期
間
中
の
十
月
に
結
婚
し
た

の
で
す
が
、
結
婚
式
を
控
え
た
あ
る
日
の
業

務
時
間
終
了
後
の
こ
と
で
す
。
七
人
の
方
た

ち
の
企
画
で
、
突
然
、
市
町
村
課
職
員
の
皆

さ
ん
が
仕
事
の
手
を
止
め
、
立
ち
上
が
っ
て

拍
手
を
く
だ
さ
り
、
そ
の
後
、
市
町
村
課
長

か
ら
お
祝
い
の
言
葉
を
い
た
だ
く
と
い
う
、

今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
出
来
事
が
あ
り
ま
し

た
。
当
時
の
市
町
村
課
長
か
ら
の
「
徳
島
は

ぐ
く
み
子
育
て
憲
章
」
を
引
用
し
た
お
祝
い

の
言
葉
は
、
今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

　
東
み
よ
し
町
に
戻
っ
て
か
ら
第
一
子
が
誕

生
し
た
時
も
、
数
人
の
研
修
生
の
方
が
わ
ざ

わ
ざ
東
み
よ
し
町
の
庁
舎
に
ま
で
お
祝
い
に

駆
け
つ
け
て
く
れ
た
り
と
、
温
か
い
同
期
に

恵
ま
れ
た
こ
と
に
、
平
成
十
八
年
度
に
研
修

生
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
本
当
に
良
か
っ
た
と

心
か
ら
思
っ
て
い
ま
す
。

研
修
を
終
え
た
そ
の
後

　
研
修
を
終
え
た
そ
の
後
、
私
は
、
出
納
担

当
を
一
年
、
財
政
担
当
を
九
年
、
行
政
・
防

災
担
当
の
一
年
を
経
て
、
現
在
の
税
務
課
徴

収
担
当
二
年
目
に
至
り
ま
す
。
研
修
で
携

わ
っ
た
財
政
担
当
に
限
ら
ず
、
担
当
し
た
業

務
に
つ
い
て
は
、
研
修
時
に
学
ん
だ
こ
と
を

活
か
す
べ
く
、
法
令
や
そ
の
逐
条
解
説
・
実

務
提
要
を
調
べ
、
根
拠
を
持
っ
て
業
務
を
進

め
て
い
く
こ
と
を
心
掛
け
て
き
ま
し
た
。

　
今
、
地
方
自
治
体
を
取
り
巻
く
環
境
は
目

ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
る
様
に
思
い
ま
す
。

前
例
踏
襲
が
通
用
し
な
く
な
っ
て
き
た
今
こ

そ
、
根
拠
あ
る
業
務
の
遂
行
か
ら
新
た
な
取

り
組
み
へ
の
挑
戦
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
市
町
村
課
や
総
合
県
民
局
な

ど
へ
派
遣
さ
れ
る
研
修
生
に
は
、
知
識
だ
け

で
な
く
、
適
切
に
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の

力
を
身
に
付
け
て
、
研
修
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の

市
町
村
で
研
修
時
に
学
ん
だ
こ
と
を
活
か
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
私
生
活
で
は
、
現

在
、
四
児
の
父
と
な
り
、
第
四
子
誕
生
の
際

に
は
、
出
産
後
と
保
育
所
入
所
前
の
二
度
に

分
け
た
育
児
休
業
、い
わ
ゆ
る
「
パ
パ
休
暇
」

を
取
得
し
、
家
事
・
育
児
に
専
念
し
ま
し
た
。

研
修
時
に
い
た
だ
い
た
市
町
村
課
長
か
ら
の

お
祝
い
の
言
葉
に
も
応
え
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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は
じ
め
に

　
平
成
三
十
一
（
二
〇
一
九
）
年
四
月
二
十

二
日
（
月
）
か
ら
四
月
二
十
五
日
（
木
）
に

か
け
て
滋
賀
県
の
「
全
国
市
町
村
国
際
文
化

研
修
所
」
に
て
「
自
治
体
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

た
め
の
地
方
公
会
計
実
務
」
を
受
講
し
た
。

地
方
公
会
計
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
よ
り
統

一
的
な
基
準
に
よ
る
地
方
公
会
計
の
整
備
促

進
に
つ
い
て
の
通
知
（
平
成
二
十
七
年
一
月

二
十
三
日
付
）
が
あ
り
、
全
て
の
団
体
に
お

い
て
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
二
十
九
年
度
ま

で
の
三
年
間
の
う
ち
に
統
一
的
な
基
準
に
よ

る
財
務
書
類
等
の
作
成
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
本
市
に
お
い
て
も
、
平
成
二
十
八

年
度
決
算
よ
り
財
務
四
表
と
固
定
資
産
台
帳

の
整
備
を
開
始
し
て
お
り
、作
成
後
の
分
析
・

活
用
へ
の
取
り
組
み
と
し
て
他
団
体
平
均
と

の
比
較
等
は
行
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
な
る
詳

細
な
分
析
や
予
算
編
成
へ
の
活
用
に
つ
い
て

は
、
ま
だ
不
十
分
で
あ
り
課
題
を
抱
え
て
い

る
。
ま
た
、
私
は
今
年
度
よ
り
公
会
計
担
当

に
な
っ
た
た
め
財
務
書
類
作
成
の
経
験
が
不

足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
研
修
に
お
い

て
、
財
務
書
類
作
成
に
係
る
基
礎
知
識
を
習

得
し
、
今
後
書
類
作
成
後
の
分
析
・
活
用
に

つ
い
て
も
取
り
組
め
る
よ
う
、
具
体
的
な
方

法
や
他
市
の
先
行
事
例
を
学
習
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
今
回
の
研
修
に
臨
ん
だ
。

財
務
書
類
作
成
の
意
義
に
つ
い
て

　
研
修
で
は
、
ま
ず
財
務
書
類
作
成
に
係
る

基
礎
知
識
に
つ
い
て
、
総
務
省
や
公
認
会
計

士
の
方
に
講
義
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
財
務

書
類
作
成
の
重
要
な
意
義
は
、
固
定
資
産
台

帳
の
整
備
や
減
価
償
却
費
の
計
上
に
よ
り
正

確
な
資
産
価
格
を
把
握
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
人
口
減
少
に
よ
る
市
町
村
合
併
や
、

過
去
に
建
設
さ
れ
た
公
共
施
設
等
が
大
量
に

更
新
時
期
を
迎
え
る
影
響
な
ど
か
ら
、
公
共

施
設
等
の
老
朽
化
対
策
が
各
自
治
体
の
課
題

と
さ
れ
て
い
る
中
で
、
現
在
採
用
さ
れ
て
い

る
現
金
主
義
会
計
で
は
正
確
な
資
産
価
格
や

現
金
支
出
を
伴
わ
な
い
コ
ス
ト
（
減
価
償
却

費
等
）
の
把
握
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
発
生

主
義
会
計
で
あ
る
複
式
簿
記
を
取
り
入
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
資
産
等
の
ス
ト
ッ
ク
情
報

が
見
え
る
化
さ
れ
、
長
期
的
な
視
点
を
持
ち

な
が
ら
公
共
施
設
等
の
最
適
な
配
置
を
実
現

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
ま
た
、
本
市
に
お
い
て
も
行
政
需
要
の
高

ま
り
や
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事
業
の
収
支
に
支
え

ら
れ
、
整
備
を
行
っ
た
公
共
施
設
が
更
新
時

期
を
迎
え
て
お
り
、
更
新
や
改
修
に
係
る
多

額
の
財
源
を
い
か
に
確
保
し
て
い
く
か
が
課

題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
固
定
資
産
台

帳
を
整
備
す
る
こ
と
で
正
確
な
資
産
価
格
を

把
握
し
、
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
比
率
な

ど
の
指
標
を
用
い
て
本
市
の
傾
向
を
捉
え
る

こ
と
が
今
後
の
更
新
等
の
あ
り
方
を
考
え
る

に
あ
た
り
重
要
だ
と
考
え
る
。

他
団
体
と
の
比
較
演
習
に
つ
い
て

　
次
に
、
六
人
ほ
ど
の
グ
ル
ー
プ
演
習
に
お

い
て
自
団
体
の
公
会
計
の
数
値
を
分
析
し
、

主
に
住
民
一
人
あ
た
り
の
資
産
と
負
債
に
つ

い
て
他
団
体
と
比
較
す
る
演
習
を
行
っ
た
。

　
分
析
を
行
っ
た
結
果
、
全
体
的
な
傾
向
と

し
て
資
産
が
多
い
団
体
は
負
債
も
多
い
。
資

二
〇
一
九
年
度
「
自
治
体
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

　
た
め
の
地
方
公
会
計
実
務
」
を
受
講
し
て

　
　
鳴
門
市
財
政
課
主
事

三
　
栖
　
大
　
樹
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産
と
い
う
の
は
、
更
新
や
維
持
管
理
の
観
点

か
ら
負
債
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
新
た

な
公
共
施
設
の
建
設
は
将
来
負
担
増
加
の
要

因
と
な
る
。

　
ま
た
、
様
々
な
指
標
を
組
み
合
わ
せ
て
分

析
す
る
こ
と
は
正
確
に
団
体
の
特
徴
を
捉
え

る
こ
と
が
で
き
、
財
務
書
類
の
作
成
は
そ

の
指
標
の
把
握
に
有
用
で
あ
っ
た
。
例
え

ば
、
団
体
Ａ
に
つ
い
て
は
負
債
の
値
が
一
番

高
か
っ
た
が
、
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
比

率
は
他
団
体
よ
り
も
最
も
低
い
値
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
施
設
の
更
新
を
後
回
し
に
せ
ず

行
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
た
。
一
方
で
、

団
体
Ｂ
に
つ
い
て
は
資
産
・
負
債
と
も
に
低

く
コ
ン
パ
ク
ト
な
運
営
が
で
き
て
い
る
よ
う

に
見
え
た
が
、
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
比

率
が
か
な
り
高
く
、
施
設
の
更
新
を
後
回
し

に
し
て
い
る
状
況
が
読
み
取
れ
た
。
今
回
の

場
合
で
は
、
住
民
一
人
あ
た
り
の
負
債
の
値

が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
よ
い
と
い
う
の
で
は

な
く
、
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
比
率
と
合

わ
せ
て
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
長
期
的
な
視

点
で
の
分
析
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
分
析
す
る
際
に
は
一
つ
の
指
標
だ
け
で

な
く
、
複
数
の
指
標
を
組
み
合
わ
せ
て
分
析

す
る
こ
と
が
正
確
な
団
体
比
較
に
必
要
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
現
在
で
は
、
各
自
治
体
に
お
い
て
財
政
健

全
化
法
に
基
づ
い
て
実
質
公
債
費
比
率
な
ど

の
客
観
的
な
四
つ
の
指
標
を
算
定
し
て
お
り
、

他
市
と
の
比
較
は
可
能
で
あ
る
が
、
地
方
公

会
計
で
得
ら
れ
る
指
標
を
用
い
る
こ
と
に
よ

り
、
財
政
健
全
化
法
で
カ
バ
ー
で
き
な
い
資

産
老
朽
化
の
比
率
や
債
務
償
還
可
能
年
数
な

ど
を
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
詳
細

な
比
較
が
可
能
と
な
る
。
例
え
ば
、
健
全
化

判
断
比
率
の
指
標
で
あ
る
将
来
負
担
比
率
と

地
方
公
会
計
の
指
標
で
あ
る
有
形
固
定
資
産

減
価
償
却
比
率
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

将
来
負
担
比
率
が
低
く
一
見
健
全
な
運
営
が

で
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
団
体
に
お
い
て

も
、
も
し
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
比
率
が

と
り
わ
け
高
け
れ
ば
、
老
朽
化
対
策
の
先
送

り
と
い
う
将
来
負
担
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。

他
市
の
先
行
事
例

　
分
析
に
お
い
て
は
、
長
浜
市
の
先
進
的
な

取
り
組
み
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
紹
介
を
受

け
た
。
長
浜
市
は
合
併
団
体
の
た
め
多
く
の

公
共
施
設
を
抱
え
て
お
り
、
施
設
の
再
編
の

手
掛
か
り
と
し
て
公
会
計
を
用
い
た
施
設
別

の
セ
グ
メ
ン
ト
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
セ
グ

メ
ン
ト
分
析
を
行
う
に
あ
た
り
、
作
成
し
て

い
る
財
務
諸
表
は
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
と
貸

借
対
照
表
で
あ
り
、
施
設
の
利
用
者
数
な
ど

の
非
財
務
情
報
も
同
時
に
記
載
す
る
こ
と
で

施
設
の
統
廃
合
の
客
観
的
な
資
料
を
整
備
で

き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
講
義
の
な
か
で
、

施
設
担
当
課
の
事
務
量
が
増
え
て
し
ま
う
こ

と
や
、
出
納
閉
鎖
の
関
係
か
ら
財
務
四
表
の

完
成
時
期
が
翌
年
度
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、

予
算
編
成
時
に
活
用
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ

と
な
ど
の
課
題
も
多
く
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、

分
析
の
取
り
組
み
や
活
用
に
際
し
て
の
難
し

さ
も
感
じ
た
。

ま
と
め

　
本
研
修
で
は
、
地
方
公
会
計
の
意
義
な
ど

に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
が
、
分
析
・

活
用
の
方
法
に
つ
い
て
は
先
行
団
体
に
つ

い
て
も
課
題
が
多
く
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

本
市
に
お
い
て
も
多
く
の
公
共
施
設
を
保
持

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
政
コ
ス
ト
計
算
書

や
貸
借
対
照
表
を
用
い
て
、
施
設
別
の
利
用

者
一
人
あ
た
り
の
コ
ス
ト
、
老
朽
化
状
況
等

を
把
握
す
る
こ
と
で
施
設
の
集
約
化
や
維
持

管
理
の
検
討
を
行
う
際
に
役
立
て
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
上
記
に
あ

げ
た
課
題
の
ほ
か
、
本
市
に
お
い
て
は
作
成

に
一
年
程
度
の
時
間
を
要
し
て
い
る
た
め
、

今
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
は
分
析
に
多
く
の
時

間
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
本
市

と
し
て
は
、
引
き
続
き
情
報
収
集
や
作
成
業

務
の
効
率
化
を
行
い
、
ま
ず
は
財
務
諸
表
の

作
成
作
業
を
迅
速
化
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と

し
た
い
。
作
成
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積

し
、
作
業
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
で
作
業
時

間
の
短
縮
を
行
い
、
分
析
に
つ
い
て
少
し
で

も
多
く
の
時
間
を
使
え
る
よ
う
に
し
、
施
設

の
適
切
な
維
持
管
理
・
更
新
等
、様
々
な
ケ
ー

ス
で
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
。
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　吉野川市川島町の国道192号交差点から、南へ約

1.5km入ると、今年４月にオープンした吉野川市多目

的グラウンド（愛称：上桜スポーツグラウンド）があ

ります。

　この場所には、嘗て中央広域環境施設組合のゴミ処

理施設・中央美化センター（1979 ～ 2005年）があり、

また北側には旧川島町が運営していた上桜温泉（1980～

2000年）がありました。

　両施設跡地は約24,000㎡あり、グラウンドの広さ

が約11,000㎡の多目的グラウンドを整備しました。

　事業費は、約６億４千万円でスポーツ振興助成金

（toto）を活用しました。

 

　事業概要は、一般用サッカー場１面（少年用２面）、

フットサル場１面の、天然充填剤入りロングパイル人

工芝（リモンタターフ）で、ココナッツやコルクを主

体とした天然素材を充填剤で使用している為、より環

境に配慮した天然芝に最も感触が近く、温度抑制効果

があるものを採用しました。

　その他に、LEDナイター照明（６基）、観客席（約

200席）、駐車場（104台）、倉庫（１棟）、便所（２棟）

を整備しました。

　この施設は社会体育施設として位置づけており、市

民の方へのスポーツの普及をより進める上でも、利用

しやすい料金設定にしました。

　市内の小学生から高校生までのサッカーチームはも

とより、県内外からも多くの利用があり、各種大会や

トレーニング等で、稼働率（４～９月実績、10 ～３

月予約）は約96％となっており、利用者には大変好

評となっています。

　また、グラウンドは高台にあり見晴らしも良く、園

路では朝夕ウォーキングをする方が多く、地域住民の

方の憩いの場となっています。 

　来年４月からは、鴨島駅前にオープンする市民プラ

ザ（アリーナ・図書館等）と合わせて、施設の管理・

運営に指定管理者制度を導入し、「市民が集う『賑わ

い交流コミュニティ拠点』の実現」を目指すとともに、

交流人口の増につながる事業を展開していきます。

　　　　　　　　　お問い合わせ

　　　　　　　　　　吉野川市教育委員会生涯学習課

　　　　　　　　　　TEL 0883-22-2271

吉野川市 吉野川市多目的グラウンド整備事業

吉野川市多目的グラウンド事業費

【歳入】

科 目 名 称 件　　　名 収入額

スポーツ振興くじ助成金（toto） 人工芝・防球ネット・夜間照明 54,400,000

合併特例債 546,200,000

一般財源 37,496,516

歳　　入　　合　　計 638,096,516

【歳出】

科 目 名 称 件　　　名 支出命令額

公有財産購入費 土地購入費等 51,870,107

委託料 測量・実施設計・監理業務 30,076,920

工事請負費 造成・人工芝・建築・舗装工事 548,824,680

備品購入費 サッカー・ソフトボール備品等 6,943,220

補償費 電柱移転補償費 381,589

歳　　出　　合　　計 638,096,516
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佐那河内村 徳島県の「村」を未来に繋ぐ！
移住・継業支援拠点整備事業

　佐那河内村では、「地方創生総合戦略と人口ビジョ

ン」で、①しごと・雇用を創出する、②新しいひとの

流れをつくる、③若い世代の結婚・出産・子育ての希

望をかなえる、④小さな拠点の整備や地域連携などの

村づくりを進める、の４つの基本施策を掲げています。

　この基本施策を実現するための一つの手段として、

『一般財団法人さなごうち』を平成28年11月に設立し

ました。一般財団法人さなごうちは、地域の生活や暮

らしを守り、地域に伝わる生業・暮らし・文化・景観・

コミュニティを将来の世代に継ぐことを目的としてい

ます。

　地域交流拠点施設『新
しん

家
や

』は、個人商店の空き店舗

を借り受けて改修し、その個人商店の屋号『新家』を

受け継いで、いつま

でも続いていくよ

う に、 ま た、 こ の

場所を訪れる人に

とって新しい家と

なるように願いを

込めて『新家』と名

付け、一般財団法人

さなごうちの活動

拠点及び地域の交流拠点としてさまざまな事業を進め

ています。

　具体的な事業として、①移住・定住・交流の促進に

関する事業、②遊休不動産の活用に関する事業、③商

業施設の経営に関する事業、④ふるさと産品の開発に

関する事業、⑤農林水産業支援に関する事業及び景観

の維持・保全・創造に関する事業を展開しています。

　①移住・定住・交流の促進に関する事業では、ふる

さと住民票の登録者に向けて、平成29年６月に運営

を開始した「ふるさと産品販売サイト」を通じて村の

情報配信を行い、また、空き家を確保するために、空

き家所有者が懸念している片付けのサポートを行うほ

か、村内外の交流の

機会を創出するため

に、年４回程度の新

家マルシェを開催し

ています。

　②遊休不動産の活

用に関する事業では、

「新家」にあるサテ

ライトスペース・オ

フィスの運営と、田舎暮らしを体験していただくため

のお試し居住施設『幸
さち

家
や

』・民泊施設『青
あお

家
や

』の運営

を行っています。

　③商業施設の経営に関する事業では、平成31年４

月より村内団体の日

替わりシェフによる

『村ランチ』を提供

し、お昼前には完売

になる日もあり、好

評をいただいていま

す。

　④ふるさと産品の

開発に関する事業で

は、ふるさと納税返礼品の開発・梱包・配送業務を行

い、また、ふるさと産品のプロモーション映像及びチ

ラシを制作し、メディアへの放映・配布を行っています。

　⑤農林水産業支援に関する事業及び景観の維持・保

全・創造に関する事業では、基幹産業である農業を鳥

獣被害から食い止めるため、鳥獣害対策管理業務を

行っています。

　今後の事業の進め方については、一般財団法人設立

当初の計画に沿って、移住・交流の取り組みを強化し、

子育て世代の獲得を

めざします。また、

役場と連携し、村外

の方に興味を持って

いただけるようなイ

ベントなどを実施し、

ふるさと住民票の登

録者の獲得など、関

係人口の増加を移

住・定住につなげていきたいと考えています。

　また、村では近年、農業後継者不足から産品の収穫

時期の人手不足が深刻な問題となっていることから、

役場と連携し、日雇い労働者の獲得など、安定した農

業経営を支えるお手伝いをしていきたいと考えていま

す。

　佐那河内村へお越しの際は、地域交流拠点施設『新

家』に、ぜひお立ち寄りください。

　　　　　　　　　　　　お問い合わせ

　　　　　　　　　　　　一般財団法人 さなごうち

　　　　　　　　　　　　TEL 088-636-4030

地域交流拠点施設『新家』

サテライトスペース

『村ランチ』の様子

『村ランチ』メニュー
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Business corner

は
じ
め
に

　
本
年
七
月
二
十
一
日
執
行
の
第
二
十
五
回
参
議
院
議

員
通
常
選
挙
は
、
徳
島
県
と
高
知
県
が
合
区
と
な
っ
て

か
ら
二
度
目
の
選
挙
で
あ
る
。

　
今
回
の
選
挙
で
は
徳
島
県
の
投
票
率
は
全
国
最
下
位

と
な
り
、
合
区
に
よ
る
選
挙
へ
の
関
心
の
低
下
を
伺
わ

せ
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
た
だ
、
い
く
ら
投
票
率
が
悪
く
な
っ
て
も
選
挙
事
務

は
な
く
な
ら
な
い
わ
け
で
、
今
回
担
当
し
た
選
挙
公
営

制
度
事
務
か
ら
見
た
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て

記
載
し
た
い
。

選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て

　
ま
ず
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て
だ
が
、
選
挙

が
始
ま
る
と
よ
く
見
か
け
る
『
所
属
党
派
や
主
張
、
候

補
者
ご
と
の
顔
写
真
』
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

道
ば
た
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
貼
ら
れ
る
と
一
気
に
選

挙
が
行
わ
れ
る
と
い
う
雰
囲
気
に
な
る
。

　
さ
て
、
こ
の
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て
も
ほ

か
の
選
挙
運
動
と
同
じ
く
様
々
な
制
限
が
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
今
回
、
私
が
た
ず
さ
わ
っ
た
参
議
院
議
員

通
常
選
挙（
選
挙
区
）に
お
け
る
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー

に
つ
い
て
記
述
す
る
。

（
一
）
ポ
ス
タ
ー
の
規
格
（
法
第
一
四
四
条
第
四
項
）

　
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
大
き
さ
に
も
規
定
が
有
り
、

長
さ
四
二
㎝
、
幅
三
〇
㎝
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー

（
長
さ
四
二
㎝
、
幅
一
〇
㎝
以
内
）
と
合
わ
せ
て
一
枚

で
作
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
、
こ
の
場
合
、
大
き
さ
は

四
二
㎝
×
四
〇
㎝
以
内
と
な
る
。
な
お
、
形
に
つ
い
て

は
規
格
内
で
あ
れ
ば
特
に
制
限
は
な
い
。

（
二
）
掲
示
で
き
る
枚
数
（
法
第
一
四
三
条
第
三
項
・

法
第
一
四
四
条
の
二
第
二
項
）

　
ポ
ス
タ
ー
が
掲
示
で
き
る
場
所
は
市
町
村
選
挙
管
理

委
員
会
が
設
置
す
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
み
で
あ
り
、

電
柱
や
個
人
の
家
等
に
掲
示
す
る
こ
と
は
違
法
と
な
る
。

　
よ
っ
て
掲
示
で
き
る
枚
数
は
選
挙
区
の
ポ
ス
タ
ー
掲

示
場
の
数
だ
け
と
な
る
。

（
三
）
記
載
内
容
（
法
第
一
四
四
条
第
五
項
）

　
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
に
は
、
そ
の
表
面
に
掲
示
責

任
者
及
び
印
刷
者
の
住
所
氏
名
が
記
載
又
は
印
刷
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
記
載
内
容
に
つ

い
て
は
、
他
の
罰
則
（
虚
偽
事
項
の
公
表
や
利
害
誘
導

等
）
に
抵
触
し
な
い
限
り
制
限
は
な
い
。

選
挙
公
営
の
種
類　

　
選
挙
公
営
制
度
と
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
候

補
者
ご
と
の
選
挙
費
用
の
一
部
又
は
全
額
を
負
担
す
る

制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
選
挙
に
金
が
か
か
り
す

ぎ
て
財
力
が
無
け
れ
ば
候
補
者
に
な
れ
な
か
っ
た
り
、

金
が
ら
み
の
政
治
腐
敗
等
、
選
挙
に
不
公
平
が
生
じ
な

い
よ
う
に
と
い
う
目
的
で
考
え
出
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。

選挙運動用ポスター等の
選挙公営制度について

市町村課主事（行政担当・選挙管理委員会事務局併任）　井　口　　　聡
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参
議
院
選
挙
に
お
い
て
は
、
主
に

（
一
）　
自
動
車
の
使
用

（
二
）　
ポ
ス
タ
ー
の
作
成

（
三
）　
通
常
葉
書
の
交
付
・
作
成

（
四
）　
ビ
ラ
の
作
成

（
五
）　
選
挙
事
務
所
用
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

（
六
）　
自
動
車
又
は
船
舶
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

（
七
）　
個
人
演
説
会
用
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

（
八
）　
政
見
放
送
用
の
録
音
・
録
画

（
九
）　
新
聞
広
告

（
十
）　
経
歴
放
送

に
つ
い
て
、
公
営
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
公
営

 

　
さ
て
、
こ
こ
で
は
選
挙
運
動
用
の
ポ
ス
タ
ー
公
営

に
つ
い
て
説
明
す
る
。
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
公
営

に
つ
い
て
は
、
供
託
物
の
没
収
が
さ
れ
な
い
候
補
者
で

あ
れ
ば
一
定
額
の
範
囲
内
で
無
料
で
作
成
す
る
こ
と
が

で
き
、
選
挙
後
に
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
し
た
業
者
に
直
接

支
払
わ
れ
る
。
た
だ
し
供
託
物
没
収
さ
れ
た
候
補
者
や
、

一
定
額
の
範
囲
外
に
な
っ
た
作
成
経
費
は
自
己
負
担
と

な
る
。

　
こ
こ
で
は
左
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
元
に
説
明
し
て

い
く
。

・○は公営で行われるもの　　　　　　　　　　　　　　　　・×は公営で行われないもの
・△は公営であるが得票数等に一定の制限があるもの　　　　・空欄は制度がないもの
・□は都道府県または市区町村の条例で公営にできるもの
※ここでいう「市区町村」の「区」は東京23区を指します。
※都道府県または市区の議会の議員の選挙については、平成31年３月１日以降告示される選挙からビラの

頒布ができることとなり、このビラの作成が条例で公営にできることとなります。

選挙運動用ポスターの作成における公営のフローチャート
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①
有
償
契
約
締
結

（
一
）
有
償
契
約
の
相
手
方

　
候
補
者
は
、
ポ
ス
タ
ー
作
成
業
者
と
有
償
契
約

の
締
結
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
契
約
の
相
手
は
ポ

ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
し
て
い
る
者(

法
第
一
四
三

条
第
一
四
項
、
令
第
一
一
〇
条
の
四)

と
定
め
ら
れ

て
お
り
、
作
成
と
は
、
ポ
ス
タ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
や
写

真
撮
影
だ
け
で
は
な
く
、
具
体
的
に
は
印
刷
を
し
て

ポ
ス
タ
ー
と
し
て
仕
上
げ
る
ま
で
の
行
為
と
解
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
候
補
者
本
人
が
印
刷
業
を
個
人
経
営

し
て
お
り
、
自
ら
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
し
た
場
合
、

民
法
上
の
自
己
契
約
の
禁
止
の
規
定
に
よ
り
契
約

を
締
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

候
補
者
が
印
刷
業
を
行
う
法
人
の
代
表
者
等
で
あ

る
と
き
は
該
当
せ
ず
、
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
二
）
公
費
の
負
担
額
（
令
第
一
一
〇
条
の
四
）

　
　
作
成
単
価
限
度
額
×
合
同
選
管
が
確
認
し
た
枚
数

　
※
　
一
円
未
満
の
端
数
は
切
り
上
げ

　
　

　
※
　
合
同
選
管
が
確
認
し
た
枚
数

　
参
議
院
徳
島
県
及
び
高
知
県
選
挙
区
選
出
議
員
選

挙
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数
×
二
倍
以
内
の
枚
数
（
一

回
の
貼
替
え
分
ま
で
を
公
営
の
対
象
と
す
る
考
え

方)　
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
と
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ

ス
タ
ー
と
を
別
々
に
作
成
し
た
場
合
、
両
方
の
作
成

費
用
を
合
算
し
て
公
費
負
担
の
限
度
額
が
適
用
さ
れ

る
。
例
え
ば
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数
が
二
五
〇
箇
所
で

あ
る
場
合
、
両
方
の
ポ
ス
タ
ー
を
合
わ
せ
て
五
〇
〇

枚
ま
で
が
限
度
と
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
個

人
演
説
会
用
ポ
ス
タ
ー
を
三
〇
〇
枚
作
成
し
た
場
合
、

選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
は
二
〇
〇
枚
が
限
度
に
な
る
。

②
・
③
契
約
届
出
書
及
び
ポ
ス
タ
ー
作
成
枚
数
確
認
申

請
書
の
提
出
（
令
第
一
一
〇
条
の
四
）

　
候
補
者
は
有
償
契
約
締
結
後
ま
た
は
立
候
補
の
届

出
後
、
直
ち
に
参
議
院
合
同
選
挙
管
理
委
員
会
へ
契

約
書
の
写
し
と
共
に
、
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
出
書

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
・
⑥
ポ
ス
タ
ー
作
成
枚
数
確
認
書
の
交
付

　
合
同
選
管
は
、
確
認
申
請
書
の
内
容
を
確
認
し
、

ポ
ス
タ
ー
作
成
枚
数
確
認
書
を
候
補
者
に
交
付
す
る
。

候
補
者
は
、
合
同
選
管
か
ら
交
付
を
受
け
た
当
該
確

認
書
は
、
⑤
供
託
物
没
収
の
有
無
の
確
認
後
、
⑦
作

成
証
明
書
と
併
せ
て
契
約
の
相
手
方
に
交
付
す
る
こ

と
と
な
る
。
当
該
書
類
は
、
県
知
事
へ
の
請
求
の
際

に
必
要
な
添
付
書
類
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
確
認

書
を
契
約
の
相
手
方
に
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑦
ポ
ス
タ
ー
作
成
証
明
書
の
交
付

　
候
補
者
は
、
ポ
ス
タ
ー
作
成
業
者
に
対
し
て
ポ
ス

タ
ー
作
成
証
明
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
成
枚
数
と
作
成
金
額
は
、
実
際
の
枚
数
と
金
額
を

記
載
す
る
こ
と
。

⑧
ポ
ス
タ
ー
代
金
の
請
求
（
請
求
書
の
提
出
）

　
ポ
ス
タ
ー
作
成
業
者
は
、
請
求
書
、
請
求
内
訳
書

に
ポ
ス
タ
ー
作
成
枚
数
確
認
書
、
ポ
ス
タ
ー
作
成
証

明
書
を
添
付
し
て
合
同
選
管
へ
提
出
す
る
。

⑨
代
金
の
支
払
い

　
契
約
の
相
手
方
に
直
接
口
座
振
込
で
支
払
い
を
行

う
（
請
求
を
受
け
た
県
知
事
か
ら
の
振
込
み
）。

徳
島
・
高
知
合
同
選
挙
区
と
し
て
の
課
題
点

　
先
述
し
て
き
た
公
営
制
度
は
合
区
に
な
っ
た
こ
と
で

書
類
に
記
載
す
る
内
容
が
勘
違
い
し
や
す
く
な
っ
た
等

の
課
題
点
を
紹
介
す
る
。

　
課
題
点
の
紹
介
の
前
に
合
区
の
経
緯
を
述
べ
た
い
。

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お
い
て
議
員
一
人
あ
た
り
の

人
口
・
有
権
者
に
不
均
衡
が
生
じ
て
い
る
一
票
の
格
差

に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年
に
最
高
裁
判
所
が
都
道
府

県
単
位
を
選
挙
区
と
す
る
選
挙
制
度
に
否
定
的
な
見
解

を
示
し
た
こ
と
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
に
公
職
選
挙
法

が
改
正
さ
れ
、
人
口
の
少
な
い
徳
島
県
、
高
知
県
が
合

区
と
な
っ
た
。

　
選
挙
区
の
面
積
は
一
・
六
倍
と
な
り
、
徳
島
県
東
端

か
ら
高
知
県
西
端
ま
で
は
三
〇
〇
㎞
以
上
と
な
っ
て
お

り
、
県
庁
所
在
地
間
の
移
動
に
は
、
高
速
道
路
を
使
用

し
た
と
し
て
も
、
二
時
間
以
上
要
す
る
距
離
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
り
次
の
点
が
課
題
と

な
っ
て
い
る
。
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（
一
）　
頻
繁
な
連
携

　
多
岐
に
わ
た
る
情
報
交
換
を
高
知
県
と
頻
繁
に
行

う
必
要
が
あ
り
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
業
務
に
臨

む
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
も
連
絡
が
遅
く
な
っ
た
り
、

聞
き
間
違
い
等
を
起
こ
す
可
能
性
は
高
く
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
選
挙
管
理
委
員
会
だ
け
の
話
で
は
無
い
。

候
補
者
側
も
先
述
し
た
よ
う
に
物
理
的
な
面
積
・
距

離
に
よ
り
、
各
県
に
事
務
員
を
配
置
す
る
し
か
な
い
。

（
二
）　
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数

　
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数
は
合
区
の
場
合
、
徳
島
県
と

高
知
県
の
合
算
と
な
る
。
先
述
し
た
と
お
り
候
補
者

側
の
事
務
員
も
各
県
の
担
当
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い

る
た
め
、
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
場
数
を
徳
島
県
な
ら
徳

島
県
だ
け
で
計
算
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
う
い

う
間
違
い
は
、
合
区
で
な
い
選
挙
区
で
は
珍
し
い
間

違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
も
制
度
の
変
更
や

公
営
制
度
の
追
加
等
が
あ
っ
た
際
に
注
意
す
る
べ
き

点
が
増
え
る
の
は
間
違
い
な
い
。

終
わ
り
に

　
今
回
、
選
挙
公
営
制
度
の
実
務
を
経
験
し
、
選
挙
制

度
の
一
部
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
制
度
に
関

す
る
近
年
の
動
向
と
し
て
、
平
成
二
十
九
年
の
公
職
選

挙
法
改
正
に
よ
り
、
従
来
、
国
政
選
挙
及
び
知
事
・
市

町
村
長
選
挙
の
候
補
者
に
限
り
認
め
ら
れ
て
い
た
「
選

挙
運
動
用
ビ
ラ
の
頒
布
」
が
、
都
道
府
県
議
会
議
員
選

挙
や
市
議
会
議
員
選
挙
の
候
補
者
ま
で
対
象
拡
大
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
候
補
者
・
政
党
等
に
関
す
る
情
報
の
充
実
や
、

有
権
者
の
政
治
参
加
の
促
進
を
図
る
た
め
、
平
成
二
十

五
年
七
月
の
参
院
選
か
ら
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
た
選
挙
運
動
」
が
解
禁
さ
れ
た
が
、
こ
ち
ら
も
選
挙

公
営
制
度
と
同
様
に
、「
金
の
か
か
ら
な
い
選
挙
」
の

実
現
に
向
け
た
手
法
と
し
て
、
大
変
有
用
に
感
じ
る
。

　
選
挙
公
営
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
全
国
各
地
で

深
刻
化
し
て
い
る
「
地
方
議
員
の
な
り
手
不
足
」
問
題

の
処
方
箋
に
も
な
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
、
制
度
の

更
な
る
拡
充
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

徳島県に提出する際に、掲示場数を徳島

県だけの数字を入れそうになる箇所。
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災害における地方債の活用について

市町村課主事（企画財政担当）　七　條　由　紀

　
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化

緊
急
対
策
事
業
及
び
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
が

今
年
度
よ
り
創
設
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
内
容

に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
。

〈
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
債
〉

　「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
三
か
年
緊

急
対
策
（
平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日
閣
議
決
定
、
以

下
「
三
か
年
緊
急
対
策
」
と
い
う
。）」
に
基
づ
く
補

助
事
業
等
の
着
実
な
推
進
の
た
め
、
防
災
・
減
災
・

国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
、

六
、
〇
八
四
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。
本
事
業
の
具
体

的
な
財
政
措
置
に
つ
い
て
は
、
充
当
率
を
一
〇
〇
パ
ー

セ
ン
ト
と
し
、
元
利
償
還
金
に
対
す
る
地
方
交
付
税
措

置
に
つ
い
て
、
そ
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
通
常
の
場
合

に
お
け
る
地
方
負
担
額
に
対
す
る
交
付
税
措
置
率
が

五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
は
当
該
措
置
率
）
を

公
債
費
方
式
に
よ
り
、
残
余
は
単
位
費
用
に
よ
り
措
置

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
同
意
等
基
準
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
に
つ
い

て
は
、
三
か
年
緊
急
対
策
に
基
づ
く
補
助
事
業
に
係

る
地
方
負
担
金
額
及
び
国
の
直
轄
事
業
に
係
る
負
担

金
並
び
に
三
か
年
緊
急
対
策
に
基
づ
く
独
立
行
政
法

人
水
資
源
機
構
の
行
う
農
業
農
村
整
備
事
業
に
係
る

法
令
に
基
づ
く
負
担
金
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

は
じ
め
に

　
異
常
気
象
の
ニ
ュ
ー
ス
が
今
日
も
テ
レ
ビ
か
ら
聞
こ

え
て
く
る
。
新
聞
に
は
災
害
に
よ
る
甚
大
な
被
害
の
様

子
が
毎
年
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
て
い
る
。
災
害
が
身
近

な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
昨
今
、
一
個
人
と
し
て
、

ま
た
自
治
体
職
員
と
し
て
常
日
頃
か
ら
災
害
に
備
え
る

必
要
が
あ
る
。
発
生
す
る
地
域
や
時
期
、
規
模
の
予
測

が
困
難
で
あ
る
が
ゆ
え
、
各
自
治
体
の
対
応
が
重
要
と

な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
令

和
元
年
度
の
地
方
債
計
画
に
つ
い
て
概
観
し
た
後
、
緊

急
防
災
・
減
災
事
業
債
の
県
内
市
町
村
で
の
発
行
状
況

及
び
災
害
復
旧
事
業
債
の
概
要
を
述
べ
る
。

地
方
債
計
画
に
つ
い
て

　
地
方
債
計
画
は
、
同
意
・
許
可
を
す
る
地
方
債
の
予

定
額
の
総
額
等
に
関
す
る
書
類
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国

が
地
方
債
の
同
意
・
許
可
を
行
う
に
当
た
っ
て
の
運
用

上
の
量
的
基
準
と
な
る
。
な
お
、
地
方
債
計
画
は
、
同

意
す
る
限
度
額
を
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
計
画
額
を

超
え
て
同
意
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
財
政
融

資
資
金
及
び
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
資
金
に
つ
い
て

は
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
て
い
る
資
金
の
額
が
当

該
年
度
で
用
意
さ
れ
て
い
る
資
金
の
額
で
あ
る
た
め
、

こ
れ
を
上
回
っ
て
の
同
意
・
許
可
は
基
本
的
に
行
わ
れ

な
い
。

　
令
和
元
年
度
（
平
成
三
十
一
年
度
）
の
一
般
会
計
債

の
計
画
に
つ
い
て
は
図
一
の
と
お
り
で
あ
る
。
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〈
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
債
〉

　
地
方
公
共
団
体
が
、「
三
か
年
緊
急
対
策
」
に
基
づ

く
事
業
と
連
携
し
つ
つ
、
緊
急
に
自
然
災
害
を
防
止

す
る
た
め
の
社
会
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
、

三
、
〇
〇
〇
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。
本
事
業
の
具
体

的
な
財
政
措
置
に
つ
い
て
は
充
当
率
を
一
〇
〇
パ
ー
セ

ン
ト
と
し
、
元
利
償
還
金
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
対
し

て
公
債
費
方
式
に
よ
り
地
方
交
付
税
措
置
を
講
じ
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

　
同
意
等
基
準
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
地
方

単
独
事
業
と
し
て
緊
急
に
自
然
災
害
を
防
止
す
る
た

め
に
行
う
事
業
を
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
。

　
ま
た
、
本
事
業
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
緊
急
自
然

災
害
防
止
対
策
事
業
計
画
の
策
定
が
必
要
で
あ
り
、
計

画
に
は
、
以
下
の
一
～
三
を
必
ず
記
載
す
る
必
要
が
あ

る
点
に
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
。

一
　
自
然
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
事
業
の
対
象
と
な

る
地
域
（
地
域
防
災
計
画
上
、
災
害
発
生
時
に
危
険

な
区
域
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
な
い
区
域
を
含
む
。）

の
危
険
性

二
　
事
業
の
対
象
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

防
災
・
減
災
面
で
の
点
検
を
実
施
し
て
い
る
場
合
は
、

当
該
点
検
の
結
果

三
　
事
業
の
対
象
と
な
る
施
設
の
個
別
施
設
計
画
の
策

定
状
況

　
ど
ち
ら
の
事
業
も
、
三
か
年
緊
急
対
策
の
終
期
で
あ

る
令
和
二
年
度
ま
で
と
な
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

令
和
元
年
度
の
県
内
市
町
村
の
同
意
等
予
定
額（
一
次
）

は
、
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
に
お

い
て
八
〇
〇
万
円
、
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
に

お
い
て
一
億
一
、七
〇
〇
万
円
と
な
っ
て
い
る
。（
図
二
）

（図一：総務省 HP より）
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県
内
市
町
村
に
お
け
る
緊
急
防
災
・

減
災
事
業
債
の
発
行
状
況

　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
は
防
災
基
盤
の
整
備
事
業
並

び
に
公
共
施
設
及
び
公
用
施
設
の
耐
震
化
事
業
で
、
東

日
本
大
震
災
等
を
教
訓
と
し
て
全
国
的
に
緊
急
に
実
施

す
る
必
要
性
が
高
く
、
即
効
性
の

あ
る
防
災
・
減
災
の
た
め
の
地
方

単
独
事
業
等
を
対
象
と
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
本
県
で
も
重
要
性
が

高
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
各
市

町
村
に
お
け
る
緊
急
防
災
・
減
災

事
業
債
の
発
行
状
況
を
図
三
の
グ

ラ
フ
を
基
に
確
認
す
る
。

　
図
三
を
見
て
分
か
る
と
お
り
、

市
町
村
に
よ
っ
て
発
行
額
に
大
き

く
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
最
大
約
七

億
円
の
差
が
あ
る
。
地
方
債
の
発

行
は
各
市
町
村
の
判
断
に
よ
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

差
が
出
る
結
果
に
な
る
と
は
考
え

て
も
い
な
か
っ
た
。
合
計
の
推
移

と
し
て
、
平
成
二
十
八
年
度
は
約

九
億
三
千
万
円
、
平
成
二
十
九
年

度
は
約
一
七
億
七
千
万
円
、
平
成

三
十
年
度
は
約
一
一
億
九
千
万
円

で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
令
和
元

年
度
の
同
意
等
予
定
額
（
一
次
）

で
は
約
一
三
億
七
千
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
、
毎
年
度
一
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
年
度

に
よ
っ
て
も
発
行
額
に
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
要

因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
各
市
町
村
に
お
け
る
起
債
時
点

で
の
整
備
の
状
況
や
地
形
等
に
よ
り
予
想
さ
れ
る
災
害

の
違
い
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

災
害
復
旧
事
業
債
に
つ
い
て

　
各
市
町
村
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
災
害
復
旧
事
業
債
の

要
望
が
あ
る
。
災
害
復
旧
事
業
債
は
、
降
雨
、
暴
風
、

洪
水
、
津
波
、
そ
の
他
異
常
な
天
然
現
象
に
よ
る
災
害

に
よ
っ
て
必
要
が
生
じ
た
事
業
で
、
被
災
し
た
施
設
を

原
形
に
復
旧
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
起
債
の
対
象
と
な

る
。
災
害
復
旧
は
原
形
復
旧
が
原
則
と
な
る
が
、
地
形

地
盤
の
変
動
に
よ
り
原
形
復
旧
が
技
術
的
に
不
可
能
・

困
難
な
場
合
や
原
形
復
旧
す
る
こ
と
が
技
術
的
・
社
会

通
念
上
不
適
当
な
場
合
に
お
い
て
は
、
原
形
復
旧
で
は

な
い
工
法
を
適
債
と
す
る
場
合
も
あ
る
。

　「
異
常
な
天
然
現
象
」
は
社
会
通
念
に
基
づ
い
て
判

断
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
公
共
土
木
施
設
及
び
農
地

農
林
業
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

の
国
庫
補
助
制
度
の
な
か
で
次
の
よ
う
な
定
義
付
け
が

行
わ
れ
て
お
り
、
災
害
復
旧
事
業
の
運
用
に
当
た
っ
て

も
こ
れ
ら
を
準
用
し
て
い
る
た
め
参
考
と
さ
れ
た
い
。

　一
　
降
雨
量

：

最
大
二
四
時
間
雨
量
八
〇
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
降
雨
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
。
た
だ
し
、

最
大
二
四
時
間
雨
量
八
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
降

雨
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
で
あ
っ
て
も
、
時
間
雨
量

等
が
特
に
大
で
あ
る
場
合
を
含
む
。

二
　
風
速

：

最
大
風
速
一
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
風
に
よ

り
発
生
し
た
災
害

三
　
洪
水

：

警
戒
水
位
（
警
戒
水
位
の
定
め
が
な
い
場

合
は
、
河
岸
高
の
五
割
程
度
の
水
位
）
以
上
の
出
水

に
よ
り
発
生
し
た
災
害

100 50

（図二：総務省自治財政局地方債課作成資料より）
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四
　
干
害

：

連
続
干
天
日
数
（
日
雨
量

が
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
日
を
含

む
）
が
二
〇
日
以
上
で
あ
っ
た
場
合

に
発
生
し
た
災
害

　
災
害
復
旧
事
業
と
し
て
起
債
す
る
に

当
た
り
、
ま
ず
国
庫
補
助
の
対
象
と

な
る
か
ど
う
か
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
。

国
庫
補
助
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
一
般
単
独
災
害
復
旧

事
業
の
活
用
が
考
え
ら
れ
る
が
、
災
害

の
要
件
に
つ
い
て
は
国
庫
補
助
制
度
上

で
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
災
害
と
し
て
認
定
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
、
一
般
単
独
災
害
復
旧
事
業
と

し
て
も
認
定
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る

の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
災
害
査
定

に
お
い
て
災
害
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

も
の
を
「
欠
格
」
と
い
い
、
ま
た
災
害

査
定
に
お
い
て
工
事
費
が
法
定
限
度
額

を
下
回
る
た
め
に
対
象
外
と
さ
れ
た
も

の
を
「
失
格
」
と
い
う
。
失
格
は
、
欠

格
と
異
な
り
被
災
事
実
認
定
に
疑
義
の

な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
補
助
災
害

復
旧
事
業
債
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
明

ら
か
な
事
業
に
も
か
か
わ
ら
ず
申
請
し

な
か
っ
た
も
の
は
起
債
対
象
外
と
な
る

の
で
、
こ
ち
ら
も
注
意
い
た
だ
き
た
い
。

お
わ
り
に

　
災
害
は
い
つ
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
災
害
に
備
え

る
た
め
に
起
債
し
、
事
業
を
行
う
こ
と
は
地
域
住
民
へ

の
安
定
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
に
大
き
く
寄
与

す
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
当
該
自
治
体
に
と
っ
て
は
元

利
償
還
金
と
い
う
形
の
義
務
的
経
費
と
し
て
将
来
の
歳

出
予
算
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
。
各
市
町
村
に
お
い

て
は
健
全
な
財
政
運
営
に
基
づ
い
た
適
切
な
発
行
が
必

要
だ
と
考
え
る
。

　
本
稿
で
紹
介
し
た
災
害
関
連
の
地
方
債
の
み
な
ら
ず
、

す
べ
て
の
地
方
債
に
お
い
て
同
意
等
基
準
や
同
意
等
基

準
運
用
要
綱
を
参
考
に
的
確
な
知
識
を
も
ち
つ
つ
、
適

切
な
事
務
処
理
を
お
願
い
し
た
い
。

〈
参
考
文
献
〉

・
平
成
三
十
一
年
度
　
地
方
債
の
あ
ら
ま
し
（
一
般
財

団
法
人
　
地
方
債
協
会
）

・
地
方
債
　
第
四
二
九
号
（
一
般
財
団
法
人
　
地
方
債

協
会
）

・
事
業
別
地
方
債
実
務
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
　
令
和
元
年
度

版
（
地
方
債
制
度
研
究
会
／
ぎ
ょ
う
せ
い
）

・
地
方
債
質
疑
応
答
集
（
地
方
債
制
度
研
究
会
／
ぎ
ょ

う
せ
い
）

0

100

200

300

400

500

600

700

28 29 30

（図三：市町村財政概要及び平成三〇年度決算統計資料を元に作図）
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は
じ
め
に

　
福
祉
、
学
校
教
育
、
消
防
、
道
路
や
河
川
等
の
社
会

基
盤
の
整
備
を
始
め
と
し
た
国
民
生
活
に
密
接
に
関
連

す
る
行
政
は
そ
の
多
く
が
地
方
公
共
団
体
の
手
で
実
施

さ
れ
て
お
り
、
地
方
財
政
は
国
の
財
政
と
並
ぶ
車
の
両

輪
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
全
国
に
約
一
、
七
〇
〇

存
在
す
る
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
総
体
で
あ
る
地
方

財
政
の
現
状
に
つ
い
て
目
を
向
け
る
と
、
そ
の
多
く
は

財
政
力
の
弱
い
市
町
村
で
あ
る
。
地
方
財
政
の
財
源
不

足
は
、
平
成
二
十
二
年
度
に
過
去
最
大
の
一
八
・
二
兆

円
に
達
し
た
。
令
和
元
年
度
は
税
収
増
等
に
よ
り
通
常

収
支
に
か
か
る
財
源
不
足
は
四
・
四
兆
円
に
減
少
し
て

い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
大
幅
な
不
足
と
な
っ
て
い

る
。

　
以
上
の
よ
う
に
地
方
公
共
団
体
の
財
政
を
取
り
巻
く

状
況
は
厳
し
い
も
の
で
あ
る
一
方
、
今
後
も
、
地
方
分

権
改
革
の
推
進
や
少
子
高
齢
社
会
に
向
け
た
介
護
・
医

療
・
子
育
て
支
援
な
ど
地
方
公
共
団
体
が
担
う
べ
き
役

割
に
即
し
た
地
方
財
源
の
確
保
が
ま
す
ま
す
重
要
と

な
っ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
地
方
団
体
の
毎
年
度
の
財
政
運
営
の
指
針

と
し
て
の
役
割
を
も
つ
、
地
方
財
政
計
画
に
つ
い
て
概

観
し
、
徳
島
県
内
の
市
町
村
普
通
会
計
当
初
予
算
の
状

況
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
き
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
今
年
度
を
表
す
場
合
に

は
、
参
考
文
献
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
等
を
除
き
、

令
和
元
年
度
と
記
載
す
る
。

地方財政計画と市町村普通会計当初予算
の概要について

市町村課主事（企画財政担当）　南　賀　銀　次

地
方
財
政
計
画
に
つ
い
て

　
地
方
財
政
計
画
は
、
地
方
交
付
税
法
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
地
方
団
体
の
歳
入
歳
出
総
額
の

見
込
額
に
関
す
る
書
類
で
あ
り
、
国
会
に
提
出
す
る
と

と
も
に
、
一
般
に
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
地
方
財
政
計
画
の
役
割
は
、（
１
）
国
家
財
政
・
国

民
経
済
等
と
の
整
合
性
の
確
保
、（
２
）
地
方
団
体
が

標
準
的
な
行
政
水
準
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
地
方
財
源

を
保
障
、（
３
）
地
方
団
体
の
毎
年
度
の
財
政
運
営
の

指
針
の
三
点
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
地
方
財
政
計
画
の
特
色
と
し
て
は
地
方
公
共

団
体
の
当
該
年
度
に
お
け
る
実
際
の
収
支
見
込
額
を
計

上
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
ほ
か
、
普
通
会
計
の
純

計
、
単
年
度
の
収
支
、
歳
出
は
性
質
別
分
類
、
決
算
と

は
異
な
る
と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
地
方
財
政

計
画
は
、
こ
れ
ら
の
特
色
を
よ
く
理
解
し
た
う
え
で
、

読
み
解
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
国
の
予
算
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
地
方
財
政
計
画
の

作
成
過
程
に
お
い
て
、
翌
年
度
の
地
方
財
政
収
支
が
見

込
ま
れ
、
交
付
税
法
第
六
条
に
規
定
さ
れ
た
交
付
税
総

額
で
収
支
が
均
衡
す
る
か
が
検
証
さ
れ
る
。
ま
た
、
収

支
不
足
が
見
込
ま
れ
る
場
合
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め

の
方
策
（
地
方
財
政
対
策
）
が
講
じ
ら
れ
る
。

平
成
三
十
一
年
度
地
方
財
政
計
画
の

ポ
イ
ン
ト

　
今
年
度
の
地
方
財
政
計
画
の
通
常
収
支
分
に
お
け
る

ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）　
一
般
財
源
総
額
の
確
保
と
質
の
改
善
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・
一
般
財
源
総
額
に
つ
い
て
、
前
年
度
を
〇
・
六
兆
円

上
回
る
六
二
・
七
兆
円
を
確
保

・
地
方
交
付
税
総
額
に
つ
い
て
、
前
年
度
を
〇
・
二
兆

円
上
回
る
一
六
・
二
兆
円
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

臨
時
財
政
対
策
債
を
前
年
度
か
ら
大
幅
に
抑
制

（
２
）　
幼
児
教
育
の
無
償
化
に
係
る
財
源
の
確
保

・
令
和
元
年
十
月
か
ら
実
施
す
る
幼
児
教
育
の
無
償
化

に
係
る
経
費
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
度
は
消
費
税
率

引
き
上
げ
に
伴
う
地
方
の
増
収
が
僅
か
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
地
方
負
担
分
を
措
置
す
る
臨
時
交
付
金
を
創

設
し
、
全
額
国
費
に
よ
り
対
応

（
３
）　
環
境
性
能
割
の
臨
時
的
軽
減
に
係
る
財
源
の
確

保

・
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
う
需
要
の
平
準
化
の
た
め

の
自
動
車
税
環
境
性
能
割
及
び
軽
自
動
車
税
環
境
性

能
割
の
臨
時
的
軽
減
に
よ
る
減
収
に
つ
い
て
、
地
方

特
例
交
付
金
に
よ
り
全
額
補
填

（
４
）　
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
三
か
年

緊
急
対
策
の
推
進

・
緊
急
対
策
に
係
る
事
業
費
一
・
二
兆
円
を
計
上
す
る

と
と
も
に
、
こ
れ
と
連
携
し
つ
つ
、
地
方
が
単
独
事

業
と
し
て
実
施
す
る
防
災
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
を
推
進

す
る
た
め
、
新
た
に
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業

費
〇
・
三
兆
円
を
計
上

（
５
）　
地
方
財
政
の
健
全
化

・
地
方
財
源
不
足
が
大
幅
に
縮
小
し
（
㉚
六
・
二
兆
円

→
㉛
四
・
四
兆
円
）
、
折
半
対
象
財
源
不
足
が
解
消

（
㉚
〇
・
三
兆
円
）

・
臨
時
財
政
対
策
債
は
、
前
年
度
か
ら
〇
・
七
兆
円
抑

制
（
㉚
四
・
〇
兆
円
→
㉛
三
・
三
兆
円
）

令
和
元
年
度
市
町
村
普
通
会
計
当
初

予
算
に
つ
い
て

①
概
況
と
ポ
イ
ン
ト

　
徳
島
県
内
市
町
村
の
令
和
元
年
度
当
初
予
算
の
規
模

は
、
三
、
六
六
九
億
七
五
百
万
円
で
、
前
年
度
当
初
予

算
に
比
べ
六
九
億
五
九
百
万
円
の
増
加
と
な
っ
て
お

り
、
二
年
連
続
の
増
で
あ
っ
た
。
前
年
度
か
ら
の
伸
び

率
は
一
・
九
％
で
あ
り
、
地
方
財
政
計
画
に
お
け
る
通

常
収
支
分
の
伸
び
率
で
あ
る
三
・
一
％
を
一
・
二
ポ
イ

ン
ト
下
回
っ
て
い
る
。
団
体
別
に
見
る
と
、
前
年
度
か

ら
増
加
し
た
の
は
十
七
団
体
、
減
少
し
た
の
は
七
団
体

と
な
っ
て
い
る
。
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
子
育
て
・
教

育
・
福
祉
の
充
実
や
災
害
復
旧
、
防
災
・
減
災
対
策
に

係
る
経
費
が
増
加
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
な
お
、
県
内
市
町
村
の
当
初
予
算
の
規
模
に
つ
い
て

は
【
資
料
１
】
の
内
容
で
公
表
し
て
い
る
。

市町村普通会計当初予算の規模
（単位：千円）

団体名
令和元年度

Ａ
平成 30 年度

Ｂ
増減率（％）

（A/B-1）
備考

徳 島 市 100,627,041 98,956,401 1.7

鳴 門 市 24,225,679 24,085,983 0.6

小 松 島 市 17,148,064 16,143,137 6.2

阿 南 市 32,781,062 34,815,528 △ 5.8

吉 野 川 市 23,455,900 23,166,000 1.3

阿 波 市 21,243,761 18,309,921 16.0

美 馬 市 19,431,848 19,414,738 0.1

三 好 市 24,807,193 24,510,534 1.2

勝 浦 町 3,841,919 3,657,356 5.0 （注）

上 勝 町 3,006,921 3,068,521 △ 2.0

佐 那 河 内 村 3,530,000 2,638,000 33.8

石 井 町 8,673,884 8,881,401 △ 2.3

神 山 町 4,457,000 4,419,000 0.9

那 賀 町 11,735,000 11,213,040 4.7

牟 岐 町 3,184,701 2,832,053 12.5

美 波 町 6,820,920 6,517,760 4.7

海 陽 町 7,070,849 7,203,849 △ 1.8

松 茂 町 6,194,480 5,859,250 5.7

北 島 町 7,146,000 7,640,000 △ 6.5

藍 住 町 11,000,000 10,150,000 8.4

板 野 町 6,771,369 6,242,378 8.5

上 板 町 4,722,935 4,630,932 2.0

つ る ぎ 町 7,673,002 7,767,510 △ 1.2

東 み よ し 町 7,425,039 7,892,369 △ 5.9 （注）

市　　計 263,720,548 259,402,242 1.7

町 村 計 103,254,019 100,613,419 2.6

市町村計 366,974,567 360,015,661 1.9

（注）平成30年度を骨格予算とした団体については､ 通年予算編成後の額に置き
直している。

【資料１】
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②
歳
入
の
状
況

　
自
主
財
源
の
根
幹
で
あ
る
市
町
村
税
は
、
法
人
税
割

や
固
定
資
産
税
の
増
収
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
が
主
な
要

因
と
な
り
、
九
九
、
二
六
一
百
万
円
と
対
前
年
度
比
一
・

七
％
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
歳
入
全
体
に
占

め
る
割
合
は
二
七
・
〇
％
と
、
前
年
度
の
二
七
・
一
％

よ
り
〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
。

　
地
方
行
政
の
計
画
的
な
運
営
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、

地
方
団
体
間
の
財
源
の
均
衡
化
の
機
能
を
持
つ
地
方
交

付
税
は
、
国
の
総
額
が
一
、
七
二
四
億
円
の
増
（
一
・

一
％
）
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
前
年
度
に
比
べ
て
四

億
八
八
百
万
円
（
〇
・
六
％
）
増
加
し
た
。
歳
入
全
体

に
占
め
る
割
合
は
二
二
・
〇
％
と
、
前
年
度
よ
り
〇
・

三
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
が
、
市
町
村
が
一
定
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
一
般
財
源
と
し
て
、

依
然
そ
の
重
要
性
は
高
い
。
な
お
、
地
方
交
付
税
と
臨

時
財
政
対
策
債
を
合
わ
せ
た
実
質
的
な
地
方
交
付
税
総

額
は
、
臨
時
財
政
対
策
債
が
二
二
億
九
百
万
円
（
△
一

八
・
七
％
）
減
少
し
た
こ
と
で
、
総
額
で
は
一
七
億
二

一
百
万
円
（
△
一
・
九
％
）
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
他
の
科
目
で
は
、
国
庫
支
出
金
は
、
保
育
所
等

整
備
交
付
金
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、
二
八
億
八
五
百
万

円
（
五
・
八
％
）
の
増
加
と
な
っ
て
お
り
、
臨
時
財
政

対
策
債
を
除
く
地
方
債
は
、
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債

の
増
加
な
ど
に
よ
り
、
前
年
度
に
比
べ
一
億
七
六
百
万

円
（
〇
・
六
％
）
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

③
歳
出
の
状
況

　
歳
出
の
う
ち
、
そ
の
支
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り

任
意
に
節
減
で
き
な
い
経
費
で
あ
る
義
務
的
経
費
に
つ

い
て
は
、退
職
手
当
の
減
少
に
よ
る
人
件
費
の
減
少（
△

〇
・
四
％
）
や
元
利
償
還
金
の
減
少
に
よ
る
公
債
費
の

 市町村普通会計当初予算　【歳入歳出項目別比較表】
（市町村計）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分

歳　　　　入

区　　　分

歳　　　　出【性質別】

令和元年度
当初予算額

Ａ

構成比
（％）

平成30年度
当初予算額

Ｂ

構成比
（％）

伸び率
A/B-1
（％）

令和元年度
当初予算額

Ａ

構成比
（％）

平成30年度
当初予算額

Ｂ

構成比
（％）

伸び率
A/B-1
（％）

 １ 市町村税 99,261 27.0 97,621 27.1 1.7  １ 人件費 64,499 17.6 64,760 18.0 △ 0.4

 ２ 分担金・負担金 2,219 0.6 2,335 0.6 △ 5.0 　⑴ 議員・委員等報酬特別職給与 5,830 1.6 5,496 1.5 6.1

 ３ 使用料・手数料 6,245 1.7 7,164 2.0 △ 12.8 　⑵ 職員給 43,393 11.8 43,309 12.0 0.2

 ４ 財産収入 686 0.2 846 0.2 △ 18.9 　⑶ その他 15,278 4.2 15,955 4.4 △ 4.2

 ５ 寄附金 942 0.3 873 0.2 7.9  ２ 扶助費 75,097 20.5 72,931 20.3 3.0

 ６ 繰入金 28,455 7.8 25,701 7.1 10.7  ３ 公債費 39,170 10.7 39,431 11.0 △ 0.7

 ７ 繰越金 2,113 0.6 2,271 0.6 △ 6.9 義務的経費計 (1-3) 178,766 48.7 177,122 49.2 0.9

 ８ 諸収入 8,126 2.2 7,924 2.2 2.6

自主財源計  (1-8) 148,047 40.3 144,735 40.2 2.3  ４ 普通建設事業費 46,797 12.8 47,197 13.1 △ 0.8

　⑴ 補助事業費 19,423 5.3 21,465 6.0 △ 9.5

 ９ 地方譲与税 3,326 0.9 3,097 0.9 7.4 　⑵ 単独事業費 27,374 7.5 25,732 7.1 6.4

10 ゴルフ場利用税交付金 155 0.0 173 0.0 △ 10.3  ５ 災害復旧事業費 2,733 0.7 601 0.2 354.7

11 特別地方消費税交付金 0 0.0 0 0.0 -  ６ 失業対策事業費 0 0.0 0 0.0 -

12 利子割交付金 196 0.1 169 0.0 16.0 投資的経費計 (4-6) 49,530 13.5 47,798 13.3 3.6

13 配当割交付金 640 0.2 606 0.2 5.6

14 株式等譲渡所得割交付金 644 0.2 650 0.2 △ 0.9  ７ 物件費 56,156 15.3 53,511 14.9 4.9

15 自動車取得税交付金 414 0.1 602 0.2 △ 31.2  ８ 維持補修費 3,731 1.0 3,513 1.0 6.2

16 地方特例交付金 1,497 0.4 294 0.1 409.2  ９ 補助費等 31,504 8.6 30,483 8.5 3.3

17 地方交付税 80,904 22.0 80,416 22.3 0.6 10 積立金 2,107 0.6 2,227 0.6 △ 5.4

　⑴ 普通交付税 74,570 20.3 74,283 20.6 0.4 11 投資及び出資金貸付金 3,377 0.9 3,290 0.9 2.6

　⑵ 特別交付税 6,334 1.7 6,133 1.7 3.3 12 繰出金 41,132 11.2 41,363 11.5 △ 0.6

18 交通安全対策特別交付金 131 0.0 139 0.0 △ 5.8 13 前年度繰上充用金 207 0.1 222 0.1 △ 6.7

19 国有提供施設等所在市町村助成交付金 237 0.1 231 0.1 2.6 14 予備費 465 0.1 487 0.1 △ 4.5

20 地方消費税交付金 12,822 3.5 12,982 3.6 △ 1.2 その他経費計 (7-14) 138,679 37.8 135,096 37.5 2.7

21 国庫支出金 52,354 14.3 49,469 13.7 5.8

22 県支出金 27,300 7.4 26,112 7.3 4.5

23 地方債 38,308 10.4 40,341 11.2 △ 5.0

うち臨時財政対策債 9,630 2.6 11,839 3.3 △ 18.7

依存財源計 (9-23) 218,928 59.7 215,281 59.8 1.7

合　　　計 366,975 100.0 360,016 100.0 1.9 合　　　計 366,975 100.0 360,016 100.0 1.9

（注１）表示単位未満を端数処理しているため、計・構成比が一致しないことがある。 
（注２）平成30年度当初予算額は、通年ベースの額に置き直している。 
（注３）予算額には借換債に係る歳入歳出額を含めていない。 
（注４）環境性能割交付金は、自動車取得税交付金に合算して集計している。 

【資料２】
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減
少
（
△
〇
・
七
％
）
の
一
方
で
、
介
護
給
付
費
・
訓

練
等
給
付
費
等
の
扶
助
費
の
増
加
（
三
・
〇
％
）
に
よ

り
、
前
年
度
に
比
べ
一
六
億
四
四
百
万
円
（
〇
・
九
％
）

の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
支
出
の
効
果
が
資
本
形
成
に
向
け
ら
れ
、
施
設

等
が
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
将
来
に
残
る
も
の
に
支
出
さ
れ

る
経
費
で
あ
る
投
資
的
経
費
に
つ
い
て
は
、
普
通
建
設

事
業
費
に
お
い
て
、
庁
舎
や
交
流
拠
点
施
設
、
防
災

施
設
の
整
備
な
ど
に
よ
り
単
独
事
業
費
は
増
加
（
六
・

四
％
）
し
た
が
、
高
齢
者
福
祉
施
設
や
学
校
施
設
の
整

備
事
業
の
進
捗
な
ど
に
よ
り
補
助
事
業
費
は
減
少
（
△

九
・
五
％
）
し
た
こ
と
に
よ
り
、
前
年
度
に
比
べ
四
億

円
（
△
〇
・
八
％
）
減
少
し
て
い
る
。
一
方
、
平
成
三

十
年
七
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
復
旧
事
業
費
が
大
幅
に
増

加
（
三
五
四
・
七
％
）
し
た
た
め
、
投
資
的
経
費
全
体

で
は
一
七
億
三
二
百
万
円
（
三
・
六
％
）
増
加
し
て
い
る
。

　
そ
の
他
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
委
託
費
の
増
加
等
に

よ
る
物
件
費
の
増
加
（
四
・
九
％
）
や
、
公
共
施
設

の
老
朽
化
対
策
の
た
め
の
維
持
補
修
費
の
増
加
（
六
・

二
％
）、
下
水
道
事
業
等
の
公
営
企
業
法
適
用
に
伴
い

歳
出
区
分
を
繰
出
金
か
ら
補
助
金
に
変
更
し
た
こ
と
等

に
よ
る
補
助
費
等
の
増
加
（
三
・
三
％
）
等
に
よ
り
、

前
年
度
に
比
べ
て
三
五
億
八
三
百
万
円
（
二
・
七
％
）

の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
こ
こ
ま
で
地
方
財
政
計
画
の
概
要
と
徳
島
県
内
市
町

村
の
令
和
元
年
度
普
通
会
計
当
初
予
算
に
つ
い
て
ふ
れ

て
き
た
。
内
容
を
振
り
返
る
と
、
本
県
市
町
村
の
令
和

元
年
度
当
初
予
算
は
、
引
き
続
き
地
方
創
生
の
実
現
に

向
け
た
取
組
み
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
庁
舎
や
交
流

拠
点
施
設
の
整
備
な
ど
の
大
型
工
事
、
防
災
施
設
の
整

備
な
ど
の
防
災
・
減
災
対
策
に
取
り
組
む
も
の
と
な
っ

て
い
る
一
方
、
市
町
村
財
政
は
、
社
会
保
障
経
費
や
公

共
施
設
の
老
朽
化
対
策
に
要
す
る
経
費
の
増
加
に
伴
い
、

扶
助
費
や
物
件
費
等
が
増
加
す
る
な
ど
、
依
然
と
し
て

厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

　
ま
た
、
令
和
二
年
度
の
地
方
財
政
計
画
に
つ
い
て
も

八
月
の
仮
算
定
、
年
末
の
地
方
財
政
対
策
の
決
定
を
経

て
、
例
年
で
あ
れ
ば
一
月
に
は
国
会
に
提
出
さ
れ
る
予

定
で
あ
る
。
地
方
財
政
計
画
に
は
、
市
町
村
財
政
を
適

切
に
運
営
し
て
い
く
う
え
で
重
要
と
な
る
様
々
な
内
容

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
市
町
村
に
お
か
れ
て
は
、
国
の
地
方
財
政
対
策
の
動

向
を
十
分
注
視
さ
れ
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
、
地
方

財
政
対
策
の
充
実
と
将
来
を
見
据
え
た
行
財
政
改
革
へ

の
取
組
み
に
よ
っ
て
、
財
政
構
造
の
弾
力
化
を
一
層
推

進
し
、
直
面
す
る
行
政
課
題
に
的
確
に
対
応
し
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

参
考
資
料

・
平
成
三
十
一
年
度
地
方
交
付
税
の
あ
ら
ま
し
（
一
般

社
団
法
人
地
方
財
務
協
会
）

・
平
成
三
十
一
年
度
地
方
財
政
計
画
の
ポ
イ
ン
ト
（
総

務
省
自
治
財
政
局
）

 市町村普通会計当初予算　【目的別歳出比較表】
（市町村計）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区分

令和元年度当初予算額 平成30年度当初予算額
伸び率

A/B-1（％）
総　　額 総　　額

Ａ 構成比 Ｂ 構成比

議 会 費 3,180 0.9 3,209 0.9 △ 0.9

総 務 費 46,327 12.6 43,338 12.0 6.9

民 生 費 136,554 37.2 133,502 37.1 2.3

衛 生 費 34,634 9.4 36,127 10.0 △ 4.1

労 働 費 149 0.0 184 0.1 △ 18.8

農 林 水 産 業 費 12,204 3.3 11,309 3.1 7.9

商 工 費 6,391 1.7 6,100 1.7 4.8

土 木 費 38,295 10.4 37,688 10.5 1.6

消 防 費 13,562 3.7 13,454 3.7 0.8

教 育 費 32,541 8.9 33,850 9.4 △ 3.9

災害復旧事業費 2,733 0.7 601 0.2 354.7

公 債 費 39,170 10.7 39,431 11.0 △ 0.7

諸 支 出 金 563 0.2 514 0.1 9.5

繰 上 充 用 金 207 0.1 222 0.1 △ 6.7

予 備 費 465 0.1 487 0.1 △ 4.5

合 計 366,975 100.0 360,016 100.0 1.9

（注１）端数処理の関係上、計・構成比が一致しないことがある。

（注２）平成30年度当初予算額は、通年ベースの額に置き直している。

【資料３】
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令和元年度実施
プレミアム付商品券事業について

市町村課主事（企画財政担当）　西　岡　敬　太

減
税
率
制
度
の
導
入
、
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
、

中
小
小
売
店
で
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
対
し
て
の

ポ
イ
ン
ト
還
元
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
な
ど
の

各
種
施
策
を
実
施
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
私
が
県
の
市
町
村
課
企
画
財
政

担
当
と
し
て
六
月
か
ら
九
月
末
ま
で
担
当
さ
せ
て
頂
い

た
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
の
事
業
内
容
及
び
県
内

市
町
村
に
お
け
る
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
購
入
対
象
者

数
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
の
概
要

（
１
）
事
業
の
概
要

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
は
、
国
の
平
成
三
十
年

度
二
次
補
正
予
算
に
お
い
て
九
六
億
円
、
平
成
三
十
一

は
じ
め
に

　
二
〇
一
二
年
十
二
月
の
第
二
次
安
倍
内
閣
発
足
以
降
、

わ
が
国
の
経
済
は
、
緩
や
か
な
回
復
基
調
に
あ
る
が
、

全
国
的
な
問
題
で
あ
る
少
子
高
齢
化
問
題
と
人
口
減
少

問
題
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
て
お
り
、
根
本
的
、
構
造

的
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま

た
、
二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
後
に
予
想
さ

れ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
特
需
の
剥
落
や
、
戦
後
の
ベ
ビ
ー

ブ
ー
ム
で
生
ま
れ
た
団
塊
の
世
代
の
全
員
が
七
十
五
歳

以
上
の
後
期
高
齢
者
と
な
る
超
高
齢
社
会
を
迎
え
る
二

〇
二
五
年
以
降
な
ど
、
少
し
長
い
目
で
見
通
す
と
、
少

子
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
に
よ
り
増
大
す
る
社
会
保
障

費
等
へ
の
対
応
な
ど
、
相
当
に
厳
し
い
状
況
が
予
想
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、

本
年
の
十
月
に
は
、
将
来

世
代
へ
の
負
担
が
増
加
し

て
い
る
社
会
保
障
制
度
を

次
世
代
に
引
き
継
ぎ
、
全

世
代
型
に
転
換
す
る
こ
と

を
目
的
に
、
消
費
税
率
が

八
％
か
ら
一
〇
％
へ
引
き

上
げ
ら
れ
た
。

　
一
方
で
、
消
費
税
率
の

引
き
上
げ
が
低
所
得
者
等

に
与
え
る
影
響
が
大
き
い

こ
と
か
ら
、
政
府
は
消
費

税
増
税
対
策
と
し
て
、
軽

【図１】プレミアム付商品券事業広報チラシ
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年
度
予
算
に
お
い
て
一
、
七
二
三
億
円
の
予
算
措
置
が

さ
れ
て
お
り
、
消
費
税
・
地
方
消
費
税
の
引
上
げ
に
伴

う
低
所
得
者
・
子
育
て
世
帯
の
消
費
へ
の
影
響
を
緩
和

す
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
消
費
を
喚
起
・
下
支

え
す
る
た
め
、
低
所
得
者
・
子
育
て
世
帯
主
向
け
の
プ

レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
（
以
下
、「
商
品
券
」
と
い
う
。）

の
発
行
等
を
行
う
市
区
町
村
に
対
し
、
国
に
よ
る
財
政

支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
実
施
す
る
。

（
２
）
購
入
対
象
者

①
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
に
お
い
て
市
町
村
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
平
成
三
十
一
年
度
の

市
町
村
民
税
が
非
課
税
の
者
。
た
だ
し
、
平
成
三
十

一
年
度
の
市
町
村
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
者
に
扶

養
さ
れ
て
い
る
者
（
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
、
扶

養
親
族
、
青
色
事
業
専
従
者
）
及
び
生
活
保
護
受
給

者
等
を
除
く
。

②
平
成
二
十
八
年
四
月
二
日
～
令
和
元
年
九
月
三
十
日

ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
子
（
三
歳
半
ま
で
の
子
）
が

属
す
る
世
帯
の
世
帯
主

（
３
）
商
品
券
の
販
売
に
つ
い
て

①
右
記
（
２
）
①
の
該
当
者
に
つ
い
て
は
、
一
人
に
つ

き
最
大
二
・
五
万
円
の
商
品
券
を
二
万
円
で
購
入
す

る
こ
と
が
可
能

②
右
記
（
２
）
②
の
該
当
者
に
つ
い
て
は
、
子
一
人
に

つ
き
最
大
二
・
五
万
円
の
商
品
券
を
二
万
円
で
購
入

す
る
こ
と
が
可
能

（
４
）
申
請
か
ら
販
売
ま
で
の
流
れ

※
子
育
て
世
帯
に
つ
い
て
は
、
申
請
は
不
要
で
あ
り
、

市
町
村
が
住
民
基
本
台
帳
に
基
づ
き
、
対
象
者
を

抽
出
し
、
九
月
中
旬
以
降
に
順
次
商
品
券
引
換
券

を
発
送
。

商
品
券
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
事
業
実
施
要
領
か
ら
抜
粋
）

（
１
）
商
品
券
の
使
用
期
間

①
商
品
券
の
使
用
期
間
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
、
市
町
村
の

定
め
る
期
間
と
す
る
こ
と
。
当
該
期
間
後
、
商
品
券

は
無
効
と
す
る
こ
と
。

②
使
用
期
間
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
商
品
券
の
購

入
者
の
利
便
性
等
を
勘
案
し
、
で
き
る
限
り
長
い
期

間
を
確
保
す
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。

（
２
）
商
品
券
の
使
用
可
能
店
舗

①
商
品
券
の
使
用
可
能
店
舗
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
等

に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
民
間
事
業
者

を
対
象
に
幅
広
く
公
募
す
る
こ
と
。

②
商
品
券
の
購
入
者
の
利
便
性
等
を
勘
案
し
、
市
町
村

の
判
断
に
よ
り
、
近
隣
の
市
町
村
の
全
部
又
は
一
部

の
区
域
内
の
民
間
事
業
者
に
つ
い
て
公
募
の
対
象
と

す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

（
３
）
商
品
券
の
使
途

①
市
町
村
は
、
商
品
券
の
使
用
対
象
外
と
な
る
物
品
又

は
役
務
（
以
下
「
使
用
対
象
外
物
品
等
」
と
い
う
。）

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

②
①
の
使
用
対
象
外
物
品
等
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

以
下
に
掲
げ
る
使
用
対
象
外
物
品
等
と
し
て
想
定
さ

れ
る
も
の
を
参
考
に
検
討
す
る
こ
と
。

　
・
明
ら
か
な
資
産
形
成
で
あ
り
、
消
費
の
下
支
え
と

は
言
い
が
た
い
出
資
や
金
融
商
品
の
購
入
等

【図２】申請から販売までの流れ
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・
換
金
性
が
高
く
、
消
費
税
・
地
方
消
費
税
率
引
上

げ
直
後
の
六
か
月
以
内
の
消
費
に
確
実
に
つ
な
げ

る
と
い
う
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
の
趣
旨
に

そ
ぐ
わ
な
い
商
品
券
、
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
等

　
・
過
去
に
実
施
さ
れ
た
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業

に
類
似
す
る
市
町
村
の
事
業
に
お
い
て
、
不
適
切

と
し
て
対
象
外
と
さ
れ
て
き
た
性
風
俗
特
殊
営
業

等

　
・
地
域
経
済
の
振
興
に
直
接
的
に
資
す
る
こ
と
が
想

定
し
が
た
い
国
や
地
方
公
共
団
体
へ
の
支
払
い

（
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
含
む
。）

（
４
）
商
品
券
の
使
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

①
商
品
券
を
提
示
し
て
行
わ
れ
る
取
引
に
お
い
て
は
、

釣
銭
は
支
払
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

②
商
品
券
の
購
入
者
に
対
し
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

事
業
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
商
品
券
の
第
三
者
へ
の
転

売
・
譲
渡
や
換
金
に
つ
い
て
は
、
行
わ
な
い
で
い
た

だ
き
た
い
旨
を
周
知
す
る
こ
と
。

③
商
品
券
の
使
用
可
能
店
舗
に
対
し
、
商
品
券
の
第
三

者
へ
の
転
売
・
譲
渡
や
換
金
の
防
止
に
つ
い
て
協
力

を
求
め
る
こ
と
。

（
５
）
商
品
券
の
換
金
手
続
き

①
換
金
の
方
法
は
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
に
類

似
す
る
市
町
村
に
お
け
る
従
前
の
事
業
で
の
取
扱
い

を
踏
ま
え
て
適
切
な
方
法
を
検
討
い
た
だ
き
た
い
こ

と
。

②
使
用
可
能
店
舗
に
よ
る
換
金
の
申
出
期
間
は
、
国
及

び
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
本
商
品
券
事
業
に
係
る

事
務
処
理
の
日
程
及
び
こ
れ
ま
で
の
各
地
域
に
お
け

る
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
に
類
似
す
る
事
業
の

取
組
を
踏
ま
え
、
適
切
な
期
間
を
検
討
い
た
だ
き
た

い
こ
と
。

③
換
金
手
続
き
を
完
了
し
た
商
品
券
に
つ
い
て
は
、
換

金
し
た
金
額
を
的
確
に
把
握
す
る
た
め
、
保
管
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
換
金
し
た
金
額
を
的
確
に
把
握
す

る
方
法
が
別
途
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

④
換
金
手
続
き
を
完
了
し
た
商
品
券
に
つ
い
て
、（
３
）

の
把
握
が
な
さ
れ
た
後
は
、
適
切
に
処
分
す
る
こ
と
。

県
内
各
市
町
村
に
お
け
る
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
事
業
の
対
象
者
数
に
つ
い
て

　
県
内
各
市
町
村
に
お
け
る
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事

業
の
対
象
者
数
に
つ
い
て
は
、
図
３
の
と
お
り
。
な
お
、

図
３
の
購
入
対
象
者
は
、
令
和
元
年
七
月
調
査
時
点
で

の
見
込
人
数
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
今
回
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付

商
品
券
事
業
は
、
消
費
税
増
税
対
策
の
一
つ
と
し
て
実

施
す
る
も
の
で
、
補
助
対
象
者
を
低
所
得
者
や
子
育
て

世
帯
と
し
て
い
る
が
、
消
費
税
増
税
は
、
補
助
対
象
者

以
外
の
消
費
者
に
も
当
然
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、

個
人
消
費
は
冷
え
込
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
、
い
か
に
し
て
地
域
経
済
を
活
性
化

さ
せ
る
か
が
重
要
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て

は
、
今
後
も
国
の
動
向
や
経
済
情
勢
を
十
分
に
注
視
し

つ
つ
、
個
人
消
費
の
喚
起
や
中
小
企
業
へ
の
支
援
、
軽

減
税
率
制
度
な
ど
の
積
極
的
な
広
報
や
丁
寧
な
相
談
対

応
な
ど
、
適
切
な
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

【図３】
 （単位：人）

市町村名
商品券購入対象者

見込人数

徳 島 市 67,000 

鳴 門 市 15,500 

小 松 島 市 8,500 

阿 南 市 13,000 

吉 野 川 市 12,000 

阿 波 市 10,900 

美 馬 市 5,600 

三 好 市 8,000 

勝 浦 町 1,300 

上 勝 町 700 

佐 那 河 内 村 700 

石 井 町 6,000 

神 山 町 1,900 

那 賀 町 2,500 

牟 岐 町 900 

美 波 町 2,300 

海 陽 町 3,000 

松 茂 町 3,000 

北 島 町 2,000 

藍 住 町 6,500 

板 野 町 3,300 

上 板 町 3,000 

つ る ぎ 町 3,000 

東 み よ し 町 2,832 

合　　　計 183,432 
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徳島県における移住者数増加の
ための取組みについて

地方創生推進課主事（移住交流担当）　岩　本　裕　樹

は
じ
め
に

　
近
年
、
地
方
で
は
、
過
疎
化
や
少
子
高
齢
化
が
急
速

に
進
行
し
て
お
り
、徳
島
県
の
人
口
（
一
月
一
日
現
在
）

も
、
平
成
十
一
年
か
ら
平
成
三
十
一
年
に
か
け
て
二
十

年
連
続
、
こ
の
二
十
年
間
で
約
一
〇
万
人
減
少
し
て
い

る
。
ま
た
、
社
会
増
減
数
に
お
い
て
も
平
成
十
一
年
か

ら
二
十
年
連
続
で
転
出
超
過
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
三

十
年
度
は
、
そ
の
数
が
一
、
九
二
三
人
と
報
告
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
現
在
、
各
市
町
村
に
お
い
て
、
地
域
活
力
の

維
持
・
活
性
化
を
図
る
た
め
、
移
住
者
の
増
加
に
向
け

た
様
々
な
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
、
徳
島
県
が
令
和
元
年
度
に
取
組
ん
で
い
る

移
住
交
流
事
業
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

移
住
者
と
は

　
移
住
者
の
定
義
に
つ
い
て
、
実
は
現
在
、
正
式
に
定

め
ら
れ
た
も
の
は
な
い
。
徳
島
県
で
は
、
平
成
二
十
六

年
度
ま
で
は
、「
移
住
・
交
流
に
関
し
て
、
県
・
市
町

村
が
情
報
提
供
や
支
援
な
ど
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
移

住
し
た
者
な
ど
、『
市
町
村
が
移
住
者
と
し
て
把
握
し

て
い
る
者
』」
と
定
義
し
て
い
た
。

　
し
か
し
、
市
町
村
相
談
窓
口
を
通
さ
な
い
移
住
者
も

含
め
、
実
態
を
正
確
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
は
「
各
市
町
村
の
転
入
窓

口
で
『
転
入
状
況
ア
ン
ケ
ー
ト
』
を
転
入
者
に
対
し
て

実
施
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
、
会
社
都
合
に
よ
る

転
勤
、
進
学
、
施
設
入
所
以
外
の
理
由
で
転
入
し
た
方

（
自
ら
の
意
思
で
、定
住
を
目
的
に
転
入
し
て
き
た
方
）」

を
、
移
住
者
と
し
て
集
計
し
て
い
る
。

徳
島
県
の
移
住
関
連
事
業
に
つ
い
て

　
転
入
・
転
出
者
数
の
均
衡
に
向
け
、
Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン

に
よ
る
と
く
し
ま
回
帰
を
加
速
さ
せ
る
た
め
、
県
で
は

「
情
報
発
信
」、「
移
住
相
談
」、「
魅
力
実
感
」、「
移
住

実
現
」
の
四
つ
の
ス
テ
ー
ジ
毎
に
多
様
な
移
住
交
流
施

策
を
展
開
し
て
お
り
、
令
和
元
年
度
は
特
に
、「
若
者
」

の
定
着
・
Ｕ
タ
ー
ン
の
促
進
に
重
点
を
置
い
て
事
業
に

取
組
ん
で
い
る
。

（
１
）
情
報
発
信
ス
テ
ー
ジ

・「
と
く
し
ま
若
者
回
帰
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
」
の
委
嘱

　「
と
く
し
ま
若
者
回
帰
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
」
と
は
、
若

者
の
目
線
で
、若
者
の
言
葉
で
、若
者
の
ツ
ー
ル
で
、「
徳

島
の
今
」
を
発
信
し
て
く
れ
る
方
の
こ
と
で
あ
る
。
既

に
開
設
し
て
い
る
と
く
し
ま
若
者
応
援
サ
イ
ト
「
Ａ
Ｗ

Ａ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
」
の
継
続
的
な
発
展
に
向
け
、
責
任
を
持
っ

て
主
体
的
に
情
報
発
信
を
行
う
若
者
を
知
事
が
「
ア
ン

バ
サ
ダ
ー
」
と
し
て
委
嘱
し
、
歴
史
・
文
化
・
県
産
品

な
ど
の
魅
力
を
若
者
目
線
で
捉
え
情
報
発
信
を
し
た
り
、

Ａ
Ｗ
Ａ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
登
録
者
数
増
加
に
つ
な
が
る
情
報
発
信

方
法
の
提
案
・
実
施
に
取
組
ん
で
頂
く
こ
と
で
、
徳
島
の

魅
力
を
若
者
の
間
で
広
め
、Ｐ
Ｒ
し
て
い
く
事
業
で
あ
る
。

・
と
く
し
ま
若
者
回
帰
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業

　
県
内
の
中
高
生
や
学
生
、
県
外
に
進
出
し
た
学
生
及

び
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
ふ
る
さ
と
回
帰
へ
の
気
運
を

醸
成
す
る
た
め
の
効
果
的
な
ツ
ア
ー
を
開
催
す
る
事
業

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
列
車
や
フ
ェ
リ
ー
の
中
で
の

専
門
家
を
迎
え
て
の
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
デ
ィ
ス
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カ
ッ
シ
ョ
ン
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
等
を
行
い
、
地
元
徳

島
の
未
来
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
う
、「
ト
レ
イ
ン
セ

ミ
ナ
ー
」
や
「
洋
上
セ
ミ
ナ
ー
」
を
、
関
西
圏
及
び
首

都
圏
と
徳
島
間
で
開
催
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
校
生
や

保
護
者
向
け
に
、
徳
島
で
働
く
こ
と
の
魅
力
や
メ
リ
ッ

ト
を
知
っ
て
も
ら
う
「
高
校
生
ス
タ
デ
ィ
ー
ツ
ア
ー
」

や
「
わ
が
子
の
ふ
る
さ
と
就
活
ス
タ
デ
ィ
ー
ツ
ア
ー
」

に
つ
い
て
も
企
画
が
進
ん
で
い
る
。

（
２
）
移
住
相
談
ス
テ
ー
ジ

・
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
移
住
相
談
窓
口
の
設
置

　
徳
島
県
へ
の
移
住
に
関
心
を
持
た
れ
て
い
る
方
々
を
、

実
際
の
移
住
・
交
流
に
つ
な
げ
る
た
め
、
徳
島
暮
ら
し

の
魅
力
を
発
信
し
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
相
談
を
受
け
ら

れ
る
窓
口
を
徳
島
（
と
く
し
ま
移
住
交
流
促
進
セ
ン

タ
ー
）
と
東
京
（
住
ん
で
み
ん
で
徳
島
で
！
移
住
相
談
セ

ン
タ
ー
）
に
設
置
し
て
い
る
。
両
セ
ン
タ
ー
と
も
、
移

住
相
談
の
専
門
員
で
あ
る
「
移
住
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
」

が
常
駐
し
、
移
住
に
関
す
る
幅
広
い
相
談
に
対
応
し
て

い
る
。
東
京
の
移
住
相
談
セ
ン
タ
ー
は
、
徳
島
県
が
魅

力
あ
る
移
住
候
補
地
と
し
て
認
識
さ
れ
る
た
め
の
最
前

線
の
発
信
拠
点
で
あ
る
と
と
も
に
、
移
住
希
望
者
に

と
っ
て
、
身
近
な
場
所
で
気
軽
に
対
面
相
談
が
で
き
る

「
つ
な
ぎ
の
場
」と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
一
方
、

徳
島
駅
前
の
移
住
交
流
促
進
セ
ン
タ
ー
は
、
徳
島
県
内

の
市
町
村
や
関
係
団
体
等
と
連
携
し
、
仕
事
や
住
ま
い

の
確
保
な
ど
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
、
よ
り
踏
み
込

ん
だ
相
談
に
応
じ
る
役
割
を
担
い
、
移
住
関
係
情
報
を

総
合
的
に
集
約
・
発
信
す
る
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
魅
力
実
感
ス
テ
ー
ジ

・
と
く
し
ま
移
住
実
現
サ
ポ
ー
ト
ツ
ア
ー
の
開
催

　
移
住
本
気
度
の
高
い
者
を
対
象
に
、
移
住
希
望
者
の

具
体
的
な
要
望
を
ツ
ア
ー
行
程
に
反
映
さ
せ
、
徳
島
県

の
魅
力
を
実
体
験
し
て
も
ら
う
ツ
ア
ー
を
開
催
し
て
い

る
。
移
住
希
望
者
の
希
望
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
解
消
や

移
住
後
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
少
し
で
も
見
え
る
こ
と
で
、
移

住
を
す
る
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
る
方
が
、
移
住
へ
の
第

一
歩
を
踏
み
出
す
き
っ
か
け
と
な
る
事
を
目
指
し
て
い

る
。

・
わ
く
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ
徳
島
！
新
し
い
ふ
る
さ
と
発
見
事
業

　
こ
の
事
業
は
、
国
内
版
「
ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
」

の
取
組
み
で
あ
り
、
都
市
部
の
若
者
が
一
定
期
間
地
方

に
滞
在
し
、
働
い
て
収
入
を
得
な
が
ら
、
地
域
住
民
と

の
交
流
イ
ベ
ン
ト
や
、
地
域
の
歴
史
・
文
化
等
の
学
び

の
場
を
通
し
て
、
田
舎
暮
ら
し
の
良
さ
を
感
じ
、
地
方

の
暮
ら
し
を
リ
ア
ル
に
体
感
し
て
も
ら
う
事
業
で
あ
る
。

事
業
を
通
じ
て
、
参
加
し
た
若
者
を
、
地
域
に
関
心
の

あ
る
者
か
ら
愛
着
を
持
っ
て
地
域
に
関
与
す
る
者
へ
と

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
さ
せ
、
最
終
的
に
移
住
に
つ
な
が
る

よ
う
な
魅
力
的
な
滞
在
機
会
を
提
供
す
る
。

（
４
）
移
住
実
現
ス
テ
ー
ジ

・
徳
島
わ
く
わ
く
移
住
支
援
事
業

　
東
京
圏
か
ら
の
Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
の
促
進
に
よ
り
、
東

京
一
極
集
中
を
是
正
し
、
徳
島
県
の
社
会
的
課
題
を
解

決
す
る
産
業
の
創
出
や
中
小
企
業
の
人
材
・
担
い
手
確

保
に
つ
な
が
る
移
住
者
の
増
加
を
目
的
と
し
て
、
東
京

二
十
三
区
の
在
住
者
・
通
勤
者
（
直
前
に
連
続
し
て
五

年
以
上
）
が
、
徳
島
県
で
就
職
（
県
が
認
め
た
中
小
企

業
等
）
し
た
り
、
起
業
（「
地
域
課
題
の
解
決
に
資
す

る
事
業
」
と
し
て
審
査
会
で
認
め
ら
れ
た
計
画
）
す
る

場
合
、「
引
越
に
か
か
る
費
用
一
〇
〇
万
円
（
単
身
世

帯
は
六
〇
万
円
）」
が
支
給
さ
れ
る
事
業
で
あ
る
。
移

住
に
伴
う
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
支
援
す
る
こ
と
で
、

移
住
者
の
受
入
れ
増
加
に
よ
る
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
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を
目
指
す
。

・
移
住
者
交
流
会
の
開
催

　
移
住
者
が
抱
え
る
不
安
を
解
消
し
、
安
心
し
て
定
住

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
移
住
者
、
そ
の
支
援
を
行
う

民
間
団
体
、
行
政
関
係
者
が
参
加
し
、
移
住
者
の
共
通

の
悩
み
、
移
住
後
の
感
想
、
行
政
へ
の
要
望
な
ど
の
意

見
交
換
等
を
行
う
交
流
会
を
実
施
し
て
い
る
。
移
住
者

に
は
、
新
天
地
な
ら
で
は
の
文
化
・
風
習
の
違
い
や
、

新
し
い
仕
事
、
人
間
関
係
等
で
思
わ
ぬ
悩
み
を
抱
え
る

こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
か
ら
、
移
住
前
の
み
な
ら
ず
、

移
住
し
た
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
い
、
移
住
者
の

定
住
促
進
に
つ
な
げ
て
い
る
。

「
と
く
し
ま
」
ふ
る
さ
と
回
帰
推
進

協
議
会
に
つ
い
て

　
こ
れ
ま
で
述
べ
た
事
業
の
ほ
か
に
、
徳
島
県
と
県
内

全
二
十
四
市
町
村
で
構
成
す
る
「
と
く
し
ま
」
ふ
る
さ

と
回
帰
推
進
協
議
会
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。「
と
く
し

ま
」
ふ
る
さ
と
回
帰
推
進
協
議
会
は
、
県
と
市
町
村
が

緊
密
に
連
携
し
、「
ふ
る
さ
と
回
帰
対
策
」
に
取
組
む

こ
と
で
、
移
住
交
流
の
推
進
を
図
り
、
ひ
い
て
は
定

住
・
交
流
人
口
の
増
加
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
平
成
二
十
一
年
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
主
な
取
組
み
と
し
て
、「
移
住
・
交
流
モ
デ
ル
事
業

に
対
す
る
助
成
」
と
し
て
、
民
間
団
体
と
連
携
し
、
空

き
家
等
地
域
資
源
の
活
用
促
進
等
モ
デ
ル
的
な
取
組
み

を
行
う
市
町
村
に
助
成
を
行
っ
て
い
る
。
過
去
に
は
、

「
空
き
家
改
修
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
や
、現
地
で
の
「
移

住
希
望
者
体
験
事
業
」
な
ど
を
実
施
し
て
き
た
。
ま
た
、

都
市
部
で
移
住
・
交
流
フ
ェ
ア
に
出
展
し
、
県
外
の
移

住
希
望
者
に
向
け
て
、
徳
島
県
の
魅
力
の
Ｐ
Ｒ
や
移
住

相
談
に
応
じ
て
い
る
市
町
村
に
対
し
、
出
展
費
の
助
成

も
行
っ
て
い
る
。
こ
の
出
展
費
助
成
に
よ
り
、
市
町
村

は
移
住
・
交
流
フ
ェ
ア
に
参
加
し
や
す
く
な
る
た
め
、

年
々
多
く
の
市
町
村
が
移
住
・
交
流
フ
ェ
ア
に
参
加
し

て
お
り
、
県
と
県
内
全
市
町
村
が
一
体
と
な
っ
て
移
住

交
流
の
推
進
に
取
組
む
気
運
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。

徳
島
県
の
移
住
者
数
の
推
移

　
移
住
者
数
は
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
な
取
組

み
の
効
果
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
度
の
六
一
二
人
か

ら
平
成
三
十
年
度
に
は
一
、
四
〇
二
人
と
大
幅
に
増
加

し
て
い
る
。
令
和
元
年
度
に
お
い
て
も
、
さ
ら
な
る
移

住
者
数
の
増
加
に
つ
な
が
る
よ
う
取
組
み
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
各
市

町
村
に
対
し

て
も
、
転
入

届
所
管
課
と

し
っ
か
り
連

携
し
、
移
住

者
数
の
正
確

な
把
握
に
引

き
続
き
ご
理

解
・
ご
協
力

を
求
め
て
い

く
必
要
が
あ

る
。

終
わ
り
に

　
こ
の
よ
う
な
様
々
な
取
組
み
に
よ
り
、
徳
島
県
へ
の

県
外
移
住
者
数
は
増
加
し
て
い
る
一
方
で
、
転
出
超
過

等
に
よ
る
人
口
減
少
と
、
東
京
一
極
集
中
の
拡
大
を
解

消
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
状
況
を
少
し
で
も
打
開

す
る
た
め
に
、
県
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
効
果
的
な

取
組
み
の
継
続
は
も
と
よ
り
、
社
会
情
勢
に
即
し
た
新

た
な
事
業
に
も
取
組
ん
で
参
り
た
い
。
今
後
も
、
県
と

全
市
町
村
が
一
丸
と
な
っ
て
移
住
交
流
施
策
を
推
進
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

平成30年度移住者（県外等）の実績

移住者数の比較（平成24年度～平成30年度）

年度
全体 うち県外等

人数 世帯 人数 世帯

平成30年度 3,601 2,372 1,402 1,003

平成29年度 2,874 1,838 1,200 836

平成28年度 2,113 1,323 842 586

平成27年度 1,471 962 612 424

平成26年度 93 65 65 47

平成25年度 107 70 80 43

平成24年度 114 65 99 55
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は
じ
め
に

　
日
本
の
人
口
は
、
一
億
二
、
七
〇
九
万
五
千
人
（
平

成
二
十
七
年
国
勢
調
査

：

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
現

在
）
で
、
前
回
（
平
成
二
十
二
年
）
比
で
九
六
万
三
千

人
（
〇
・
八
％
）
減
と
な
り
、
総
人
口
が
調
査
開
始
以

来
初
め
て
減
っ
た
。
本
県
は
二
九
、
七
五
八
人
（
三
・

八
％
）
減
の
七
五
五
、
七
三
三
人
、
大
阪
で
も
戦
後
初

め
て
減
少
局
面
に
入
っ
た
。

　
一
方
、
総
務
省
「
住
民
基
本
台
帳
人
口
移
動
報
告
平

成
三
十
年
結
果
）
に
よ
る
と
、
東
京
圏
（
東
京
都
、
神

奈
川
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
）
は
一
三
万
九
、
八
六
八

人
（
外
国
人
含
む
）
の
転
入
超
過
で
、「
東
京
一
極
集
中
」

が
大
幅
に
加
速
し
て
い
る
。

※
東
京
圏
へ
の
転
入
超
過
は
二
十
三
年
連
続

　
現
状
の
ま
ま
何
も
し
な
い
場
合
、
人
口
急
減
・
超
高

齢
化
に
よ
り
経
済
社
会
全
体
が
負
の
連

鎖
に
陥
り
、
地
域
社
会
が
衰
退
し
て
い

く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

　
本
稿
で
は
、「
人
口
減
少
の
克
服
」、

「
東
京
一
極
集
中
の
是
正
」
の
実
現
に

向
け
た
徳
島
県
の
地
方
創
生
の
取
組
を

紹
介
す
る
。

「
地
方
創
生
」
に
つ
い
て

  

「
地
方
創
生
」
と
は
、
地
域
に
住
み
、

関
わ
る
人
々
が
、
地
域
の
未
来
に
希
望

を
持
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
地
域
を
目
指
す
の
か
に
つ

い
て
、
地
方
自
治
体
や
住
民
が
ビ
ジ
ョ

地方創生について
〜地方版総合戦略を中心に〜

地方創生推進課主事（地方創生担当）　橋　本　　　敦

「全国及び徳島県の人口の現状」
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ン
と
戦
略
を
共
有
し
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
、
長
期
的

な
視
野
に
立
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
。
地
域
の
自
治
体

や
住
民
が
主
役
と
な
り
、
自
ら
の
創
意
工
夫
を
凝
ら
し

地
域
資
源
を
活
用
し
た
取
組
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

第
一
期
（
二
〇
一
五
～
二
〇
一
九
）
総
合
戦
略

「
ｖ
ｓ
東
京
『
と
く
し
ま
回
帰
』」
総
合
戦
略
」　

　
本
県
で
は
、「
人
口
減
少
の
克
服
」
と
「
東
京
一
極

集
中
の
是
正
」
に
向
け
た
本
県
独
自
の
施
策
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、「
と
く
し
ま
人
口
ビ

ジ
ョ
ン
」
と
「
ｖ
ｓ
東
京  

『
と
く
し
ま
回
帰
』
総
合

戦
略
」
を
平
成
二
十
七
年
に
策
定
し
た
。

※
最
終
改
訂 

令
和
元
年
七
月
。

基
本
姿
勢

位
置
づ
け

　「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
」
九
条
に
基
づ
き
、

「
と
く
し
ま
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
」
で
描
く
将
来
展
望
に
向
け
、

人
口
減
少
の
克
服
と
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
に
向
け

た
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
五
か
年
（
二
〇
一
五
～
二

〇
一
九
）
の
施
策
の
方
向
性
を
位
置
づ
け
る
計
画
と
す

る
。

検
証
と
改
善
（「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
」
の
構
築
）

　「
総
合
戦
略
」
に
お
い
て
は
、「
四
つ
の
基
本
目
標
」

を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
基
本
目
標
ご
と
に
五
年
後
の
目

標
を
設
定
す
る
。
ま
た
、
基
本
目
標
の
達
成
に
向
け
、

具
体
的
な
施
策
ご
と
に
「
重
要
業
績
評
価
指
数
（
Ｋ
Ｐ

Ｉ
）」
を
設
定
し
、
こ
れ
ら
の
目
標
等
を
基
に
、
実
施

し
た
施
策
・
事
業
の
効
果
を
検
証
し
、
改
善
（
総
合
戦

略
の
見
直
し
）
を
行
う
仕
組
み
「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
」

を
確
立
す
る
。
効
果
検
証
と
改
善
見
直
し
を
外
部
有
識

者
の
参
画
に
よ
り
実
施
す
る
。

基
本
目
標

　
徳
島
と
東
京
が
「
一
対
」
と
な
り
、「
地
方
創
生
」、

ひ
い
て
は
「
日
本
創
生
」
の
実
現
を
目
指
す
「
ｖ
ｓ
東

京
」
の
共
通
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
、「
ひ
と
」
が
「
し

ご
と
」
を
呼
び
込
む
好
循
環
を
確
立
し
、活
力
あ
る
「
ま

ち
」
づ
く
り
を
加
速
す
る
「
と
く
し
ま
回
帰
」
の
具
現

化
に
向
け
て
、「
四
つ
の
基
本
目
標
」
を
掲
げ
、「
新
未

来
と
く
し
ま
」
の
創
造
へ
と
導
く
各
種
施
策
を
強
力
に

推
進
す
る
。

【
基
本
目
標
１
】

　
新
し
い
人
の
流
れ
づ
く
り

　
共
通
コ
ン
セ
プ
ト
「
ｖ
ｓ
東
京
」
の
も
と
、
各
世
代

に
わ
た
る
東
京
か
ら
の
移
住
を
は
じ
め
、
大
都
市
圏
か

ら
の
「
新
し
い
人
の
流
れ
」
を
生
み
出
す
「
と
く
し
ま

回
帰
」
を
推
進
す
る
。

『
取
組
事
例
』

○
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
～

・
全
国
屈
指
の
光
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
環
境
を
生
か
し
、

東
京
都
内
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
企
業
を
は
じ
め
、
県
内
の
三
地

域
（
神
山
町
・
美
波
町
・
に
し
阿
波
地
域
）
を
中
心

に
、
十
三
市
町
村
・
六
十
四
社
が
進
出
（
令
和
元
年

十
二
月
十
一
日
現
在
）

・
美
波
町
に
侵
出
し
た
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
企
業
の

社
員
が
、
「
デ
ュ
ア
ル
ス
ク
ー
ル
」
制
度
（
住
民
票

を
移
す
こ
と
な
く
、
地
方
と
都
市
の
両
方
の
学
校
を

通
学
可
能
と
す
る
制
度
）
を
活
用
し
た
二
地
域
居
住

に
よ
る
「
新
た
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
へ
の
転
換
」

○
政
府
関
係
機
関
の
地
方
移
転

・
平
成
二
十
九
年
七
月
、
県
庁
十
階
に
、「
消
費
者
行

政
・
消
費
者
教
育
」
の
新
た
な
政
策
創
造
の
拠
点
と

し
て
消
費
者
庁
等
の
「
消
費
者
行
政
・
新
未
来
創
造

オ
フ
ィ
ス
」
が
設
置

・
令
和
二
年
度
か
ら
は
、
新
た
な
未
来
に
向
け
た
「
消

費
者
行
政
の
展
開
・
創
造
及
び
発
信
・
交
流
の
拠

点
」
と
し
て
、
ま
た
、
消
費
者
行
政
の
発
展
・
創
造

の
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
機
能
と
規
模
を
備
え
た
「
新

た
な
恒
常
的
な
拠
点
と
し
て
、
「
消
費
者
庁
新
未
来

創
造
戦
略
本
部
」
を
設
置
　

【
基
本
目
標
２
】

　
地
域
に
お
け
る
仕
事
づ
く
り

　
徳
島
の
強
み
を
活
か
し
た
「
産
業
競
争
力
の
強
化
」

に
よ
り
、
徳
島
に
集
う
「
ひ
と
」
が
、
魅
力
あ
る
安
定

し
た
「
し
ご
と
」
を
創
り
出
す
「
好
循
環
」
を
加
速
す
る
。

『
取
組
事
例
』

○
「
Ｔ
ｕ
ｒ
ｎ 

Ｔ
ａ
ｂ
ｌ
ｅ
」
の
開
設

・
平
成
三
十
年
二
月
に
徳
島
県
の
情
報
発
信
や
交
流
の

拠
点
と
す
る
べ
く
、
レ
ス
ト
ラ
ン
・
バ
ル
、
宿
泊
施

設
、
マ
ル
シ
ェ
、
交
流
ス
ペ
ー
ス
の
四
つ
の
機
能
を

併
せ
持
つ
施
設
と
し
て
東
京
都
渋
谷
区
に
オ
ー
プ
ン

・
徳
島
県
産
の
木
材
を
使
っ
た
家
具
や
建
具
の
ほ
か
、

提
供
す
る
料
理
に
も
徳
島
県
産
の
食
材
を
使
用
し

　「
ブ
ラ
ン
ド
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
と
し
て
、
首
都
圏
に
住

む
方
々
に
徳
島
の
魅
力
を
発
信

○
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
四
〇
〇
〇
万
人
時
代
に
向
け
た
観
光

誘
客

・「
ウ
ェ
イ
ク
ボ
ー
ド
世
界
選
手
権
大
会
２
０
１
８
」

の
開
催
を
は
じ
め
、
「
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
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２
０
１
９
」
に
出
場
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
ア
代
表
の
事
前

キ
ャ
ン
プ
の
実
施
、
二
〇
二
〇
年
「
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
に
お
け
る
、
ド
イ
ツ

代
表
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
代
表
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
代
表
等
の

事
前
キ
ャ
ン
プ
の
開
催
も
決
定

【
基
本
目
標
３
】

　
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の
環
境
づ
く
り

　「
切
れ
目
の
な
い
次
世
代
育
成
対
策
」
を
展
開
し
、

若
者
の
結
婚
や
出
産
に
対
す
る
希
望
の
実
現
を
は
じ
め
、

「
子
育
て
の
喜
び
を
実
感
で
き
る
環
境
」
を
創
造
す
る
。

『
取
組
事
例
』

○
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
切
れ
目
な
い
支
援

・
平
成
二
十
八
年
七
月
に
開
設
し
た
「
と
く
し
ま
マ

リ
ッ
ジ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」
を
拠
点
と
す
る
「
出

逢
い
」
か
ら
「
結
婚
」
ま
で
の
き
め
細
や
か
な
支

援
、
全
県
下
の
中
学
三
年
生
ま
で
を
実
施
対
象
と
し

た
「
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
制
度
」、
国
に
先
ん
じ
、

三
歳
～
五
歳
の
第
二
子
以
降
へ
拡
大
し
た
「
保
育

料
の
無
料
化
」
な
ど
、「
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
、

育
て
や
す
い
環
境
整
備
」
を
促
進

・
世
代
を
越
え
て
地
域
で
支
え
る
子
育
て
社
会
の
実
現

に
向
け
、
「
県
版
『
保
育
助
手
』
制
度
」
の
導
入
に

よ
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
シ
ニ
ア
の
保
育
現
場
で
の
就
労

支
援

【
基
本
目
標
４
】

　
活
力
あ
る
暮
ら
し
や
す
い
地
域
づ
く
り

  

「
ひ
と
」
と
「
し
ご
と
」
の
好
循
環
を
強
固
に
支
え
、

安
心
し
て
暮
ら
し
、
学
び
、
働
き
、
子
育
て
し
や
す
い
、

笑
顔
に
満
ち
た
活
力
あ
る「
ま
ち
」づ
く
り
を
展
開
す
る
。

『
取
組
事
例
』

○
障
が
い
者
が
支
え
る
社
会

・
障
が
い
者
が
高
齢
者
に
対
し
、
日
用
品
の
移
動
販
売

や
見
守
り
活
動
を
行
う
、
「
障
が
い
者
が
繋
ぐ
地
域

の
暮
ら
し
〝
ほ
っ
と
か
な
い
〟
事
業
」
の
展
開
に
よ

り
、
地
域
貢
献
活
動
を
推
進

○
多
世
代
交
流
・
多
機
能
型
拠
点
の
形
成

　
地
域
で
支
え
合
う
環
境
の
充
実
・
拡
大
を
図
る
た
め
、

子
ど
も
や
高
齢
者
、障
が
い
者
な
ど
が
集
う「
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
カ
フ
ェ
（
多
世
代
交
流
・
多
機
能
型
）」
の
普
及

を
促
進

「
ｖ
ｓ
東
京
『
と
く
し
ま
回
帰
』
総
合
戦
略
」
と

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

　
持
続
可
能
な
環
境
や
社
会
の
実
現
に
向
け
、
二
〇
一

五
年
九
月
の
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
持
続
可
能
な

開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
の
達
成
に
貢
献
す
る
た
め
、

総
合
戦
略
に
掲
げ
た
各
施
策
と
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
の
対
応
関

係
を
明
ら
か
に
し
、「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
日
本
モ
デ
ル
宣
言
」

の
も
と
、徳
島
な
ら
で
は
の
取
組
み
の
推
進
に
よ
る「
地

方
創
生
」
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
。

　
本
年
九
月
に
、
消
費
者
庁
と
徳
島
県
の
共
催
に
よ
り
、

「
Ｇ
20
消
費
者
政
策
国
際
会
合
」
が
開
催
さ
れ
、
日
本

を
含
む
三
十
八
か
国
・
機
関
の
約
一
〇
〇
人
が
出
席
し
、

急
速
な
技
術
革
新
に
伴
う
消
費
者
政
策
の
課
題
な
ど
に

つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
、「
国
際
的
な
協
調
が
必
要
」

と
の
認
識
を
共
有
し
た
。（
消
費
者
政
策
に
関
す
る
国

際
会
合
が
国
内
で
開
か
れ
る
の
は
初
め
て
）

　
ま
た
、
エ
シ
カ
ル
消
費
の
推
進
に
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
る
高
校
生
等
が
そ
の
取
組
み
に
関
す
る
発
表
を

行
い
、
優
れ
た
も
の
に
つ
い
て
表
彰
す
る
「
エ
シ
カ
ル

甲
子
園
２
０
１
９
」
の
本
選
が
十
二
月
に
本
県
で
開
催

予
定
と
な
っ
て
お
り
、「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
を
原
動
力
と
し

た
「
地
方
創
生
」
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

第
二
期
（
二
〇
二
〇
～
二
〇
二
四
）
総
合
戦
略

　
本
年
度
は
、
第
一
期
「
総
合
戦
略
」
五
か
年
計
画
の

最
終
年
で
あ
り
、
ま
た
、
三
十
年
余
り
続
い
た
「
平
成
」

が
終
わ
り
、「
令
和
」
と
い
う
新
た
な
時
代
が
始
ま
っ

た
、象
徴
的
な
年
で
あ
る
。
来
年
度
か
ら
の
第
二
期（
二

〇
二
〇
～
二
〇
二
四
）
の
地
方
創
生
は
、「
令
和
時
代

の
地
方
創
生
」
と
し
て
の
新
た
な
飛
躍
に
向
け
た
第
一 国内初となる「Ｇ20消費者政策国際会合」
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歩
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
第
一
期
の
総
仕

上
げ
と
併
せ
て
、
現
在
と
将
来
の
社
会
的
変
化
を
見
据

え
な
が
ら
、
人
口
減
少
の
克
服
、
安
心
し
て
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
る
持
続
可
能
な
地
域
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、

県
を
挙
げ
て
取
り
組
む
べ
き
二
〇
二
〇
年
か
ら
の
新
た

な
五
か
年
戦
略
の
策
定
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

基
本
的
な
考
え
方

　
地
方
創
生
は
、
中
長
期
の
人
口
の
推
移
な
ど
、
次
の

世
代
や
そ
の
次
の
世
代
の
危
機
感
を
共
有
し
、
人
口
減

少
に
歯
止
め
を
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
活
力
を

取
り
戻
し
て
い
く
た
め
の
息
の
長
い
政
策
で
あ
る
。
第

一
期
で
根
付
い
た
地
方
創
生
の
意
識
や
取
組
み
を
二
〇

二
〇
年
度
以
降
に
も
継
続
し
、「
継
続
を
力
に
す
る
」

と
い
う
姿
勢
で
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
向
け
て
歩
み
を
確

か
な
も
の
と
す
る
。
こ
の
た
め
、「
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
」

の
下
に
今
後
五
年
間
の
基
本
目
標
や
施
策
を
「
総
合
戦

略
」
に
掲
げ
て
実
行
す
る
現
行
の
枠
組
を
引
き
続
き
維

持
し
、
第
二
期
「
総
合
戦
略
」
を
策
定
し
、
地
方
創
生

の
よ
り
一
層
の
充
実
・
強
化
に
向
け
、
切
れ
目
な
い
取

組
を
進
め
て
い
く
。

　
策
定
に
当
た
っ
て
、
自
ら
が
責
任
を
持
っ
て
社
会
・

経
済
状
況
の
変
化
を
捉
え
地
域
の
将
来
像
を
考
え
る
観

点
か
ら
、
幅
広
い
年
齢
層
の
住
民
を
は
じ
め
、
産
学

官
金
労
言
士
な
ど
の
多
様
な
主
体
の
参
画
を
得
る
な
ど
、

地
域
の
特
性
に
応
じ
た
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
新
た
な
総
合
戦
略
研
究
会
」

や
「
地
方
創
生
〝
挙
県
一
致
〟
協
議
会
」
に
お
い
て
具

体
的
検
討
を
実
施
し
て
い
る
。

新
た
な
視
点

　
第
二
期
（
二
〇
二
〇
～
二
〇
二
四
）
に
お
い
て
は
、

四
つ
の
基
本
目
標
に
向
け
た
取
組
み
を
実
施
す
る
に
当

た
り
、
新
た
な
次
の
視
点
に
重
点
を
置
い
て
施
策
を
推

進
す
る
。

（
１
）　
未
来
を
担
う
人
の
流
れ
づ
く
り

・
新
た
な
地
域
の
担
い
手
の
創
出
・
企
業
版
ふ
る
さ
と

納
税
の
促
進
な
ど
に
つ
な
が
る
「
徳
島
フ
ァ
ン
」
の

創
出
・
拡
大

・「
ふ
る
さ
と
教
育
」
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
の
将
来

を
支
え
る
人
材
の
育
成

（
２
）　
地
域
で
支
え
る
「
魅
力
的
な
し
ご
と
」
づ
く
り

・
好
機
を
と
ら
え
た
観
光
誘
客
の
更
な
る
強
化

・so
ciety5

.0

の
実
現
や
徳
島
の
強
み
で
あ
る
「
光
」

を
軸
と
し
た
関
連
産
業
振
興
や
地
域
経
済
を
支
え
る

中
小
企
業
支
援
に
よ
る
魅
力
あ
る
就
業
機
会
の
創
出

（
３
）　
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
「
希
望
が
か
な
う
」
環

境
づ
く
り

・
未
来
技
術
を
活
用
し
た
多
様
な
働
き
方
の
推
進
な
ど

　「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
の
実
現
に
向
け

た
取
組
み

・
困
難
を
抱
え
る
子
ど
も
や
Ｄ
Ｖ
問
題
等
に
き
め
細
や

か
に
手
を
さ
し
の
べ
る
社
会
の
実
現

（
４
）　
安
全
・
安
心
「
持
続
可
能
な
地
域
社
会
」
づ
く

り

・
地
方
創
生
の
基
盤
「
県
土
強
靱
化
」
と
「
事
前
復

興
」
の
推
進

・
人
生
１
０
０
年
時
代
に
向
け
、「
フ
レ
イ
ル
」
対
策

な
ど
健
康
寿
命
延
伸
に
向
け
た
取
組
み
の
展
開
　

終
わ
り
に

　
現
在
、
国
・
地
方
を
挙
げ
て
地
方
創
生
に
取
り
組
ん

で
い
る
が
、
地
域
の
置
か
れ
た
状
況
は
多
様
で
あ
る
。

地
域
の
主
体
性
と
「
創
意
」・「
人
材
」
を
活
か
し
つ
つ
、

「
個
性
を
活
か
し
た
地
域
戦
略
」
を
推
進
す
る
こ
と
が

重
要
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
持
つ
独
自
の
個
性
を
活

か
せ
る
よ
う
な
「
選
択
と
集
中
」
に
よ
る
地
域
づ
く
り

を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
県
民
一
人
一
人
が
、
地
方
創
生
の
取
組
み
を

自
ら
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
地
域
住
民
、
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
企
業
、
地
方
自
治
体
な
ど
関
係
者

が
持
続
可
能
で
豊
か
な
地
域
社
会
の
形
成
に
向
け
た
ビ

ジ
ョ
ン
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
社
会
的
課
題
が

解
決
さ
れ
、
地
域
社
会
の
変
革
や
成
長
に
つ
な
が
っ
て

い
く
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

　
徳
島
県
で
は
、「
市
町
村
版
総
合
戦
略
」
の
具
現
化

に
向
け
、「
徳
島
発
の
政
策
提
言
が
実
る
形
で
創
設
さ

れ
た
「
地
方
創
生
推
進
交
付
金
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
財

政
的
支
援
」、「
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
方
式
に
よ
る
相
談

体
制
」
の
「
人
的
支
援
」、「
地
域
経
済
分
析
シ
ス
テ
ム

（
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｓ
）の
活
用
実
践
に
向
け
た
支
援
」等
の「
情

報
支
援
」
に
よ
り
、「
徳
島
県
全
体
の
地
方
創
生
」
に

つ
な
が
る
よ
う
、
し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト
し
、
市
町
村
の

総
合
戦
略
の
具
現
化
を
後
押
し
し
て
い
く
。

※「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
基
本
方
針
２
０
１
９
」

（
内
閣
官
房
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部
事
務
局
、

内
閣
府
地
方
創
生
推
進
事
務
局
）、
内
閣
府
Ｈ
Ｐ
か

ら
一
部
抜
粋
。



あなたの自慢の写真を『阿波の自治』に掲載

します。徳島県内の景勝、史跡等、徳島に関

するものならテーマは問いません。

まちおこしや、むらおこしに関するあなた

の体験を手記や論文にまとめてみませんか？

詳しくは編集部までお問い合わせください。

『阿波の自治』の読者の皆さんに紹介したい

情報はありませんか？あなたのとっておきの

ニュースをお待ちしております。

「こんな特集を組んで欲しい！」「こんな情

報を知りたい！」「こんな記事にもの申す！」

など『阿波の自治』へのご意見、ご要望もお

寄せください。

阿波の自治より募集のお知らせ

写真

情報

原稿

ご意見

こちら編集部

　先日、那賀町の高の瀬峡へ紅葉を見に行った際に、四季美谷温泉でジ

ビエ料理を頂きました。子供の頃に食べて以来でしたので感動です。鹿

もも肉の竜田揚げと鹿肉マタギ汁の定食を頼みましたが、からりと揚

がった衣に甘辛い味付けの鹿肉、たくさんの野菜と鹿肉の汁物といった

内容で、美味しく、しかもリーズナブルなお値段。紅葉は一足早く、見

頃にお目にかかれず残念だったのですが、お店からの山の景色も楽しめ、

大満足の昼食になりました。

　メニューも豊富で目移りします。ご興味ある方は是非、自然の中でジ

ビエ料理を楽しんでみてはいかがでしょうか。　

O

　コレステロールがちこっと高めです。中性脂肪も高めです。

γ-GDP、尿酸はそこそこです。下がっているのは視力だけ。

　久々にバドミントンに行きました。膝が危険な感じです。やっぱ

り、やめておきましょう。甘い物 or アルコール？選べません。ひた

すら『飲んで食って笑う』を目指します。エンゲル係数は高めで

す。
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宝くじのイメージキャラクター「クーちゃん」です。

みなさ～ん

宝くじは徳島県内で

買ってね。

なぜ県内で買って欲しいのかって？それは、徳島県内で売られた宝

くじの収益金は、徳島県の収入になるからだよ。そうしたお金が道

路や橋、学校、公園の整備など県内の公共事業に使われているから

さ。みんなの豊かな生活のためにたいへん役立っているのです。
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